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・地域包括ケアシステムの構築を目指し、７次計画期間まで在宅医療の充実 
 に向けて、地域の連携体制の促進や各種研修会の開催により、在宅医療の 
 提供体制強化を行ってきました。 
・しかし、８次計画期間及びそれ以降も、在宅医療の需要は 
 増え続けることが見込まれています。 
 
 
 
・医師、看護師等の医療従事者は年々増加しているもの 
 の、在宅医療の大幅な需要増と同じ割合で増やしてい 
 くことは困難です。 
・提供体制を増やしていく他、多職種連携やＩＣＴの活 
用等により、今ある資源を効率的に活用できるかが課 
題です。 

第４章 地域包括ケアシステムの推進 

第１節 在宅医療 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

（１）在宅医療の需要 

○ 在宅医療は、入院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しながら、患 

者の日常生活を支える医療であり、“住み慣れた地域で誰もが尊重され、その人らしい 

生活が実現できるよう地域で支える”という地域包括ケアシステムの理念を推進する 

ためには、不可欠の構成要素です。 

  （図表作成予定） 

  ※上記イメージ図のように、在宅医療では、様々な関係者による多職種連携が重要です。 

    当該節で「関係者」と記載のある場合は、このイメージ図における関係者を指します。 

○ 今後さらに増加が見込まれる在宅医療の需要に対応するためには、在宅医療を支え 

る多職種の連携体制の強化の他、在宅医療を支える医師、歯科医師、薬剤師、看護職 

員等の従事者の確保・養成していくことが必要です。 

また、在宅医療には、患者のライフサイクルや健康状態の変化の中で起こりうる節 

目となる場面を意識した取組や個別疾患への対応が必要であることから、それぞれの 

現状と課題を把握し、対策を進めていくことが必要です。 

 

【４つの場面】 

 場面 現状・課題 

１ 退院支援 スムーズな入退院の移行を行う必要があることから、適切な入退院支援の実施

促進が課題 

２ 日常の 

療養支援 

住み慣れた場所での在宅療養を継続していく必要があることから、訪問診療等

（薬剤・歯科含む）の促進が課題 

３ 急変時の 

対応 

容態急変時対応を行う必要があることから、24 時間の往診や緊急入院受入の体

制を継続的に確保していくことが課題 

４ 看取り 人生の最終段階における望む場所での看取りを行う必要があることから、在宅・

施設での看取り体制を確保していくことが課題  

 【現状】 

 

【課題】 
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【４つの場面のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 加えて、小児在宅医療は、人工呼吸器や胃ろう等の使用、たんの吸引や経管栄養な 

どの日常的に医療的ケアを必要とする医療的ケア児（※１）に対して行われるもので 

すが、県内で在宅患者を受け入れる小児科診療所は、令和３年時点では、66箇所にと 

どまるなど、受入環境は十分とは言えません。 

また、障がい者を対象とした在宅医療についても、医療と介護の連携強化などを図 

る視点が重要です。 

これらの課題に対する対策については、こども家庭庁設置に伴い策定予定の次期計 

画及び神奈川県障がい福祉計画と整合性を図ることが必要です。 

 

（２）在宅医療の提供体制の構築に向けた課題 

これまで県及び市町村では、在宅療養後方支援病院及び在宅医療を担う医療機関、訪 

問看護ステーション、訪問介護事業所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等 

の連携体制の構築やそれらを支える人材育成のため、検討体制の整備や研修事業など、 

地域における取組を支援してきました。 

しかし、今後さらなる在宅医療の需要増が見込まれることから、関係者間の連携によ 

る切れ目のない継続的な医療提供体制構築を促進するため、「多職種連携」及び前述の「４ 

つの場面」について、それぞれの課題を整理し、施策の方向性を固めていく必要があり 

ます。 

 

ア 多職種連携 

  ○ 在宅医療に必要な連携体制については、介護保険による在宅医療・介護連携推進 

事業に位置付けられ、市町村が主体となり郡市医師会等と連携しつつ取り組むこと 

とされています。 

○ しかし、地域により医療資源に差があることなどから、市区町村よりも大きな範 

囲での連携拠点や、地域において在宅医療を積極的に担う医療機関を計画に位置付 

けることで、多職種連携を促進していく必要があります。 

イ 退院支援 

  ○ 円滑な在宅療養移行に向けての退院支援の充実にあたっては、退院元の医療機関 

と在宅医療を担う関係者間を“つなぐ”役割を担っていただく部門の設置や職員の 

配置等、院内の体制整備が欠かせません。 

  ○ しかし、本県の退院時共同指導を実施している病院数（人口 10 万対）は、全国平 

退院支援 

急変時の対応 

日常の療養 

看取り 

在宅 

【病院】 

急性期医療提供 

【診療所】 
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均を下回っており、全国で 39番目です。（図表４-１-１） 

図表４-１-１ 本県の退院時共同指導を実施している病院数（人口 10 万対） 

 

 

○ さらに、本県の退院時共同指導を実施している病院数の推移を見ると、平成 24年 

から翌年にかけて半減した以降は、ほぼ横ばいです。（図表４-１-１） 

○ また、人口 10万対の値を見ると、全国と県は、経時的にほぼ同様の傾向となって 

います。（図表４-１-３） 

図表４-１-２ 病院数の推移        図表４-１-３ 全国との比較  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 加えて、退院支援を受けた患者数（レセプト件数）は、全国平均を下回っており、 

全国で 37番目です。（図表４-１-４） 
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＊ 全国平均＝ （47都道府県の値の計/ 47都道府県の人口の計）*100000
厚生労働省「NDB」（令和3年）

総務省「住民基本台帳年齢別人口」（●●●年）

  

（出典）厚生労働省「NDBデータブック」 （出典）厚生労働省「NDBデータブック」 
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図表４-１-４ 退院支援を受けた患者数（レセプト件数） 

 

 

○ このように、体制構築は進んでいるものの、退院時共同指導を実施している病院 

数、退院支援を受けた患者数ともに、全国平均を下回っていることから、更なる取 

組が必要です。 

ウ 日常の療養支援 

  ○ 日常の療養支援に関する体制を構築するためには、特に、患者の状態や地域の医 

   療資源に応じた、訪問診療・訪問看護等の持続可能な仕組みや、患者・家族の不安 

   負担を軽減するための身近に相談できる体制を検討していくことが重要です。 

○ また、歯科診療所においては、口腔ケア及び摂食・嚥下リハビリテーション等の 

取組、薬局においては、服薬管理や患者の療養状態に応じた処方提案等による取組な

どの、在宅医療における重要な役割を担っていただいています。 

○ 訪問薬剤管理指導を受けている患者数（レセプト件数）は全国平均を上回ります 

が、今後さらに在宅医療の需要の増加が見込まれることから、引き続き在宅医療の 

取組を促進していく必要があります。 

 

図表４-１-５ 訪問薬剤管理指導 
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エ 急変時の対応 

○ 急変時の対応可能な体制を構築するためには、緊急往診や後方支援病院との連携 

を強化する必要があり、24時間往診等が可能な体制・在宅療養患者を円滑に受け入 

れる体制を整備していくことが重要です。 

   （図表作成予定） 

オ 看取り 

○ 患者が望む場所での看取りに関する体制を構築するためには、患者本人の意思に 

寄り添いながら、医療・介護・救急の円滑な連携が行われることが必要であり、そ 

の前提として、在宅等での看取りについて十分な認識・理解を浸透させていくこと 

が重要です。 

（図表作成予定） 

 

２ 施策の方向性 （県、市町村、医療関係者、介護・福祉関係者、関係機関） 

（１）在宅医療の拠点、積極的な役割を担う医療機関の位置づけ・公表 

○ 体制の強化及び多職種連携の強化のため、＿における協議の結果、在宅拠点の拠点 

は、＿に、積極的な役割を担う医療機関は、＿から推薦を受けたもしくは県から指定 

を受けた、県内の＿箇所の病院・診療所に担っていただき、県及び市町村はこれを支 

援する体制を整備していきます。（令和６年２月把握予定） 

（図表作成予定） 

 

（２）円滑な在宅移行への支援の充実 

 ○ 県及び市町村は、退院元の医療機関と地域の在宅医療を担う関係者間の連携構築に 

より、切れ目のない継続的な医療提供体制の確保を推進します。 

 

  → 上記取組により、退院調整支援担当者等の増 ⇒ 退院支援を受けた患者数の増

を目指します。 

 

（３）在宅医療提供体制の充実 

 ○ 県や各保健福祉事務所、各市町村、各郡市医師会等は、互いに連携し、地域におけ 

る在宅医療に係る課題の抽出や施策検討を行うための取組を推進します。  
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○ 県や各保健福祉事務所、各市町村、各郡市医師会・県薬剤師会等は、医療・介護従 

事者を対象に、在宅医療及び訪問看護、在宅歯科医療、薬剤師の在宅医療への参画等 

に関する各種研修を実施し、医療・介護従事者のスキルの向上や多職種の連携に寄与 

します。 

○ 県は、在宅医療における ICT の活用に向けて、医療機関に対する支援を行います。

○ 県は、県医療審議会の意見を聞きながら医療法施行規則第１条の 14第７項第１号の 

診療所（※２）として、病床設置等について許可を要しない診療所と認めることによ 

り、在宅療養支援診療所をはじめとした地域包括ケアシステムの構築のために必要な 

診療所の整備を支援します。 

 

→ 上記取組により、在宅療養支援診療所・病院、訪問診療を実施している診療所・病

院及び訪問薬剤管理指導を実施している薬局の増加等により ⇒ 訪問診療等を受

けた患者数の増を目指します。 

 

○ 県は、訪問看護の安定的な提供に向けて、訪問看護ステーションの経営の安定化と

看護の質の向上を図るため、看護職員５人以上の訪問看護ステーションの増加を目指

すとともに、施設間連携や多職種連携に強く、幅広い領域に対応可能な「かながわ地域

看護師（仮称）」を地域で育成することについての検討を進めます。 

 

→ 上記取組により、訪問看護従事者数の増 ⇒ 訪問看護利用者数の増を目指しま

す。 

 

（４）急変時の対応体制の充実 

 ○ 県は、郡市医師会及び市町村と連携し、関係者間の連携構築等の地域の課題を踏ま 

えた取組を推進します。 

 ○ 県は、急性期治療後のリハビリテーション機能や在宅急病時の入院受入機能を担う 

回復期病床等の整備のため、病床機能の転換及び新規整備を支援し、高齢者救急にお 

ける地域完結型医療を推進します。 

 

→ 上記取組により、往診を実施している診療所・病院数の増 等⇒ 往診を受けた患

者数の増を目指します。 

 

（５）患者が望む場所での看取りに関する体制の充実 

 ○ 県は、郡市医師会及び市町村と連携し、医療・介護従事者を対象に研修を行い、在 

宅での看取りや検案に対応できる医師を育成します。 

 ○ 終末期の在宅医療・介護における多職種連携について必要な知識の習得、向上を図 

ります。 

 

  → 上記取組により、在宅看取りを実施している診療所・病院や介護施設等を増やし、

在宅・施設での看取り件数の増加につなげて地域看取り率の増加を目指します。 

 



7 

 

■ 用語解説 

※１ 医療的ケア児 

医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き気管切開部の管理、人工呼吸器の

管理、たんの吸引、在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管からの経管栄養、中心静脈栄養などの医療的ケア

が日常的に必要な障がい児をいう。 

歩ける医療的ケア児から寝たきりの重症心身障がい児（重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複

している子ども）までいる。 

平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と

医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村班）」の中間報告によると、全国の医療的ケア児

は平成 27年５月時点で約 1.7万人と推計されている。 

平成 28年に改正された児童福祉法では、地方公共団体に対して、医療的ケア児が、心身の状況に応じ

た適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各

関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるよう努力

義務を規定している。 

さらに令和３年に施行された医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（医療的ケア児支

援法）では、地方公共団体に対して国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びそ

の家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有することを規定している。 

※２ 医療法施行規則第１条の 14第７項第１号の診療所 

医療法第７条第３項の規定により、診療所に病床を設けようとするときは、厚生労働省令で定める場

合を除き、知事又は保健所設置市の市長の許可が必要。 

「厚生労働省令で定める場合」は、医療法施行規則第１条の 14第７項に規定されており、病床設置の

許可を要さず、療養病床又は一般病床を設けることができます。その対象施設としては、在宅療養支援

診療所をはじめとした地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所などが記載されている。 

※３ 地域看取り率 

県内の二次医療圏内における人口動態統計の死亡数から死体検案数を差し引いた値を「地域看取り数」

と定義し、全体の死亡総数に占める「地域看取り数」の割合を示したもの。 
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３ ロジックモデル ※達成すべき目標と取り組むべき施策の関連性を体系的に整理した「ロジックモデル」は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期アウトカム 中間アウトカム 最終アウトカム

【円滑な在宅移行への支援の充実】

円滑な在宅療養移行に向けての退院支援

に関する体制の構築ができている

C101
退院調整支援担当者を配置している一般

診療所数・病院数
B101B101 退院支援を受けた患者数 A101

C102
退院時共同指導を実施している診療所数・

病院数
B102B102

退院時共同指導を受けた患者数(レセプト

件数)
A102

C103 B103 A103

C104 B104 A104

B105 A105B106 A106B107 A107B108 A108

B109B109

【在宅医療提供体制の充実】

日常の療養支援に関する体制の構築がで

きている

A109

B110 A110

C201 訪問診療を実施している診療所・病院数 B201B201 訪問診療を受けた患者数（レセプト件数） A201

C202 訪問看護事業所数 B202B202
訪問診療を受けた患者数（15歳未満）

(レセプト件数)
A202

C203 訪問薬剤管理指導を行う薬局数 B203B203 訪問看護利用者数(レセプト件数) A203

C204
訪問歯科診療を実施している歯科診療所

数
B204B204

訪問看護利用者数（15歳未満）(レセプ

ト件数)
A204

C205 在宅療養支援診療所・病院数 B205B205
訪問薬剤管理指導を受けた患者数(レセプ

ト件数)
A205

C206 在宅療養後方支援病院数 B206B206
訪問歯科診療を受けている患者数(レセプト

件数)
A206

C207 在宅療養支援歯科診療所数 B207 A207

C208
情報通信機器を用いた診療を行う診療所・

病院数
B208 A208

B209 A209
B210 A210

C301
訪問診療を実施している診療所・病院数

（再掲）
B301 A301

C302 訪問看護事業所数（再掲） B302 A302

C303
機能強化型訪問看護ステーション数

（＝訪問看護事業者数（大規模））
B303 A303 各地域における在宅医療の自己完結率

C304 訪問看護従事者数 B304 A304

C305 訪問薬剤管理指導を行う薬局数（再掲） B305 A305

C306
訪問歯科診療を実施している歯科診療所

数（再掲）
B306 A306

B307 A307B308 A308B309B309 【救急医療】第3次救命救急医療機関の機 A309B310 A310
C401 在宅療養支援診療所・病院数（再掲） B401 A401

C402 在宅療養後方支援病院数（再掲） B402 A402

C403 在宅療養支援歯科診療所数（再掲） B403 A403
B404 A404B405 A405B406 A406B407 A407B408 A408B409B410

B409B409

【急変時の対応体制の充実】

急変時の対応可能な体制が構築できてい

る

A409

B410 A410
C501 往診を実施している診療所・病院数 B501B301 往診を受けた患者数(レセプト件数) A501

C502
24時間往診を実施している診療所・病院

数
B502 A502

C503 在宅療養支援診療所・病院数（再掲） B503 A503

C504 訪問看護事業所数（再掲） B504 A504

C505
24時間対応体制を実施している訪問看護

事業所数
B505 A505

C506 B506 A506
B507 A507B508 A508B509 A509B510 A510

C601 在宅療養支援診療所・病院数（再掲） B601

C602 在宅療養後方支援病院数（再掲） B602
B603B604B605B606B607

B608B608

【患者が望む場所での看取りに関する体制

の充実】

患者が望む場所での看取りに関する体制の

構築ができている
B609
B610

C701 在宅看取りを実施している診療所・病院数 B701B401 在宅での看取り件数

B702B402 施設での看取り件数

B703B403 地域看取り率
B704

A101
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４ 指標一覧 

 

種別 コード 指標名 出典 
現状 
（年度） 

目標値 
（令和 11 年度） 

初期 C101 退院調整支援担当者を配置してい
る一般診療所・病院数 

厚生労働省,医療
施設調査 

２０１（R2） 
 

 C102 退院時共同指導を実施している診
療所数・病院数 

厚生労働省,NDB １１７（R3） 
 

 C201 訪問診療を実施している診療所・
病院数 

厚生労働省,NDB  1,452（R3） 
 

 C202 訪問看護事業所数 （調整中）   

 C203 訪問薬剤管理指導を行う薬局数 厚生労働省,NDB  ８２５（R2）  

 C204 訪問歯科診療を実施している歯科
診療所 

厚生労働省,NDB 1,420（R3） 
 

 C205 在宅療養支援診療所・病院数 （調整中）  
 

 C206 在宅療養後方支援病院数 厚生労働省,診療
報酬施設基準 

２４（R3） 
 

 C207 在宅療養支援歯科診療所数 厚生労働省,診療
報酬施設基準 

６５０（R3） 
 

 C208 情報通信機器を用いた診療を行う
診療所・病院数 

厚生労働省,診療
報酬施設基準 

826（R4.8） 
 

 C301 訪問診療を実施している診療所・
病院数（C201 再掲） 

厚生労働省,NDB  1,452（R3） 
 

 C302 訪問看護事業所数（C202 再掲） （調整中）   

 C303 機能強化型訪問看護ステーション
数（＝訪問看護事業者数（大規模）） 

（調整中）  
 

 C304 訪問看護従事者数 （調整中）   

 C305 訪問薬剤管理指導を行う薬局数
（C203 再掲） 

厚生労働省,NDB  ８２５（R2） 
 

 C306 訪問歯科診療を実施している歯科
診療所（C204 再掲） 

厚生労働省,NDB 1,420（R3） 
 

 C401 在宅療養支援診療所・病院数
（C205 再掲） 

（調整中）  
 

 C402 
 

在宅療養後方支援病院数（C206
再掲） 

厚生労働省,診療
報酬施設基準 

２４（R3） 
 

 C403 在宅療養支援歯科診療所数
（C207 再掲） 

厚生労働省,診療
報酬施設基準 

６５０（R3） 
 

 C501 往診を実施している診療所・病院
数 

厚生労働省,NDB 3,160（R3） 

 

 C502 24 時間往診を実施している診療
所・病院数 

（調整中）  

 C503 在宅療養支援診療所・病院数
（C205 再掲） 

（調整中）  

 C504 訪問看護事業所数（C202 再掲） （調整中）  

 C505 24 時間対応体制を実施している
訪問看護事業所 

厚生労働省,医療
施設調査 

757（R3） 
 

 C601 在宅療養支援診療所・病院数
（C205 再掲） 

（調整中）  
 

 C602 在宅療養後方支援病院数（C206
再掲） 

厚生労働省,診療
報酬施設基準 

２４（R3） 
 

 C701 在宅看取りを実施している診療
所・病院数 

厚生労働省,NDB 782（R3） 
 

中間 B101 退院支援を受けた患者数 
（レセプト件数） 

厚生労働省,NDB 27,571（R3） 
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種別 コード 指標名 出典 
現状 
（年度） 

目標値 
（令和 11 年度） 

 B102 退院時共同指導を受けた患者数
(レセプト件数) 

厚生労働省,NDB 2,900（R3） 
 

 B201 訪問診療を受けた患者数（レセプト
件数） 

厚生労働省,NDB 1,014,627 
（R3） 

 

 B202 訪問診療を受けた患者数（15 歳
未満）(レセプト件数) 

（調整中）  
 

 B203 訪問看護利用者数(レセプト件数) （調整中）  
 

 B204 訪問看護利用者数（15 歳未満）(レ
セプト件数) 

（調整中）  
 

 B205 訪問薬剤管理指導を受けた患者数
(レセプト件数) 

厚生労働省,NDB 21,950（R2） 
 

 B206 訪問歯科診療を受けている患者数
(レセプト件数) 

厚生労働省,NDB 1,420（R3） 
 

 B301 往診を受けた患者数(レセプト件
数) 

厚生労働省,NDB 175,08（R3） 
 

 B401 在宅での看取り件数 （調整中）   

 B402 施設での看取り件数 （調整中）   

 B403 地域看取り率（県全体） 「令和２年神奈川
県衛生統計年報統
計表」 
「令和２年神奈川
県警察死体取扱
数」 

20.82％（Ｒ２） 

 

 B403 地域看取り率（横浜） 同上 21.33％（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（川崎北部） 同上 21.36％（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（川崎南部） 同上 19.32％（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（相模原） 同上 17.09％（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（横須賀・三浦） 同上 28.49%（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（湘南東部） 同上 19.44%（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（湘南西部） 同上 20.20%（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（県央） 同上 14.90%（Ｒ２）  

 B403 地域看取り率（県西） 同上 21.59%（Ｒ２）  

最終 A101 各地域における在宅医療の自己完
結率 

（調整中）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

・計画期間中に、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025年を迎える。さらに 2040年には団塊ジュニア世代 
が 65 歳以上となるなど、高齢者の増加に伴い、医療・介護サービス需要もさらに増加・多様化するこ 
とが見込まれます。 
 

 
・高齢者が住み慣れた地域で安心して元気に暮らすことができるよう、様々な保健福祉サービスを効果的 
に提供するとともに、サービス提供基盤の整備を進める必要があります。 

 
（神奈川県の総人口と高齢者人口の現状と将来推計） 

 2020 年 

（令和２年） 

2025 年 

（令和７年） 

2035 年 

（令和 17 年） 

2040 年 

（令和 22 年） 

総人口 923.7 万人 906.9 万人 875.0 万人 854.1 万人 

 うち 65 歳以上人口 

（総人口に占める割合） 

230.8 万人 

（25.0％） 

242.3 万人 

（26.7％） 

268.4 万人 

（30.7％） 

286.7 万人 

（33.6％） 

うち 75 歳人口 

（総人口に占める割合） 

120.1 万人 

（13.0％） 

146.6 万人 

（16.2％） 

151.2 万人 

（17.3％） 

155.4 万人 

（18.2％） 

出典：令和２年は総務省「国勢調査」、推計値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

第２節 高齢者対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（１）要支援・要介護認定者数の増加 

○ 県内の介護保険第１号被保険者のうち、要支援・要介護認定者数は、令和４年９月

時点で 446,945 人となっており、10 年前の平成 24 年９月の 297,329 人の 1.5 倍以上

に増加しました。今後も 75歳以上の高齢者の急速な増加に伴い、要支援・要介護認定

者数が増加していくことが見込まれます。 

 

表４-２-１ 神奈川県の要支援・要介護認定者数の現状と将来推計 

 2012年 

(平成 24年) 

2022年 

(令和４年) 

2025年 

(令和７年) 

要支援・要介護認定者数 297,329人 446,945人 490,433人 

 うち 65 歳以上 75 歳未満の認定者数

（認定率）  

43,692 人 

（4.1％） 

48,162人 

（4.6％） 

40,407人 

（4.2％） 

うち 75歳以上の認定者数 

（認定率）   

253,637 人 

（29.6％） 

398,783人 

（30.2％） 

450,026人 

（31.4％） 
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告（各年度９月の認定者数）」 

令和７年は市町村による推計の合計 

 

○ 高齢者の増加とともに、ロコモティブシンドローム、フレイル、大腿骨頚部骨折、

誤嚥性肺炎といった疾患が増加していくことも見込まれます。 

○ 高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしいくらしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、医療、介護、介護予防事業、住まい、生活支援が一体的に提供さ

れる地域包括ケアシステムの構築を進めており、「かながわ高齢者保健福祉計画」に基

づいて介護保険施設や地域密着型サービスの計画的な整備を進めています。 

【現状】 

【課題】 
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（２）地域包括ケアシステムの深化・推進 

○ 高齢者が、住み慣れた地域において安心して元気にくらすことができるように、地

域包括ケアシステムにおける中核的な機関である地域包括支援センターの機能を強化

するとともに、地域の様々な機関やボランティア等が連携を図りながら、高齢者自ら

も参加し、包括的・継続的な支え合いを行う地域包括ケアシステムの構築を一層推進

することが必要です。 

○ 医療や介護を必要とする高齢者については、心身の状態に即した適切なサービスの

提供を切れ目なく行う必要があるため、医療と介護の連携を強化する必要があります。 

 

（３）認知症とともに生きる社会づくり 

○ 高齢者の急速な増加に伴い、認知症の人も増加することが見込まれており、誰もが

認知症とともに生き、共生社会の実現を推進するために認知症に関する正しい知識及

び認知症の人に関する正しい理解を深めることが必要です。 

○ 認知症の人が早期にその症状に気づき、診断や早期対応を推進するため、良質かつ

適切な保健医療サービス及び福祉サービスを切れ目なく提供できる総合的な支援を行

うネットワークを構築する必要があります。 

○ 65歳未満で発症する若年性認知症については、多くが現役世代で就労や子育てもあ

り、また、認知症特有の初期症状ではないこともあるため、受診が遅れる傾向があり

ます。経済的な問題など、高齢者の認知症の人とは異なる課題を抱えていることから、

認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職なども含めた支援を総合

的に講じる必要があります。 

 

（４）未病改善と健康づくりの推進 

○ 高齢者が健康で生き生きとした生活を送るためには、食事や運動などの生活習慣の

改善に取り組むことが大切です。また、生活機能の低下が疑われる状態になった場合、

早期に状態の改善や重度化の防止を図っていくことが重要です。 

 

（５）人材の養成、確保と資質の向上 

○ 保健・医療・福祉の各領域にわたる専門的な能力と、知識や技術の高度化にも対応

できる高い資質を持った実践力のある人材の養成に取り組むことが重要です。 

○ サービス需要の増加に円滑に対応できるよう、保健・医療・福祉サービス事業への

就労支援などに取り組むことにより、保健・医療・福祉人材の確保や定着を図ること

が必要となっています。 

○ 高齢者一人ひとりの状況に応じた適切なサービスが提供できるよう、保健・医療・

福祉にかかわる人材の資質の向上に取り組むことが重要です。 

 

（６）介護保険サービス等の適切な提供 

○ 介護や支援が必要な高齢者に対して、要支援・要介護状態に応じた介護保険サービ

スを提供できるよう、介護保険制度を円滑に運営することが必要です。 

○ サービスの質の確保や向上と併せて、利用者の選択を支援するための取組を進める

ことが大切です。 
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（７）サービス提供基盤の整備 

○ 高齢者一人ひとりができる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう、在宅で

の生活を支援する取組を充実していく必要があります。また、地域包括ケアシステム

の構築を進めつつ、常時介護を必要とする人が自宅等でくらすことが困難な場合のた

めに、引き続き特別養護老人ホームなどの介護保険施設等の整備を進めていく必要が

あります。 

 

（８）高齢者救急【再掲】 

○ 高齢化の進展に伴い、救急搬送に占める高齢者の割合が高まるなか、今後増加する

高齢者救急に対応していくため、多臓器・多疾患の患者特性を踏まえた効率的な救急

搬送と受入医療機関の確保が必要となります。 

 

２ 施策の方向性 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

○ 地域包括支援センターは、地域における見守り、保健・医療・福祉、権利擁護等に

ついての関係機関や団体、ボランティア等の様々な活動との連携を図り、ネットワー

クの構築に取り組みます。 

○ 地域における医療と介護の連携における課題等の情報交換と検討を行うため、地域

包括支援センターや医療・介護関係者、自治体職員等を構成員とする「地域包括ケア

会議」を県が事務局となって地域別に開催するなど、医療と介護の連携を推進します。 

○ 市町村は、地域支援事業において在宅医療・介護連携推進事業を実施し、地域の医

療・介護サービス資源の把握、在宅医療・介護サービスの情報の共有支援、在宅医療・

介護関係者の研修などに取り組みます。 

 

（２）認知症とともに生きる社会づくり 

○ 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって暮らすことができ、家族が安心して暮

らせる、総合的な認知症施策を推進します。 

○ 県は、当事者目線で認知症への理解を深めるため、「かながわオレンジ大使」（認知

症本人大使）による本人発信支援を充実するとともに、県ホームページ「認知症ポー

タルサイト」での一元的な情報発信等による普及啓発を進めます。 

○ 県は、認知症の容態に応じて適時・適切な医療・介護等を提供するため、早期診断・

早期対応を軸として、「認知症疾患医療センター」を中心とした認知症専門医療の提供

体制の強化をはじめ、医療と介護の連携、認知症の人への良質な介護を担う人材養成

等に取り組みます。 

○ 県は、若年性認知症支援コーディネーターの配置により、経済的問題等の課題を抱

える若年性認知症の人の、居場所づくりや就労・社会参加等の様々な分野にわたる支

援に取り組みます。 

○ 認知症介護の経験者等が、認知症の人や家族等からの介護の悩みなど認知症全般に

関する相談を電話で行い、相談内容に応じた適切な関係機関へのつなぎを行うコール

センターを県が設置し、精神面も含めた様々な支援ができるよう、相談体制を充実し

ます。 
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○ 認知症の方やそのご家族が安心して暮らせる地域づくりのため、認知症の人を地域

で見守る認知症サポーターの活動を支援します。また、ボランティアや支援団体、企

業などが連携し、ニーズに応じた支援を推進する「認知症オレンジパートナーネット

ワーク」を充実させ、市町村における支援の仕組である「チームオレンジ」の構築を

支援します。 

 

（３）未病改善と健康づくりの推進 

○ 市町村は、地域支援事業として介護予防事業を実施します。県は、広域的な観点か

ら介護予防事業を推進するため、人材の養成を行うとともに、地域支援事業及び介護

予防サービスの効果的な実施が図られるよう、介護予防事業市町村支援委員会を開催

するなど、市町村の支援を行います。 

○ 介護に至る要因となる「フレイル（虚弱）」対策に取り組みます。 

○ 市町村は、生活習慣病などの疾病予防の観点から、他に保健サービスを受ける機会

のない 40歳以上の方を対象に、健康診査、健康教育、健康相談などを実施します。 

○ 県民一人ひとりが歯及び口腔の健康を意識し、80 歳で 20 本以上の歯を保つことを

目標とした 8020運動や、オーラルフレイル（心身の機能の低下につながる口腔機能の

虚弱な状態）の予防と改善に取り組みます。また、要介護者等が誤嚥性肺炎や低栄養

状態になることを防ぐために、口腔ケアや口腔機能の維持・向上の充実を図ります。 

○ 高齢化の進んでいる県営住宅を健康で安心して住み続けられるよう、高齢者の支え

合い活動や保健・医療・福祉サービスの拠点づくりを行い、「健康団地」として再生し

ていきます。 

 

（４）人材の養成、確保と資質の向上 

○ 若者、中高年齢者、外国籍県民、潜在的有資格者など多様な人材層を対象に養成を

図ります。 

○ 「かながわ福祉人材センター」や「神奈川県ナースセンター」を中心として、保健・

医療・福祉分野での就業希望者に対する無料職業紹介や相談事業などを実施し、就労

を支援する取組や、保健・医療・福祉に関する資格を持ちながら現在就業していない

方や離職した方への再就職支援、仕事に関する理解促進などを通じて、保健・医療・

福祉人材の確保・定着を図ります。 

○ 介護職員等に対して専門的知識の習得や技術の向上を目的とした研修を実施し、資

質の向上を図ります。 

 

（５）介護保険サービス等の適切な提供 

○ 市町村は、保険者として、介護保険事業計画に基づく介護保険制度の健全かつ円滑

な運営を行います。県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必

要な指導及び適切な援助を行います。 

○ 介護サービス情報の公表制度による事業者情報をはじめ、介護保険サービスの利用

者や家族、介護支援専門員（ケアマネジャー）等が必要とする介護・福祉サービスに

関する情報を迅速に提供し、サービスの選択を支援します。 
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（６）サービス提供基盤の整備 

○ 市町村では、介護保険事業計画において、身近な日常生活圏域を定めることとし、

その日常生活圏域において必要な地域密着型サービスや介護予防拠点などのサービス

基盤の整備を進めます。 

○ 特別養護老人ホーム等の介護保険施設の整備を促進するとともに、医療的な対応が

必要な高齢者の受入への支援や、在宅と入所の計画的な相互利用の促進などに取り組

みます。 

○ 市町村と調整の上、今後の高齢者数の推移、地域の実情、施設・居住系サービスの

利用者数の推移、医療と介護の連携などによる在宅ケアの利用者数の推移等を踏まえ

つつ、施設サービス及び居住系サービスの適切な整備を推進します。 

○ 在宅での生活を継続し、また、家族の負担を軽減する観点からも、短期入所サービ

スの適切な利用が重要であることから、市町村及び高齢者保健福祉圏域内において、

地域の実情を考慮した必要な量を整備します。 

 

（７）高齢者救急【再掲】 

○ 高齢化の進展に伴う高齢者救急の増加に対応するため、引き続き二次救急医療機関

等を中心に急性期治療経過後のリハビリテーション機能を担う回復期リハビリテーシ

ョン病棟や在宅等急病時の入院受入れ機能を担う地域包括ケア病棟への転換を促進し、

高齢者救急における地域完結型医療を推進します。 

○ 在宅・介護施設等の患者の急病による「時々入院」が、在宅医療を担う診療所との

病診連携のもと、地域内で切れ目なく完結されるよう、緊急時の入院受入れ機能を担

う在宅療養（後方）支援病院の量的確保を推進します。 

○ 患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療が患者・家族、医療・介護提供

者の合意形成のもと適切に提供される医療体制のあり方について議論を深め、実施方

策を含め検討していきます。 
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・障がい者が自らの意思に基づいて必要な支援・サービスを受けながら、住み慣れた地域で安心してその
人らしくいきいきと暮らすことのできる地域共生社会「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指し、
平成 28 年 10 月に「ともに生きる社会かながわ憲章」（以下、「憲章」という。）を策定し、令和５年４
月に「当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」（以下、「条例」という。）を
施行しました。 

・「憲章」や「条例」の理念が県民に深く浸透し、誰もが障がい者一人ひとりの立場や目線を意識しなが 
ら、障がい者の差別解消や権利擁護、自立及び社会参加の推進に向けて取り組んでいます。 

 
 
・「憲章」や「条例」の理念を普及するため、 
県のたよりや SNS 等の様々な手法を活用した 
広報を推進するとともに、これまで以上に、 
国、県、市町村や企業・団体等の様々な主体 
が連携しながら、地域共生社会の実現に向け 
て取り組む必要があります。 

 
 
 

第３節 障がい者対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）障がい者の地域生活を支えるサービス等の整備 

○ 障がい者が安心して地域で暮らしていくためには、ホームヘルプサービスや日中に 

施設などで提供される生活介護、身体機能や生活能力の向上のための自立訓練などと 

あわせて、訪問看護等の医療サービスや、緊急時や家族のレスパイト（休息）のため 

の短期入所、住まいの場であるグループホームなどの更なる整備が必要です。 

 

（２）サービス提供や相談支援のための専門人材の確保 

○ 医師や看護職員との適切な 連携のもと、たんの吸引などの医療的ケアを安全に行う 

ことのできる介護職員などの専門技術と知識を有する人材の確保が必要です。 

○ 障がい者の特性を理解し、適切な歯科診療ができる人材の育成・確保が必要です。 

○ サービス等利用計画を、すべての障害福祉サービスを利用する障がい者等に作成す 

る必要があるため、障がい者のケアマネジメントを担う相談支援人材の確保が必要で 

す。 

 

（３）発達障がいや高次脳機能障がいに対する専門的な支援 

○ 以前は、「制度のはざまの障害」といわれ、サービスが利用しにくかった発達障がい 

や高次脳機能障がいのある人に対し、専門的な支援を行う拠点機関が中心となって、 

医療、福祉などが連携した支援を行うとともに、支援技術の地域展開やネットワーク 

づくりを進めていく必要があります。 

 

（４）障がい者が安心して医療を受けられるための支援 

○ 障がい者が安心して医療を受けられるようにするために、自立支援医療制度や重度 

障害者医療費助成制度などを活用しながら取り組んでいく必要があります。 

【現状】 

【課題】 
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２ 施策の方向性 

（１）障がい者の地域生活を支えるサービス等の整備 

○ 訪問看護やホームヘルプサービス、生活介護、自立訓練、短期入所、グループホー 

ムなど、障がい者の地域生活を支えるサービスの提供体制を計画的に整備するための 

支援を行います。 

 

（２）サービス提供や相談支援のための 専門人材の養成 

○ 医師や看護職員との適切な連携のもと、たんの吸引などの医療的ケアを安全に行う 

ことのできる介護職員などの養成を推進します。 

 ○ 障がい者の歯科診療、口腔ケアに対応し得るよう、一次・二次診療を担当する歯科 

医師及び歯科衛生士の養成を推進します。 

○ サービス等利用計画の作成、支給決定後の見直しを担う相談支援人材の養成を推進 

します。 

 

（３）発達障がいや高次脳機能障がいに対する専門的な支援の充実 

○ 発達障害支援センターかながわＡ（エース）において、福祉、保健、医療、教育、 

労働、民間支援団体と連携しながら発達障がいに関する相談支援等を行うとともに、 

身近な地域における発達障がいの支援体制の充実をめざし支援を行います。 

○ 神奈川県総合リハビリテーションセンターを高次脳機能障がい者に対する支援拠点 

機関として位置づけ、専門的な相談支援や研修事業を通じ、医療と福祉が一体となっ 

た支援を行うともに、地域支援ネットワークの充実を目指し支援を行います。 

 

（４）障がい者が安心して医療を受けられるための支援 

○ 障がい者が安心して医療を受けられるようにするために、市町村とも連携しながら、 

自立支援医療制度や重度障害者医療費助成制度などにより、障がい者への医療費の助 

成を行います。 

○ また、身近な地域で専門的な歯科診療を受診できるよう、神奈川県心身障害児者歯 

科診療システムにおける医療の充実を図るとともに、一次、二次、三次の各医療機関 

の連携を推進します。 

 

 ※ 「医療的ケア児」に関する施策については、「第４章第４節 母子保健対策」に、「精

神障がい」及び「高次脳機能障がい」に関する施策ついては、「第２章第５節 精神疾

患」に、それぞれ施策の詳細を記載していますので、ご参照ください。 
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・母子保健の目的は、母とこどもの心身の健康を守り、次世代を担うこどもを健全に育てることにありま 
す。少子化の進展や出産年齢の高齢化により、保護者ならびに妊産婦、成育過程にあるこどもを取り巻 
く環境が変化し、次に掲げる課題があります。 
 
 

・妊娠合併症や産後うつ等を予防するための妊娠・出産・産後までの支援体制整備 
・不妊症・不育症に関する医学面での不安・悩みに対する支援 
・性や妊娠に関する知識の不足による予期しない妊娠や不妊症・不育症のリスクの上昇 
・医療的ケア児等の長期療養児や低出生体重児への継続的な相談支援と自立促進 
・乳幼児の障がいの発生予防・早期発見と健康管理 
・妊産婦及び乳幼児における口腔の健康管理 
・児童虐待予防の観点も踏まえた妊娠期からの支援体制整備 

第４節 母子保健対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

（１）母子保健の現状 

○ 母子保健の目的は、母とこどもの心身の健康を守り、次世代を担うこどもを健全に 

育てることにあります。 

○ 市町村では、子育て世代包括支援センター（※１）等で妊産婦や乳幼児とその保護 

者に対して、妊娠時から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズ 

に即した必要なサービスにつなぐ伴走型相談支援を行います。 

○ 県では、市町村の母子保健事業を確認し、サービスの精度管理等の支援や広域的な 

調整を行います。また、性や妊娠に関する相談支援や普及啓発、医療的ケア児等の長 

期療養児に対する相談支援や連携体制の構築を行います。 

 

図表４-４-１ 母子保健事業の体系図 

【現状】 

【課題】 
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○ 近年では、少子化の進展や出産年齢の高齢化により、神奈川県では急激に出生数が

減少し、母の平均出産年齢は全国と比較して高くなっています。この様な状況から、保

護者ならびに妊産婦、成育過程にあるこどもを取り巻く環境が変化し次に掲げる課題

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）妊産婦の健康管理 

○ 出産年齢が上昇すると、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症等の合併症の発症のリスクが高

くなります。また、妊娠中に特に重症化しやすい疾患があること、妊娠週数に応じた薬

剤の胎児への影響があることから、妊娠週数に応じた妊婦健康診査や保健指導が必要

です。 

○ 妊産婦は、妊娠・出産・産後の期間にホルモンバランスの乱れや環境の変化による 

ストレスなどで心身のバランスを崩しやすく、メンタルヘルスに関する問題が生じや 

すい状況にあります。産後うつ病（※２）の発症率は約 10％とされ、産後うつ病の予 

防を図るため、妊娠期から産後早期の支援体制整備が必要です。 

 

（３）不妊症・不育症 

○ 一般的に女性の年齢が上昇すると、妊娠・出産に至る確率が低下し不妊症（※３）・ 

（出典）厚生労働省「人口動態調査」 

図４-４-３ 母の平均出産年齢（全国との比較） 

（単位：歳） 

図表４-４-２ 神奈川県の出生者数の推移 

（出典）厚生労働省「人口動態調査」 

図４-４-４ 母の第 1 子平均出産年齢（全国との比較） 

（出典）厚生労働省「人口動態調査」 

（単位：歳） 
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不育症（※４）の治療が必要になる場合があります。 

○ 不妊症・不育症の治療を続けている患者の中には、治療等に関する医学面での不安・ 

悩みが生じることがあり、専門的な知識を踏まえた支援が必要です。 

 

（４）性や妊娠に関する知識 

○ 10代などの若年世代に関しては、性や妊娠に関する基礎的な知識が欠けている場合 

があり、予期しない妊娠に繋がる可能性があります。誰にも相談できずに飛び込み出 

産（※５）・墜落出産（※６）に繋がることが無いように、相談窓口の整備や普及啓発 

が重要です。 

○ 年齢の上昇や婦人科症状（※７）を放置することによって婦人科疾患が悪化した場 

合に不妊症・不育症のリスクが高くなります。望んだ時期に妊娠・出産ができるよう 

にライフプランの形成や適切な相談・受診行動への支援が必要です。 

 

（５）医療的ケア児等の長期療養児・低出生体重児 

○ 医学の進歩により医療的ケア児（※８）や小児慢性特定疾病児（※９）等の長期療 

養児が増加しています。長期療養児やその家族は心身の負担が大きいため、関係機関 

と連携した継続的な支援を行い、健全育成及び自立促進を図ることが重要です。 

○ 医療・福祉サービスなどの地域資源の拡充や切れ目のない支援を提供するため、「か 

ながわ医療的ケア児支援センター」を設置し、地域のニーズに合わせた機能の拡充を 

図るため、地域相談窓口（ブランチ）を設置して、医療的ケア児に対する支援の推進 

に取り組んでいますが、今後、さらなる支援の拡充を図る必要があります。 

○ 全出生数中の低出生体重児（※10）の割合は増加傾向にありましたが、近年は横ば 

い傾向にあります。低出生体重児の割合が増加する要因としては、医学の進歩により 

早産児や多胎児等の救命率が向上した面もありますが、母親の妊娠前の痩せ（低栄養 

状態）や妊娠中の喫煙等の要因の軽減に向けた取組や、保護者の育児等への継続的な 

支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）乳幼児の障がいの発生予防・早期発見と健康管理 

○ こどもは生まれた時は健康に見えても、放置すると障がいや発達の遅れが発生する 

図表４-４-５ 神奈川県の低出生体重児の割合 

（出典）厚生労働省「人口動態調査」 

（単位：％） 
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可能性がある先天性代謝異常等がある場合があり、早期の発見と治療が重要です。 

○ 乳幼児期は身体発育、精神発達の面で大きく変化する時期です。言語発達、運動機 

能、視聴覚等の障がい、疾病を早期に発見し、早期治療・早期療育を図る必要があり 

ます。 

○ 乳幼児の生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する保護者への 

指導を行うことで、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることが可能です。 

 

（７）妊産婦及び乳幼児における口腔の健康管理 

○ 妊産婦については、ホルモンバランスの変化、嗜好の変化等によって、むし歯や歯

周病が進行しやすいため、口腔清掃がより重要です。 

○ 乳幼児については、むし歯の予防のみならず、食べる機能をはじめとした口腔機能

獲得の観点からの取組等を行うことが重要です。保護者が乳幼児の歯と口の健康管理

ができるように歯みがき等の歯科保健指導や口腔機能発達に対する適切な支援を行

うことが必要です。 

 

（８）児童虐待予防 

○ 妊産婦の心身の不調や家庭環境等はこどもの心身の発達に影響を及ぼし、児童虐待 

のリスクにもなり得るため、児童虐待予防の観点も踏まえて妊娠期からの支援体制整 

備が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の充実 

 ○ 県は、妊産婦が居住する市町村によって妊娠期から子育て期の支援に差が生じない

様に、市町村の母子保健事業の状況を確認し、必要に応じて体制整備や事業評価によ

る精度管理等の支援を行います。 

 ○ 県は、市町村で妊娠・出産・産後までの一連の支援が行えるよう、妊産婦健康診査

や産後ケア等について、母子保健情報のデジタル化と利活用も踏まえた広域的な調整

を行います。 

 ○ 県は、市町村の保健師等の母子保健事業従事者に対して研修を実施し、相談支援等

のスキルの向上に寄与します。 

 

（２）不妊症・不育症への支援 

○ 体外受精等の生殖補助医療は、令和４年度から健康保険の適用となり、患者は３割

の自己負担で治療を受けられるようになりました。しかし、一部の治療方法は先進医

療として、全額患者負担となっており、県民が不妊治療を一定の負担で受けられるよ

う、健康保険の適用範囲等について適切に見直し等を行うよう国に働きかけます。 

○ 不妊症・不育症の治療について、現在の自身の治療の必要性や、今後の治療等につ

いて悩む人を対象に「不妊・不育専門相談センター」を設置し、専門の医師、臨床心

理士、助産師による専門相談を継続して実施していきます。 
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（３）性と健康の相談センター等での相談支援・普及啓発 

○ 県は、不妊症・不育症、予期せぬ妊娠、低出生体重児の出生要因の軽減のため、男

女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を促すプレコンセプショ

ンケア（※11）の推進を図ります。保健福祉事務所等に設置する性と健康の相談セン

ター（※12）でのライフステージに応じた健康教育・健康相談や、Web サイト「丘の

上のお医者さん」等での普及啓発を行います。 

 ○ 県は、不妊症・不育症に関しては「不妊・不育専門相談センター（後述）」、予期せ

ぬ妊娠等に関しては「妊娠 SOSかながわ」等の専門相談の窓口を設置し、継続的な支

援が必要な場合には関係機関と連携した支援を行える様に体制整備を行います。 

 

（４）医療的ケア児等の長期療養児・低出生体重児への支援の充実 

 ○ 県は、居住する地域にかかわらず、等しく適切な医療・保健・福祉サービスを受け

られるよう体制整備を行うとともに、長期療養児とその保護者に対して保健福祉事務

所等で相談支援や自立支援、ピアサポート（※13）を行います。 

 ○ 県は、医療的ケア児やその家族等、継続した支援が必要な場合には、かながわ医療

的ケア児支援センターを中核として、保育や教育、医療的ケア児等コーディネーター

（※14）等の関係機関と連携し体制整備を進めます。 

○ 県は、市町村の低出生体重児の支援で活用できるツールとして、かながわリトルベ 

ビーハンドブック（※15）を作成し、市町村が担う保健師等による母子保健の取組と 

連携し、低出生体重児の保護者等への支援の促進を図ります。 

 

（５）乳幼児の障がいの発生予防のための検査体制の整備 

 ○ 県は、先天性代謝異常等を発見し、適切な治療に繋ぐため新生児マススクリーニン

グ検査（※16）を実施します。また、新生児聴覚スクリーニング検査（※17）、屈折検

査機器（※18）による視覚検査等の市町村の実施状況を確認し、受検率の向上やフォ

ローアップの推進を図ります。 

○ 県は、市町村が実施している乳幼児健康診査の精度管理や精密検査受診者・未受診

者のフォローアップが適切に行われているか市町村の状況を確認し、必要に応じて体

制整備や事業評価による支援を行います。 

 

（６）妊産婦及び乳幼児における口腔の健康管理 

 ○ 県や各市町村は、妊婦を対象とした歯科検診と歯科保健指導を行うことによりセル

フケア技術や知識の普及を図ります。 

 ○ 保護者が乳幼児の歯と口の健康管理ができるように歯みがき等の歯科保健指導や口

腔機能発達に関する情報提供等を行います。 

 

（７）児童虐待予防に係る体制整備 

 ○ 県は、市町村が関係機関と連携し、妊娠期から児童虐待予防の観点も踏まえた適切

な支援が行えるように、連絡票の活用等による連携を推進します。 

 ○ 県は、市町村、医療機関等に対して研修を実施し、相談支援等のスキルの向上や関

係機関との連携を図ります。 
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■用語解説 

※１ 子育て世代包括支援センター 

 母子保健法に基づき市町村が設置するもので、保健師等の専門職が妊娠・出産・育児に関する様々な

相談に対応し、必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療福祉の関係機関との連絡調整を行うな

ど、妊娠時から出産・子育てまでの切れ目のない支援を一体的に提供しています。令和 6 年度以降に、

児童福祉法に基づき虐待や貧困などの問題を抱えた家庭に対応する「子ども家庭総合支援拠点」と一体

化したこども家庭センターが設置される予定です。 

※２ 産後うつ病 

 産後数週から 1年以内に発症し、気分の落ち込み、憂うつな気持ち、日々の生活で興味が減退したり、

楽しめない感じを主症状に発症したうつ病のことです。公益社団法人日本産婦人科医会によると、発症

率は約 10％とされています。 

※３ 不妊症 

 妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないものを

いいます。公益社団法人日本産科婦人科学会では、この「一定期間」について「1 年というのが一般的

である」と定義しています。 

※４ 不育症 

 妊娠はするけれども、流産、死産や早期新生児死亡などを繰り返し、結果的に子どもをもてない状態

をいいます。 

※５ 飛び込み出産 

 妊娠しているにもかかわらず、産科医療機関や助産所への定期受診を行わず、かかりつけ医を持たな

い妊婦が、産気づいたときに初めて医療機関に受診し出産する事をいいます。 

※６ 墜落出産 

 陣痛や破水後に急速に分娩が進行し、自宅や外で出産に至ってしまうことをいいます。 

※７ 婦人科症状 

 妊娠・出産や生理（月経）に関する症状や、更年期障害のようなホルモンバランスが原因となってお

こる症状、たとえば骨粗鬆症、頭痛、肩こり、めまい、のぼせ、手足の冷えなど、さまざまな女性特有

の症状のことをいいます。 

※８ 医療的ケア児 

 気管切開部の管理、人工呼吸器の管理、たんの吸引、在宅酸素療法、経管栄養、中心中脈栄養などの

医療的ケアが日常的に必要な障がい児のことをいいます。 

※９ 小児慢性特定疾病児 

 小児慢性特定疾病にかかっている児のことをいいます。小児慢性特定疾病は、児童期に発症する疾病

で、①慢性に経過する、②生命を長期にわたって脅かす、③症状や治療が長期にわたって生活の質を低

下させる、④長期にわたって高額な医療費の負担が続く、の 4要件を満たすもので、厚生労働大臣が定

める疾病です。医療費の自己負担分の一部が助成されます。 

※10 低出生体重児 

 出生体重が 2,500g未満で出生した児のことをいいます。 

※11 プレコンセプションケア 

 プレ（pre）は「〜の前の」、コンセプション（conception）は「受精・懐妊」で、プレコンセプショ

ンケアは「妊娠前の健康管理」を意味します。つまり、プレコンセプションケアとは、若い世代（女性

と夫・パートナー）のためのヘルスケアであり、現在のからだの状態を把握し、将来の妊娠やからだの

変化に備えて、自分たちの健康に向き合うことです。 

※12  性と健康の相談センター 

 プレコンセプションケアを含め、男女問わず性や生殖に関する健康支援を総合的に推進し、ライフス

テージに応じた切れ目のない健康支援を実施するセンターであり、性や妊娠に関する健康相談、健康教

育、普及啓発等を行っています。 

※13 ピアサポート 

 病気や障がいなど、同じ苦しみや生きづらさを抱える当事者や経験者が互いを支え合う活動のことを

いいます。 
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※14 医療的ケア児等コーディネーター 

医療的ケア児や重症心身障がい児等が、地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に対す

る支援を総合的に調整する者のことをいいます。 

※15 かながわリトルベビーハンドブック 

 神奈川県にお住まいの低出生体重のお子さんとご家族のための子育て手帳です。生まれた時から概ね

6 歳までの成長や医療の記録ができるようになっています。 

※16 新生児マススクリーニング検査（先天性代謝異常等検査） 

 フェニルケトン尿症などの先天性代謝異常の病気を発見するための検査で、出産した医療機関等で、

退院までの間に赤ちゃんの足の裏から血液をとって調べます。 

※17 新生児聴覚スクリーニング検査 

 生まれて間もない赤ちゃんを対象とした「耳の聞こえ」の検査です。出産した医療機関等で、退院ま

での間に検査を受けることが一般的です。 

※18 屈折検査機器 

 近視・遠視・乱視などの屈折異常や屈折の左右差、瞳孔不動、斜視などを発見することができる機器

のことをいいます。こどもの視力が発達する時期は 3～5 歳がピークで、この時期に屈折異常や斜視な

どの問題を早期に発見し、適切な治療をするため乳幼児健診での導入が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

・厚生労働省が定めた 338疾患を対象に指定難病患者に対する医療費の給付を行っており、県内の受給者
数は現在６万人を超えており、今後も受給者数の増加が見込まれています。 

 
 
・難病患者の状況や必要とする支援も多様であるため、関係各機関との連携強化、相談支援体制の充実が
課題です。 

 

第５節 難病対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

（１）現状 

○ 原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、原因究明や治療  

方法の解明等を目的として、厚生労働省が定めた 338疾患を対象に、医療費の給付を 

行っており、県内の受給者は令和５年３月末現在、６万人を超えています。 

○ 難病は、長期の療養を必要とするものですが、疾病の適切な管理を継続すれば日常

生活や学業・職業生活が可能であるものもあり、患者の状況や必要な状況が多様です。 

○ 県では、医療費の給付の他、在宅の難病患者の受入れ病床を確保し、在宅で療養す 

る患者を介護する家族の負担軽減を図るレスパイト事業や、在宅難病患者及び家族の 

支援体制の構築と患者の生活の質の向上を図るため、地域における訪問相談事業や医 

療相談事業等を実施しています。また、患者を多方面から支援するため、各地域に「難 

病対策地域協議会」を設置することにより、医療、福祉、教育、労働等の各機関との 

情報共有や、連携を図っています。 

 

（２）課題 

○ 難病の多様性、希少性のため、患者はもとより医療従事者であっても、どの医療機  

関を受診（紹介）すれば早期に正しい判断をつけられるかがわかりづらく、医療機関 

の全国的な連携、医療提供体制の整備が必要です。 

○ 患者の状況や、必要とする支援も多様であるため、関係各機関との連携強化、相談 

支援体制の充実が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）医療提供体制、相談支援体制の整備（県、関係機関） 

 ○ 既存の難病治療研究センターを中心とする相談支援体制を再構築した医療提供体制

の整備を図り、地域における受入医療機関と専門機関との連携、情報共有を進め、安

定した療養生活の確保につなげます。 

○ 医療提供体制の整備と併せて「かながわ難病相談・支援センター」の役割を明確化

し、医療機関だけでなく、関係機関全体の連携が円滑に行われるような体制を整備し

ます。 

○ 難病について、早期の診断、地域での適切な診療を行うために、神奈川県難病医療連

携拠点病院及び神奈川県難病医療支援病院を指定するとともに、かながわ難病情報連

携センターを設置し、難病医療提供状況に関する情報を集約し、県内の医療提供ネッ

【現状】 

【課題】 
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トワーク構築につなげます。 

 

（２）患者に対する支援の実施（県、関係機関） 

 ○ 引き続き、医療費の給付の他、在宅の難病患者の受入れ病床を確保し、在宅で療養

する患者を介護する家族の負担軽減を図るレスパイト事業や、在宅難病患者及び家族

の支援体制の構築と患者の生活の質の向上を図るため、地域における訪問相談事業や

医療相談事業等を実施します。また、患者を多方面から支援するため、各地域に設置

された「難病対策地域協議会」により、医療、福祉、教育、労働等の各機関との情報

共有や、連携を図ります。 
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第６節 地域リハビリテーション 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域リハビリテーションとは 

  ○ 子どもや成人・高齢者とその家族が、可能な限り住み慣れた地域で、一生安全に、

その人らしく生き生きとした生活ができるよう、保健・医療・福祉・介護及び地域住

民を含め生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協

力し合って行う活動のすべてをいいます。 

○ 地域リハビリテーションの体制整備にあたっては、一人ひとりのライフステージに

沿った支援を推進することが求められています。 

 

（２）地域リハビリテーションを必要とされる県民の状況 

 ○ 国立社会保障・人口問題研究所による人口推計によると、県の高齢者人口は、令和

22（2040）年度に 286.7 万人でピークを迎え、総人口の 33.6％に達することが見込ま

れています。とりわけ、85歳以上の高齢者の増加傾向は著しく、令和 22（2040）年度

には、平成 27年度の約 2.6倍に達することが見込まれています。 

○ 県障害福祉課「統計調査」によると県の要支援・要介護認定者数は、高齢者人口の 

増加に伴い増加傾向にあり、今後も、さらに増加することが想定されます。 

○ 県の身体障害者手帳交付者は、令和４年度末時点で 263,998人、知的障害児者把握 

数は 84,406人、精神保健福祉手帳交付者数は 107,828人で、合計 456,232人です。  

  

（３）県内における地域リハビリテーションの体制 

 ○ 県内のリハビリテーション科を標榜する病院は、概ね増加傾向でありますが、令和

３年の時点で、人口 10万人当たりの病院数は、全国平均を下回っています。 

【現状・課題】 
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○ 県のリハビリテーション科に従事する医師数、病院に従事する理学療法士数、作業

療法士数、言語聴覚士数は、概ね増加しておりますが、人口 10万人当たりの数は、令

和２年時点で全国平均を下回っています。 

○ 県の介護サービス施設・事業所に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士数

は、平成 29年から令和３年までで概ね増加しています。 

○ 県の介護保険におけるリハビリテーションサービスを提供する事業所数は、平成 30

年から令和５年まででほぼ横ばいで推移しています。 

○ 県のリハビリテーションに関連する障害福祉サービス等の利用数について、平成 29

年から令和４年まででは、自立訓練（生活訓練）は概ね増加傾向にあり、自立訓練（機

能訓練）は減少傾向にあります。また、就労移行支援及び就労継続支援Ａ型は、緩やか

に増加していますが、就労継続支援Ｂ型はほぼ横ばいで推移しています。 

○ 県の福祉施設利用者の一般就労への移行実績は、平成 29年から令和２年までは緩や

かに増加、令和３年から令和４年にかけては著しく増加しています。 

 
図表４-６-１                                 図表４-６-２ 
リハビリテーション科を標榜する病院数推移             リハビリテーション科を標榜する病院数（R3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４-６-３                              図表４-６-４ 
リハビリテーション科に従事する医師数             病院従事理学療法士、作業療法士、言語聴覚士数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リハビリテーション科を標榜する病院 

県 227（2.4） 

全国 5,642（4.5） 

（単位：箇所） （単位：箇所） 

（）は人口 10 万人対の施設数 

（出典）厚生労働省「医療施設調査」 

（単位：人） （単位：人） 

         （出典）厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」            （出典）厚生労働省「医療施設調査 病院報告」 
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図表４-６-５ 医療施設におけるリハビリテーションに係る従事者 

 

 リハビリテーション科

に従事する医師（R2） 
理学療法士（R2） 作業療法士（R2） 言語聴覚士（R2） 

県 183（2.0） 4,150（44.9） 2,230（24.1） 785（8.5） 

全国 2,903（2.3） 84,459（67.0） 47,854（37.9） 16,799（13.3） 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４-６-８                     
自立訓練（機能訓練、生活訓練）の月間利用状況     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 

厚生労働省「医療施設調査 病院報告」 

（単位：人） 

（ ）は人口 10 万人対の従事者数 

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

（単位：箇所） 

（出典）県高齢福祉課調べ 

 

（単位：人） （単位：人） 

（出典）県障害福祉課調べ 

（単位：人） 

図表４-６-６ 
介護サービス施設・事業所に従事する     
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士数 

図表４-６-７ 
介護保険におけるリハビリテーションサービスを提
供する事業所の数 

 

図表４-６-９ 
就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）の月間利
用状況 
 

 

（出典）県障害福祉課調べ 
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図表４-６-10 
 福祉施設利用者の一般就労への年間移行実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域リハビリテーションにおける課題 

ア 介護予防事業の推進 

○ 高齢者が健康で生き生きした生活を送ることができるよう、生活機能の低下が疑 

われる状態になった場合、早期に状態の改善や重度化防止を図っていくことが重要 

です。 

○ 高齢になっても元気で生き生きと暮らせるように介護予防の取組を機能強化する 

ため、市町村が行う一般介護予防事業の地域リハビリテーション活動支援事業を推 

進することが必要です。 

イ 医療のリハビリテーション体制整備 

○ 急性期・回復期のリハビリテーションを担う一般医療機関や専門医療機関等の整 

備は進んでいますが、回復期病床の数は不足しており、今後、在宅復帰に向けた医 

療やリハビリテーションを必要とする患者の増加が見込まれ、更なる病床の不足が 

想定されることから、 地域リハビリテーションを推進するには、より一層の体制整 

備が必要です。 

ウ 保健・医療・福祉の連携 

○ 県民が地域で安定した生活を送るため、かかりつけ医や訪問看護・訪問リハビリ 

テーション・訪問介護・通所リハビリテーション・通所介護等の居宅サービス事業 

所、居宅介護支援事業所、障がい者相談支援事業所など、保健・医療・福祉の連携を 

強化し、心身の状態に即した適切な支援を切れ目なく行える地域づくりが必要です。 

エ リハビリテーションに係る人材の養成・確保 

○ 資質の向上及び人材の確保・定着を図る必要があります。 

○ リハビリテーション従事者が地域リハビリテーションを必要としている方やそれ 

らの関係者に適切にリハビリテーションを提供できるようにするには、リハビリテ 

ーション技術の向上が必要です。 

○ サービス等利用計画を、すべての障害福祉サービスを利用する障がい者等に作成 

する必要があるため、障がい者のケアマネジメントを担う相談支援人材の確保が必 

要です。 

 

（単位：人） 

（出典）県障害福祉課調べ 
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２ 施策の方向性 

（１）介護予防事業の推進（県、市町村） 

○ 地域住民が、特に高齢者が健康でいきいきとした生活を送ることができるよう、生 

活機能の低下が疑われる状態になった場合、早期に状態の改善や重度化の予防を図っ 

ていくことが重要であるため、市町村及び県は、要支援者や要支援・要介護状態にな 

るおそれのある人に対して、介護予防の取組を進めます。 

○ 市町村及び県は、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民が主体と

なって行う介護予防活動や地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテ

ーション専門職、その他関係職種を活かした自立支援に資する取組を推進します。 

  ○ 地域リハビリテーション活動支援事業の専門職の関わりについての実態をふまえ、

今後の地域リハビリテーションを効果的に推進する市町村支援策を検討します。 
 

（２）医療のリハビリテーション体制整備（県、市町村、医療機関・医療関係者） 

○ 県、市町村及び医療機関・医療関係者は、保健医療圏ごとに重層的なリハビリテー 

ション体制整備を進めるとともに、それぞれの役割を踏まえた病院と病院の連携、あ 

るいは病院と診療所の連携を推進します。 

一次保健医療圏：かかりつけ医を中心としたリハビリテーション体制の整備 

二次保健医療圏：一般医療機関で発症直後からのリハビリテーションが実施できる 

体制とともに、さらに患者の状態に応じて、その地域が存在する 

病院等が連携してリハビリテーションを遅延なく適切に実施でき 

る体制の整備 

三次保健医療圏：二次保健医療圏で対応できない特殊・高機能なリハビリテーショ 

ンを受け持つ体制の整備 

○ 県は、医療資源を有効に活用していくため、病床機能の分化・連携が進むよう、回 

復期病床等の不足している病床への転換及び新規整備や、回復期病床への転換等の準

備に伴い、必要となる人材確保の経費を支援します。 
 

（３）保健・医療・福祉の連携（県、市町村、医療機関・医療関係者、介護・福祉関係者） 

○ 県、市町村、医療機関・医療関係者及び介護・福祉関係者は、「神奈川県地域リハビ 

リテーション連携指針」に基づき、「神奈川県在宅医療推進協議会リハビリテーション 

部会」において、保健・医療・福祉の連携を図り、地域においてそれぞれの状態に応 

じた適切なリハビリテーションサービスが円滑に提供されるように推進します。 
 

（４）リハビリテーションに係る人材の養成・確保（県） 

○ 県は、修学資金の貸付を通じて、理学療法士等の確保・定着を推進します。 

○ 県は、「神奈川県地域リハビリテーション連携指針」に基づき、指定した「神奈川県  

リハビリテーション支援センター」において、地域のリハビリテーションに関する情 

報の提供、専門相談、人材育成のための研修などを実施し、適切なリハビリテーショ 

ンの提供に向けた支援に取り組みます。 

○ 県は、人材育成に向けた研修を実施する団体等を支援します。 

○ 県は、サービス等利用計画の作成、支給決定後の見直しを担う相談支援人材の養成 

を推進します。 
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・国が算定した直近の医師偏在指標によると、本県は医師が多数でも少数でもない都道府県に該当する 
が、二次医療圏別では、県西医療圏が医師少数区域に該当し、県央及び湘南東部医療圏が、医師多数で 
も少数でもない区域に該当します。 

・一方、８次計画期間及びそれ以降も、医療需要は増加することが見込まれています。 

 

 

・引き続き県内の医師の確保に努めることはもとより、上記のような医師の地域偏在や診療科偏在の是正
を図ることが課題です。 

・特に、地域偏在に対する効果的な対策については、７次計画期間の最終年度において検討中であるため、
８次計画期間の早い段階で実現する必要があります。 

 

第５章 医療従事者の確保・養成 

第１節 医師 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

（１）医師数の現状と課題 

ア 県全体医師数 

  ○ 厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師統計」によると、県の令和２年 12月末時点の

医療施設従事は 20,596 人（全国３位）で、増加傾向にありますが、人口 10 万人当

たりでは全国の 256.6 人に対して 223.0人（全国 39位）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）医師数：厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師統計」 

人口  ：総務省「人口推計」「国勢調査」      

 

 

 

 

【現状】 

【課題】 
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  ○ 二次医療圏別の人口 10万人当たり医師数を見ると、川崎南部及び湘南西部以外は

全国値を下回っています。（令和２年 12月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）医師数：厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師統計」 

人口  ：総務省「人口推計」「国勢調査」      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）医師数：厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師統計」 

人口  ：総務省「人口推計」「国勢調査」      
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 イ 医師偏在指標 

  ○ 医師偏在指標（※１）は、厚生労働省が、全国ベースで医師の多寡を統一的、客

観的に比較、評価する指標として、人口 10 万人対医師数を基に次の「５要素」を考

慮して定めたもので、全国の三次医療圏及び二次医療圏ごとの医師の多寡を比較す

る「ものさし」となるものです。（※算定式は後述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ ただし、医師偏在指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手

できるデータの限界などにより、指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を

表しうる要素を盛り込めているものではありません。そのため、医師偏在指標の活

用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的

な偏在の状況を表すものであるという性質を十分に理解した上で、数値を絶対的な

基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に留意する必要

があります。 

 

ウ 医師偏在指標に基づく区域の設定 

  ○ 厚生労働省は、医師偏在指標を用いて、都道府県の上位 33.3％を医師多数都道府

県、下位 33.3％を医師少数都道府県に区分しています。 

  ○ 同様に、全国 335 ある二次医療圏の上位 33.3％が医師多数区域、下位 33.3%が医

師少数区域に区分されました。各都道府県は、この区分により医師少数区域及び医

師多数区域を設定することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【５要素】 

医療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化 

患者の流出入等 

へき地等の地理的条件 

医師の性別・年齢分布 

医師偏在の種別（区域、診療科、入院／外来） 
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エ 県の医師偏在指標 

  ○ 県の医師偏在指標は 247.5で、全国値の 255.6を下回っており、47都道府県中の

順位は 23位（医師多数でも少数でもない都道府県）です。 

  ○ 二次医療圏ごとの医師偏在指標を見ると、川崎南部、川崎北部及び横浜医療圏が

全国値を上回っていますが、それ以外の二次医療圏は下回っています。 

  ○ 医師偏在指標に基づく区域設定は、次のとおりとなっており、地域偏在を是正し

ていく必要があります。 

 ・ 医師多数区域：川崎南部、川崎北部、横浜、湘南西部、横須賀・三浦、相模原 

 ・ 医師多数でも少数でもない区域：湘南東部、県央 

 ・ 医師少数区域：県西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「医師偏在指標作成支援データ集」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域名
医師偏在

指標
全国順位

(1～335位)
区域 圏域名

医師偏在
指標

全国順位
(1～335位)

区域

川崎南部 347.3 16 医師多数 川崎南部 311.3 28 医師多数

川崎北部 285.3 49 医師多数 川崎北部 270.9 50 医師多数

横浜 260.8 66 医師多数 横浜 246.0 63 医師多数

（全国） 255.6 ー （全国） 239.8 ー

（神奈川県） 247.5 (23位／47) (中間) （神奈川県） 230.9 (26位／47) (中間)

湘南西部 238.1 84 医師多数 相模原 225.0 78 医師多数

横須賀・三浦 235.0 87 医師多数 横須賀・三浦 217.5 83 医師多数

相模原 217.7 111 医師多数 湘南西部 212.0 90 医師多数

湘南東部 202.4 150 中間 湘南東部 176.9 171 中間

県央 187.4 198 中間 県央 165.1 212 中間

県西 177.1 227 医師少数 県西 164.8 214 中間

(参考）令和２年確定値県の二次医療圏別　医師偏在指標（令和５年暫定値）

県の二次医療圏別 医師偏在指標（令和５年暫定値） 
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             （参考）病院医師・診療所医師偏在指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「医師偏在指標作成支援データ集」 

 

オ 医師少数スポット 

  ○ 厚生労働省の医師確保計画策定ガイドラインによると、医師確保計画では医師の

確保方針を二次医療圏ごとに作成しますが、局所的に医師が少ない地域がある場合

は「医師少数スポット」の設定ができます。 

  ○ 医師少数スポットの設定においては、「無医地区・準無医地区」のいわゆるへき地

であっても、既に巡回診療の取組が行われているかどうか、また、他の地域の医療

機関へのアクセスが制限されているかどうか等を考慮することとされています 。 

  ○ 神奈川県は、県内にはへき地がないこと等から医師少数スポットを設定しないこ

ととしています。 

 

カ 分娩取扱医師偏在指標（※２）・小児科医師偏在指標（※３） 

  ○ 医師確保計画策定ガイドラインでは、産科・小児科については、 政策医療の観点、

医師の長時間労働となる傾向、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことか

ら、産科・小児科における医師偏在指標を示し、産科・小児科における地域偏在対

策に関する検討を行うこととされています。 

  ○ ただし、当該指標は、診療科間の医師偏在を是正するものではないこと、また、

偏在指標の値が大きい医療圏においても、実態としては医師が多施設に分散して一

施設毎の医師数が少ない場合もあること等に留意する必要があります。 

  ○ 産科・小児科については、都道府県（３次医療圏）ごと及び２次医療圏ごとの医

師偏在指標の値を全国で比較し、医師偏在指標が下位 33.3％に該当する場合に、相

対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域と設定することとされています。 

  ○ なお、産科医師又は小児科医師が相対的に少なくない医療圏等においても、産科

医師又は小児科医師が不足している可能性があることに加え、これまでに医療圏を

越えた地域間の連携が進められてきた状況に鑑み、仮に産科医師又は小児科医師が

多いと認められる医療圏を設定すると、当該医療圏は産科医師又は小児科医師の追

加的な確保ができない医療圏であるとの誤解を招くおそれがあるため、産科・小児

科においては医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこととされています。 

 

 

圏域名
病院医師
偏在指標

全国順位
(1～335位)

圏域名
診療所医師
偏在指標

全国順位
(1～335位)

川崎南部 254.7 17 川崎南部 99.9 15

川崎北部 194.9 53 横浜 92.1 30

（全国） 175.9 ー 川崎北部 90.7 34

横浜 168.7 81 横須賀・三浦 86.4 47

湘南西部 166.2 85 湘南東部 86.3 48

相模原 154.3 99 （全国） 79.7 ー

横須賀・三浦 148.5 119 湘南西部 69.5 144

県央 121.9 206 県央 65.7 172

湘南東部 115.4 231 県西 64.7 181

県西 112.4 240 相模原 59.5 223
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キ 県の分娩取扱医師・小児科医師偏在指標 

  ○ 県の分娩取扱医師偏在指標は 10.9であり、県は相対的医師少数都道府県ではあり

ません（全国 13 位）。 

  ○ また、県内の周産期医療圏も相対的医師少数区域には該当していませんが、医療

圏間の偏在は認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「分娩取扱医師偏在指標作成支援データ集」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 県の小児科医師偏在指標は 106.1であり、県は相対的医師少数都道府県に該当し 

ている（全国 35 位）ことから、県の小児科医は不足していると認められます。 

  ○ また、県内の相対的医師少数区域には、横浜西部及び厚木小児医療圏が該当して

おり、医療圏間に少なからず偏在が認められます。 

（参考）産科医師偏在指標（令和２年確定値）

圏域名
分娩取扱医師

偏在指標
全国順位

(1～284位)
相対的医師
少数区域※

圏域名
産科医師
偏在指標

全国順位
(1～284位)

相対的医師
少数区域※

川崎 11.6 77 横浜 15.9 46

横浜 11.4 80 川崎 14.2 72

（神奈川県） 10.9 （13位／47） （神奈川県） 13.8 （10位／47）

（全国） 10.6 ー ー 三浦半島 13.3 87

西湘 11.0 92 （全国） 12.8 ー ー

湘南 10.1 106 西湘 11.7 118

県央北相 10.0 107 県央北相 10.6 144

三浦半島 7.8 177 湘南 10.0 159

※相対的医師少数区域（＝全国下位順位1/3の周産期医療圏）を「少」と記載、その他の区域は空欄

県の周産期医療圏別　分娩取扱医師偏在指標
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年暫定値）

県の周産期医療圏別 分娩医師取扱医師偏在指標（令和５年暫定値） 
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  ○ ただし、医師確保計画策定ガイドラインでは、相対的医師少数都道府県・相対的

医師少数区域については、画一的に医師の確保を図るべき医療圏と考えるのではな

く、当該医療圏内において産科医師又は小児科医師が少ないことを踏まえ、周産期

医療又は小児医療の提供体制の整備について特に配慮が必要な医療圏として考える

ものとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「小児科医師偏在指標作成支援データ集」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の小児医療圏別　小児科医師偏在指標（令和５年暫定値） （参考）小児科医師偏在指標（令和２年確定値）

圏域名
小児科医師
偏在指標

全国順位
(1～307位)

相対的医師
少数区域※

圏域名
小児科医師
偏在指標

全国順位
(1～307位)

相対的医師
少数区域※

鎌倉 138.2 43 横浜南部 141.2 23

横浜南部 136.4 50 秦野・伊勢原 110.6 96

（全国） 115.1 ー ー 相模原 106.4 114

川崎南部 113.0 123 （全国） 106.2 ー ー

秦野・伊勢原 110.3 133 西湘 102.7 128

川崎北部 108.9 141 川崎北部 98.9 145

西湘 107.2 150 （神奈川県） 97.6 （33位／47） （少）

（神奈川県） 106.1 （35位／47） （少） 三浦半島 95.2 167

三浦半島 105.9 156 東湘 90.2 186

平塚・中郡 105.8 158 横浜西部 88.4 192

相模原 105.7 159 横浜北部 87.0 198

横浜北部 98.7 179 県央 86.7 200

東湘 95.9 190 川崎南部 85.6 205

県央 92.3 205 厚木 80.4 229 少

横浜西部 90.9 214 少 鎌倉 75.2 241 少

厚木 82.3 248 少 平塚・中郡 50.8 299 少

※相対的医師少数区域（＝全国下位順位1/3の小児医療圏）を「少」と記載、その他の区域は空欄

県の小児医療圏別 小児科医師偏在指標（令和５年暫定値） 
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ク 医師の働き方改革について 

  ○ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）に基づく診療に従事する医師に対する時間

外 ・休日労働時間の上限規制が、令和６年４月から適用されます。 

  ○ そのため、各医療機関において、医師のタスクシフト・シェアの推進、ICTの導入

による業務の合理化のほか、出産・育児、家族の介護等の様々なライフステージに

おいて医師が離職せず、安心して働き続けることができる環境の整備、といった取

組が求められています。 

  ○ 県としては、そうした個別の医療機関の取組を支援していくとともに、県全体の

地域医療提供体制の確保のために、限られた医療資源の効果的・効率的な配置を進

めていく必要があるため、医師の働き方改革に関する取組状況と、地域医療構想と

の整合性に留意しつつ、勤務環境改善策や医師確保対策を講じていくことが重要で

す。 

  ○ さらに、医師の負担軽減を進めるには、医療の上手なかかり方について、県民や

患者に対する意識啓発を行っていくことも重要です。 

 

【参考】その他県の医師数の状況 
（出典）医師数：厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師統計」 

人口 ：総務省「人口推計」「国勢調査」      
 

  ○ 診療科別医師数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 産科・小児科の人口当たり医師数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川 全国 神奈川 全国

数値 数値 数値 数値

総数 20,596 223.0 256.6 脳神経外科 440 4.8 5.8

内科 4,541 49.2 59.7 整形外科 1,455 15.8 17.9

外科 1,485 16.1 22.2 形成外科 235 2.5 2.4

産科･産婦人科 794 41.4 46.7 眼科 902 9.8 10.8

小児科 1,187 109.3 119.7 耳鼻咽喉科 648 7.0 7.6

麻酔科 698 7.6 8.1 リハビリテーション科 183 2.0 2.3

救急科 328 3.6 3.1 放射線科 430 4.7 5.6

皮膚科 710 7.7 7.8 病理診断科 125 1.4 1.7

精神科 1,079 11.7 13.1 臨床検査科 41 0.4 0.5

泌尿器科 486 5.3 6.1

区分
令和２年

12月医師数

人口10万人対医師数(R2)

区分
令和２年

12月医師数

人口10万人対医師数(R2)
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  ○ 年齢階級別医師数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 女性医師数 
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（２）医師の養成・育成の現状と課題 

ア 県内医学部の定員 

  ○ 県には４つの大学（横浜市立大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学及び北里大

学）に医学部が設置されており、令和４年度入学定員は合計で 443 人となっていま

す。 

イ 臨床研修医 

  ○ 県では、60施設（令和４年４月１日現在）が臨床研修病院に指定されており、令

和４年度の総定員は 659 人で、採用された研修医数は 630 人となっています（マッ

チング率 95.6％）。 

            初期臨床研修医の採用実績の推移（単位：人） 

研修開始年度 平成 30 
令和元 

(平成 31) 
令和２ 令和３ 令和４ 

全
国 

定員 11,014 11,253 11,109 11,007 10,904 

採用 8,996 8,986 8,869 9,023 9,165 

採用率 81.7％ 79.9％ 79.8％ 82.0％ 84.1％ 

神
奈
川
県 

定員 683 715 695 662 659 

採用 629 633 652 642 630 

採用率 92.1％ 88.5％ 93.8％ 97.0％ 95.6% 

                    （出典）定員数：厚生労働省 医師臨床研修マッチング結果の報道発表資料 

                                     （医師臨床研修マッチング協議会提供） 

                        採用数：厚生労働省 医政局医事課調べ             

 

ウ 専攻医（専門研修） 

  ○ 県では、62施設が令和４年度の専門研修プログラムの承認を一般社団法人日本専

門医機構から受けており、令和４年度に採用された専攻医数は 639 人となっていま

す。 
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                専攻医の採用実績の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）一般社団法人日本専門医機構による専攻医の採用実績に関する報道発表資料 

 

エ 地域枠医師 

  ○ 地域枠は、卒業後、県内での初期臨床研修及び医師の確保を特に図るべき区域や

診療領域における従事義務を課すもので、県が二次医療圏間や診療科間の偏在対策

として設けているものです。 

  ○ 県の医学部定員の増員を伴う地域枠は、臨時定員増の「地域枠（指定診療科枠）」

と恒久定員増の「地域医療枠」（横浜市立大学のみ）の２つがあります。 

  ○ 令和４年度の地域枠定員は４大学 20 名、地域医療枠定員は 25 名で、これまでに

265名が入学しています。 

         県内医学部の入学定員及び神奈川県地域枠定員の推移（単位：人） 

年度 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和 4 

全国 9,262  9,420  9,419  9,420  9,330 9,357 9,374 

神奈川県 442  442  442  442  442  441  443  

 
内

数 

地域枠 

臨時定員増 
20 20 20 20 20 20 20 

地域医療枠 25  25  25  25  25  25 25 

他県地域枠 7 7 7 7 7 7 7 

（出典）全国定員：文部科学省医学教育課調べ 

 

  ○ 令和５年４月時点の地域枠の指定診療科は、医師が不足している８診療科（産科、

小児科、麻酔科、外科、内科、救急科、総合診療科及び脳神経外科）あり、同時点で

75名の専攻医又は専門医が、８診療科のいずれかに従事しています。 

  ○ 一方、地域枠医師が従事している地域については、具体的に「医師の確保を特に

図るべき区域」を設けていないことから、効果的に地域偏在の是正を図っていると

は認められない状況にあります。 

  ○ 県では、急激な高齢化等の影響により、地域医療に対するニーズが今後も増大す

ると見込まれているため、地域枠医師が果たす役割はさらに重要となることから、

長期的に地域枠医師を養成し、県内の医療機関に効果的に配置することにより、医

内科 小児科 皮膚科 精神科 外科
整形
外科

産婦人
科

眼科
耳鼻
咽喉科

泌尿器
科

令和3年度採用 2,977 546 303 551 904 623 475 329 217 312

令和4年度採用 2,915 551 326 571 846 644 517 343 256 310

令和3年度採用 215 38 14 45 53 49 24 19 8 16

令和4年度採用 196 38 15 45 42 39 34 19 11 19

脳神経
外科

放射線
科

麻酔科 病理
臨床
検査

救急科
形成
外科

リハビリ
テーション

科

総合
診療

総計

令和3年度採用 255 268 463 95 21 325 209 104 206 9,183

令和4年度採用 237 299 494 99 22 370 253 145 250 9,448

令和3年度採用 8 20 36 6 0 26 14 7 9 607

令和4年度採用 13 28 44 3 2 43 28 6 14 639

診療科

全国

神奈川県

診療科

全国

神奈川県
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師の地域偏在と診療科偏在の是正に取り組み、県への定着を図る必要があります。 

オ 自治医科大学卒業医師 

  ○ 自治医科大学は、医療に恵まれないへき地等における医療の確保向上及び地域住

民の福祉の増進を図るため、昭和 47年に全国 47都道府県が共同で設立した大学で、

入学定員は、各都道府県で２名から３名までとなっています。 

  ○ 県の自治医科大学卒業医師は、義務年限期間中に県の保健福祉事務所において公

衆衛生行政を担うとともに、県立煤ケ谷診療所、真鶴町国民健康保険診療所等の県

内の公立・公的医療機関に勤務し地域貢献を担っています。 

  ○ 県では、急激な高齢化等の影響により、地域医療に対するニーズは今後も増大す

ると見込まれているため、自治医科大学卒業医師が総合医として果たす役割はさら

に重要となることから、県内の医療機関に効果的に配置することにより、医師の地

域偏在の是正に取り組み、県への定着を図る必要があります。 

 カ 総合診療を担う医師 

  ○ 県では、急速な高齢化が進行しており、患者個人の複数疾患や生活上の課題を総

合的に診ることができる医師が求められていることから、地域において幅広い領域

の疾患等を総合的に診ることができる医師を確保することが重要です。 

 

（３）将来人口と医療需要の見通し 

ア 将来人口 

  ○ 2036 年に向けて、川崎南部及び川崎北部を除いた二次医療圏で、人口が減少する

と推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「医師偏在指標作成支援データ集」 
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  ○ 二次医療圏ごとの老年人口（65歳以上）の推移を示します。多くの医療圏で高齢

者の割合の増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「医師偏在指標作成支援データ集」 

 

イ 医療需要 

  ○ 2026 年及び 2036 年に向けて、医療需要は県全体では＿と見込まれ、二次医療圏

では＿と見込まれます。（把握予定時期未定） 

   （図表作成予定） 

  ○ 二次医療圏ごとの老年人口（65歳以上）の医療需要の推移を示します。現在より

高齢者の医療需要が占める割合が＿と見込まれます。（把握予定時期未定） 

（図表作成予定） 

 

２ 施策の方向性 

（１）医師確保の方針 

 ア 国ガイドラインの考え方 

  ○ 従来、地域ごとの医師数を比較する際には、一般的に人口 10 万人当たりの医師数

が用いられていましたが、地域ごとの医療ニーズや人口構成等が反映されていなか

ったため、厚生労働省が、全国ベースで医師数の多寡を統一的・客観的に比較・評

価するための指標として、医師偏在指標を算定しました。 

  ○ 医師確保計画策定ガイドラインによると、医師偏在指標により設定された区域ご

とに、医師確保の方針を定めることとなりますが、ガイドラインが示す医師確保の

方針と本県の状況は、次のとおりです。 
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類型 順位 都道府県 二次医療圏（区域） 

医師少数 下位 1/3 医師の増加を基本とする 
医師の増加を基本とする 

➡県西 

中間 中位 1/3 

都道府県内に医師少数区域が存

在する場合、必要に応じて医師

多数都道府県から医師の確保が

できる。 

➡神奈川県 

必要に応じて、医師多数区域の

水準に至るまでは、医師多数区

域からの医師の確保を行える。 

➡県央、湘南東部 

医師多数 上位 1/3 

・当該都道府県以外からの医師

の確保は行わないこととす

る。 

・なお、様々な形の医師の偏在

に対して適切な医療提供体制

を構築するために、医師確保

方針を決定することは可能。 

・他の二次医療圏からの医師の

確保は行わないこととする。 

・なお、様々な形の医師の偏在

に対して適切な医療提供体制

を構築するために 、医師確保

方針を決定することは可能。 

➡上記以外の二次医療圏 

 

イ 県の医師確保の方針 

  ○ 短期的には、３年ごとに更新される医師偏在指標を踏まえて方針を定め、長期的

には、国が定める 2036年を目標年として、医師確保対策を実施します。 

  ○ 本県は、中間県に該当し、県内に医師少数区域が１区域（県西）あることから、

必要に応じて医師多数都道府県からの医師の確保ができます。 

  ○ 県内には医師多数区域も６区域ありますが、今後、急激な高齢化が進み医療需要

も増加することや、医師の働き方改革が及ぼす影響を過少に評価することは避ける

必要があることから、地域の医療提供体制を維持できるよう、長期的にも医師確保

対策を行う必要があります。 

  ○ また、県内には医師の診療科偏在が存在することから、神奈川県医療対策協議会 

の協議に基づき、指定診療科（産科、小児科、麻酔科、外科、内科、救急科、総合診

療科及び脳神経外科）を中心に、そうした偏在の是正に一層取り組みます。 

ウ 県内二次医療圏 

  ○ 県西 

   ・ 医師少数区域に該当するため、医師の増加を医師確保の方針の基本とします。 

   ・ 神奈川県医療対策協議会における協議結果に基づき、地域枠医師等を医師少数

区域に優先的に配置するなど、医師偏在対策に取り組みます。 

  ○ 湘南東部、県央 

   ・ 医師少数でも多数でもない区域に該当するため、必要に応じて、医師多数区域

の水準に至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行うことができます。 

   ・ 当該地域は、将来の医療需要の増加が見込まれていること、また、県内の２次

医療圏の医師偏在指標と比較すると相対的に低いことから、医師が充足している

とは言えない状況です。 

   ・ そのため、神奈川県医療対策協議会における協議結果に基づき、医師多数区域

の水準に至るまでは、地域枠医師等を医師少数区域に優先的に配置するなど、医

師偏在対策に取り組みます。 

 



46 

 

  ○ 川崎南部、川崎北部、横浜、湘南西部、横須賀・三浦、相模原 

   ・ 医師多数区域に該当するため、他の二次医療圏からの積極的な医師の確保は行

わず、域内の医療施設に従事する医師の定着を促進するとともに、医師の働き方

改革や医療提供体制の検討を踏まえた医師確保に取り組んでいきます。 

   ・ ただし、湘南西部、横須賀・三浦及び相模原医療圏は、全国及び県の医師偏在

指標を下回っていること、また、域内に大学病院等を有するために医師偏在指標

が高くなっていることから、域内の地域偏在対策に引き続き取り組みます。 

   ・ また、相模原医療圏については、中山間地域を有していること、医師多数区域

と中間区域のボーダーライン上にあること、及び診療所医師偏在指標が県内最下

位であることに留意します。 

 

（２）目標医師数 

ア 国ガイドラインの考え方 

  ○ ガイドラインが示す目標医師数の考え方と本県の状況は次のとおりです。 

 

類型 順位 都道府県 二次医療圏（区域） 

医師少数 下位 1/3 

・計画期間終了時の医師 

偏在指標が、計画期間 

開始時の全都道府県の 

医師偏在指標の下位 

33.3％相当に達するた 

めに必要な医師数とす 

る。 

・計画期間終了時の医師偏在指標が、

計画期間開始時の全二次医療圏の医

師偏在指標の下位 33.3％相当に達

するために必要な医師数とする。 

・ただし、計画期間開始時に既に下位

33.3％に相当する医師偏在指標に達

するために必要な医師数を達成して

いる場合は、原則として、目標医師

数は計画開始時の医師数を設定上限

数とする。 

中間 中位 1/3 

・目標医師数を既に達成

しているものとして取

り扱う。 

・自県の二次医療圏の目

標医師設定上限数の合

計が都道府県の計画開

始時の医師数を上回る

場合は、二次医療圏の

目標医師数の合計≦都

道府県の計画開始時の

医師数となるよう、二

次医療圏の目標医師数

を設定する。 

・原則として、計画開始時の医師数を

設定上限数とする 。 

・ただし、今後の医療需要の増加が見

込まれる地域では、厚生労働省が参

考として提示する「計画終了時に計

画開始時の医師偏在指標を維持する

ための医師数」を踏まえ、その数を

設定上限数とする。 医師多数 上位 1/3 

 

 イ 県全体 

  ○ 県全体としては、医師少数都道府県ではないことから、ガイドラインに基づき、

目標医師数を既に達成しているものとします。（ただし、県内の医師の配置状況は、

医師多数区域であっても診療科により医師が不足する地域が見られるため、県内の
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地域及び診療科の偏在対策に一層取り組みます。） 

ウ 県内二次医療圏 

  ○ 目標医師数の設定について、次のとおり用いる数値が国から示されています。 

 

                                   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「医師偏在指標作成支援データ集」 

 

○ 医師多数・中間区域は原則、計画開始時医師数が設定上限数となりますが、川崎 

北部、相模原は、（「計画開始時医師数」＜「2022年の医師偏在指標を維持するため 

の医師数」）であるため、後者が設定上限数となります。 

○ 医師少数区域は原則、計画期間開始時の医師偏在指標の下位 33.3％に達する目標 

医師数を設定することになりますが、県西は、（「計画開始時医師数」＞「下位 33.3％ 

に達するための目標医師数」）であるため、前者が設定上限数となります。 

○ しかしながら、（「県の計画開始時医師数(20,710人)」 ＜ 「各二次医療圏の目標 

医師数上限の合計(20,892人)」）となるため、各二次医療圏の目標医師数上限を県の 

計画開始時医師数に収まる範囲で設定しなければなりません。 

○ したがって、全ての医療圏で、計画開始時医師数を目標数とすることとします。 

 

                                   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域名
少数・多
数の分類

標準化医師数
（計画開始時

医師数）
（2022年）

下位33.3%に
達するための
目標医師数
（2026年）

2022年の医師
偏在指標を維持
するための医師
数（2026年）

神奈川県 中間 20,710 18,931 20,485

横浜 多数 8,851 6,039 8,778

川崎北部 多数 1,867 1,253 1,994

川崎南部 多数 1,791 905 1,752

横須賀・三浦 多数 1,678 1,177 1,542

湘南西部 多数 1,511 1,128 1,497

相模原 多数 1,711 1,446 1,755

湘南東部 中間 1,403 1,228 1,385

県央 中間 1,302 1,217 1,272

県西 少数 598 569 562

圏域名
少数・多数区域

の分類

目標医師数
(2026年)

①

医師数
(2020年)

②

差
①－②

横浜 多数 8,851 8,832 19

川崎北部 多数 1,867 1,915 ▲ 48

川崎南部 多数 1,791 1,765 26

横須賀・三浦 多数 1,678 1,663 15

湘南西部 多数 1,511 1,499 12

相模原 多数 1,711 1,672 39

湘南東部 中間 1,403 1,394 9

県央 中間 1,302 1,265 37

県西 少数 598 591 7
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（３）目標医師数を達成するための施策 

 ア 短期的な効果が期待される施策 

  ○ キャリア形成プログラム 

   ・ 「医師不足地域における医師の確保」と「医師不足地域に派遣される医師の能

力開発・向上の機会の確保」の両立を目的としたキャリア形成プログラムについ

て、県医療対策協議会等での議論も踏まえ、より効果的に地域偏在の是正を可能

とするプログラムとなるよう見直します。 

  ○ 地域枠医師、自治医科大学卒業医師等の派遣による偏在対策 

   ・ 県医療対策協議会において、主として派遣調整を行う対象となる「キャリア形 

成プログラムの適用を受ける地域枠医師」について、医師の確保を特に図るべき

区域へ優先して派遣することにより、必要な医師の確保並びに医師の地域偏在の

是正を図ります。 

   ・ 横浜市立大学の地域医療枠医師についても、県内の従事が要件になっているこ

とから、地域枠と同様のキャリア形成プログラムの適用対象とし、県医療対策協

議会における派遣調整の対象とすることを検討します。 

   ・ 自治医科大学卒業医師は、より地域医療への貢献、総合医としての活躍が期待

されているため、当該医師に適したキャリア形成プログラムを策定し、必要な医

師の確保並びに医師の地域偏在の是正を図ります。 

  ○ キャリアコーディネーター 

   ・ 地域枠医学生及び医師が、義務年限期間において、地域医療と専門医療の両面

のキャリア形成を図ることができるよう、県内４大学にもキャリアコーディネー

ターを配置し、キャリア形成支援を強化します。 

  ○ 初期臨床研修・専門研修 

   ・ 引き続き初期臨床研修医の確保を図るため、県内の臨床研修病院等と連携し、

医学生に向けた合同説明会の開催など、若手医師の県内定着に向けた取組を進め

ます。 

   ・ 県が臨床研修病院ごとに定める募集定員の配分方法について、医師の確保を特

に図るべき区域へ多く配分するルールを取り入れることにより、医師不足地域に

おける従事を促します。 

   ・ 専攻医は全体として増加傾向にありますが、県の医師不足診療科（産科（産婦

人科）、小児科、外科、麻酔科、内科、救急科、総合診療科及び脳神経外科の８診

療科）に専攻医数の少ない診療科があることから、初期臨床研修医等を対象に、

医師不足診療科の業務内容やその魅力、研修施設等の情報発信を行います。 

   ・ また、初期臨床研修医や医学部生を対象に、学会等関係団体や専門研修プログ

ラム基幹病院と連携し、合同説明会の開催など専攻医の確保に向けた取組を進め

ます。 

  ○ 地域医療支援センター 

   ・ 地域医療支援センターにおいて、県内の医師不足状況等の把握・分析に努め、 

医師のキャリア形成支援、情報発信等の事業を継続します。 
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イ 長期的施策 

  ○ 地域枠医師等の養成 

   ・ 急激な高齢化等の影響により、地域医療に対するニーズが今後も増大すると見

込まれているため、地域枠医師が果たす役割はさらに重要となることから、長期

的に地域枠医師等を養成します。 

   ・ 地域枠による臨時定員増は令和６年度まで認められていますが、令和７年度以

降も各大学に臨時定員を設置できるよう国に要望します。 

   ・ 地域枠医師等が、義務年限終了後も県内に定着するよう、義務年限期間中のキ

ャリア形成支援や意識啓発を充実させるなど、長期的な視点で地域枠医師等の育

成を図っていきます。 

  ○ 上記（地域枠医師等）以外の医師の派遣による偏在対策 

   ・ 今後は、県医療対策協議会における派遣調整の対象となっていない医師につい

ても、医師多数区域等の医療機関が、医師少数区域等の医療機関へ医師を派遣す

ることにインセンティブが働く支援等について、検討を行っていきます。 

  ○ キャリア形成卒前支援プラン 

   ・ キャリア形成卒前支援プラン（ガイダンス、交流会等）により、医学生の段階

から地域枠医師等としての役割の認識を強め、県内の地域医療への意識の醸成を

図ります。 

  ○ 医師不足診療科の医師の育成 

   ・ 地域枠医学生・医師等を対象に、地域医療や医師不足診療科に対する意識の涵

養を図るセミナー等を開催することにより、地域医療や医師不足診療科への従事

に対する関心を高めます。 

  ○ 総合診療を担う医師の育成 

   ・ 臨床研修医や若手医師等に対し、総合診療科の専門研修施設の情報発信を行っ

たり、自治医科大学卒業医師や地域枠医師等に対し、より総合診療の能力向上を

図るキャリアパスを示すなどして、総合診療を担う医師を育成します。 

   ・ また、ベテラン医師のセカンドキャリアとして、内科医や外科医、「がん」を担

当している医師等が、在宅医療・緩和医療にかかわる総合診療医へのキャリア転

換の促進について検討します。 

  ○ 将来医師を志す生徒等への啓発 

   ・ 医学部進学セミナーの開催など、高校生等を対象とした医学部進学に向けた啓

発活動の推進について検討します。 

ウ その他の施策 

  ○ 勤務環境改善の支援 

   ・ 医療勤務環境改善支援センターを中心に、医師等の業務にかかる負担を軽減す

るための勤務環境改善に向けた県内の医療機関の取組を支援します。 

   ・ 病院内保育所の運営費に対する補助を行います。 

  ○ 働き続けることができる職場環境の整備 

   ・ 女性医師数及び比率の増加も踏まえて、女性医師等のキャリア継続を支援する

ために、職場を離れた女性医師等の復職に対する支援、短時間勤務等を取り入れ

る医療機関への助成など、男女がともに仕事と育児や介護等を両立できる環境づ
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くりの支援について検討します。 

  ○ 医師の働き方改革 

   ・ 県医療勤務環境改善支援センターを通じ、勤怠管理システム等の ICT や医師事

務作業補助者等の導入経費への補助、交代制勤務や変形労働時間制、タスクシフ

ト・シェア等に係る技術的支援など、医師の労働時間縮減の取組を支援します。 

   ・ 医師の負担軽減のためには、医療機関側の取組だけでなく、救急車の適正利用

など、県民に上手な医療のかかり方について知っていただくことも必要であるた

め、動画やポスター等を用いた広報や啓発を積極的に推進します。 

 

（４）産科・小児科における医師確保 

ア 産科・小児科における医師確保の方針 

  ○ 小児科については、県は相対的医師少数県であり、横浜西部・厚木が相対的医師

少数区域であること、また、医師の働き方改革が及ぼす影響を慎重に見極める必要

があることから、引き続き小児科医を確保するための施策を行います。 

  ○ ただし、小児科医が相対的に少なくない医療圏においても、医師の働き方改革が

及ぼす影響や全国的に小児科医の確保が困難である状況を踏まえ、相対的医師少数

都道府県・相対的医師少数区域以外の医療圏からの医師派遣のみにより、小児科医

の地域偏在の解消を目指すことは、適当ではないと考えられます。 

  ○ そのため、外来医療と入院医療の機能分化・連携に留意しつつ、必要に応じて、

医療圏を越えた連携によって、小児科医の地域偏在の解消を図ることも、併せて検

討することとします。 

  ○ 産科については、県は相対的医師少数県ではなく、周産期医療圏においても相対

的医師少数区域はありません。 

  ○ しかし、医師の働き方改革が及ぼす影響や全国的に産科医の確保が困難である状

況を踏まえ、引き続き産科医を確保するための施策を行います。 

  ○ ただし、小児科医の確保と同様の対応を行うこととします。 

イ 偏在対策基準医師数を踏まえた産科・小児科の医師確保策 

  ○ キャリア形成プログラムを見直し、医師の確保を特に図るべき区域へ、地域枠の

産科医・小児科医を配置することにより、必要な医師の確保及び医師の地域偏在の

是正を図ります。 

  ○ 地域枠（指定診療科枠）による臨時定員増は令和６年度まで認められていますが、

令和７年度以降も各大学に臨時定員を設置できるよう国に要望します。 

  ○ 近年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため中止していましたが、産科を

希望する医師を対象とした研修会（県産科婦人科医会との共催）を令和５年度から

再開しましたので、これを継続します。 

  ○ 医学生や臨床医研修医を対象に、産科・小児科に対する意識の涵養を図るセミナ

ー等を開催し、業務内容やその魅力、研修施設等の情報発信を行います。 

  ○ 県医療勤務環境改善支援センターを中心に、産科医・小児科医の負担軽減に向け

た県内の医療機関の取組を支援します。 

  ○ 産科・小児科は、比較的女性医師が多い状況を踏まえて、女性医師等のキャリア

継続を支援するために、職場を離れた女性医師等の復職に対する支援、短時間勤務
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等を取り入れる医療機関への助成など、男女がともに仕事と育児や介護等を両立で

きる環境づくりの支援について検討します。 

  ○ 厳しい就業環境にある産科医等に対する処遇を改善するため、分娩を取り扱う産

科医等に手当を支給する医療機関に対し助成します。 

  ○ 県民が安心して妊娠・出産・子育てが行える環境整備を促進するため、産科・小

児医療施設等の開設に係る施設・設備整備に対して補助する事業を、令和５年度６

月補正予算で新たに実施することとしたので、これを継続します。 

 

 

■用語解説 

※１ 医師偏在指標 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 分娩取扱医師偏在指標 

 

 

 

 

 

 

※３ 小児科医師偏在指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 
 
 

 

第２節 外来医療に係る医療体制の確保 

 
１ 現状・課題 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本県における外来機能等の状況 

 ア 診療所数の推移と医師偏在 

○ 時間外の外来診療、在宅医療（訪問診療）、産業医、学校医による住民の医療保健 

の提供など地域における外来医療については、地域の一般診療所医師等によって支 

えられています。 

○ 下記表の通り、本県における診療所数の推移を見ると年々微増しており、平均年 

齢が高く推移していることが確認できます。 
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○ また、国が新しく定めた指標「医師偏在」では、医師多数区域は、横浜、川崎北 

部、川崎南部、相模原、横須賀・三浦、湘南西部の６区域、医師少数区域は、県西の 

１区域という結果となり、地域によって医師確保の差が表れる結果となっています。 

 

 

 

イ 夜間・休日等の初期救急医療の提供体制 

 ○ 本県における夜間・休日等の初期救急医療については、県が認定する病院が主に

担い、休日においては、医師会等が運営する休日急患診療所が各二次保健医療圏に

配置され、支えられています。 

 

 
 

○ しかし、その他一般診療所の夜間・休日及び時間外の診療については、経営規制 

につながる恐れがあることから、現状、県では把握しておらず、診療所ごとの自助、 

自主的な経営判断に委ねている状況です。国の指針でもある地域の医療機関の外来 

機能の明確化・連携に向けて、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議を 
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さらに進めていく必要があります。 

ウ 在宅医療の提供体制 

○ 県民の地域生活を支える在宅医療の提供体制については、訪問診療を実施する在 

宅療養支援診療所が主に担います。その診療所数の推移を見ると、直近の令和４年 

度は微減しており、今後も増大する在宅医療需要への対応について検討が必要です。 

 

 

 

（２）外来医療機能の偏在 

ア 外来医師偏在指標の設定 

○ これまでは、医師偏在の状況を表す指標として、主に人口 10 万人対医師数が用い

られてきました。 

 しかし、人口 10 万人対医師数は医師の偏在の状況が地域ごとの医療ニーズや人口

構成等の項目を十分に反映された指標でなかったため、厚生労働省は、全国ベースで

医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する指標として、次の５要素を考慮した「医

師偏在指標」が設定されました。（算定式は頁参照。） 

 

 

 

 

 

 

○ 国のガイドラインでは、大半の診療所が１人の医師によって運営されており、診療

所数と診療所の医師数は１：１に近い傾向にあることから、外来医師偏在指標は診療

所の偏在状況を示す指標としても使用可能としています。 

 

 

①医療ニーズ及び人口構成とその変化   ④医師の性別・年齢分布 

②患者の流出入             ⑤医師偏在の種別（区域、病院/診療所） 

③へき地等の地理的条件 
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イ 外来医師多数区域の設定 

○ 上記の外来医師偏在指標の値が、全二次医療圏の上位 33.3%（1/3）に該当する二

次医療圏が「外来医師多数区域」に設定されます。 

○ 本県の外来医師偏在指標の状況は下記表のとおりで、横浜、川崎北部、川崎南部、  

横須賀・三浦、湘南東部の５区域が外来医師多数区域となります。 

なお、外来医師偏在指標は医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくま 

でも相対的な偏在の状況を表す性質のものです。 

 

 

 

（３）医療機器に関する状況 

 ○ 医療機器ごとに地域差の状況は異なります。今後の人口動態の変化にそなえ、本県

における医療機器に関する状況を詳細に把握して、地域の関係者の方々と協議・検討

し、効率的な活用、医療提供体制を構築する必要があります。 

ア 医療機器の配置状況 

 （図表作成予定） 

イ 医療機器の稼働状況 

 （図表作成予定） 

 

２ 施策の方向性 

（１）外来医療に関する協議の場について 

○ 国の外来医療計画策定ガイドラインでは、二次保健医療圏を区域単位として想定し 

ているため、本県では、引き続き、地域医療構想調整会議を外来医療に関する協議の 

場とします。 
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（２）紹介受診重点医療機関の公表 

ア 外来機能報告制度 

○ 医療法第 30条の 18の２及び第 30条の 18の３の規定に基づき、地域における外 

来医療に係る病院及び診療所の機能分化及び連携の推進のため、令和４年４月から 

導入された制度です。 

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を 

重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関 

（紹介受診重点医療機関）を明確化します。 

イ 紹介受診重点医療機関の公表基準 

○ 外来機能報告を基に、その地域の外来機能の明確化を目的に、「紹介受診重点医療 

機関」という医療資源を重点的に活用する外来機能を持ち、紹介患者への外来を基 

本とする医療機関を選出します。 

○ 最終的には、地域の協議の場にて協議を行い、国が定める基準を満たすとともに、 

その地域の実情等を踏まえて「紹介受診重点医療機関」の公表を決定していきます。 

○ 本県としても、国のこの指針に則り、地域の協議の場を「地域医療構想調整会議」 

と定め、その会議での協議の上「紹介受診重点医療機関」を決定します。 

○ 下記の基準を満たすことで、地域の協議の場とする「地域医療構想調整会議」に 

協議を行い、「紹介受診重点医療機関」を決定します。そして、外来機能に係る病院 

及び診療所の機能分化・連携を推進し、地域の外来機能の「見える化」を図ってい 

きます。 

 
 
   

   基準：下記①、②いずれも満たすこと 

①  紹介受診重点医療機関となる意向があること 

②  医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）状況について、 

    ・初診に占める重点外来の割合 40％以上 

    ・再診に占める重点外来の割合 25％以上 

    の両方を満たすこと 

 

 

○ また、上記基準を満足さない場合でも、次の水準項目を満たす医療機関について

は、地域の協議の場とする「地域医療構想調整会議」で協議を行い、地域の実情状況

等を踏まえ、「紹介受診重点医療機関」として選出することも可能です。 

 

 
 
   基準を満たさない場合、下記の水準項目両方を満たすこと 

①  紹介患者数における、初診患者数の占める割合が 50％以上 

②  逆紹介患者数における、初診患者数の占める割合が 40％以上 

 

 

 

 

≪「紹介受診重点医療機関」の公表に向けての基準≫ 

  
≪「紹介受診重点医療機関」の公表に向けての水準≫ 
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ウ 令和５年度神奈川県「紹介受診重点医療機関」について 

○ 令和４年度外来機能報告の結果を基に、基準又は水準を満たし、地域の協議の場と

する「地域医療構想調整会議」に協議した結果、「紹介受診重点医療機関」として公

表していくこととした本県の医療機関一覧は、次のとおりです。 

○ なお、外来機能報告については、令和４年度より毎年実施していく予定となってお

り、今後もその報告結果を踏まえ、毎年、各地区の地域医療構想調整会議で紹介受診

重点医療機関の公表に向けて協議を行う予定です。 

（図表「県内の紹介受診重点医療機関」（令和５年 10月１日公表予定）について記載予定） 

 

（３）不足する外来医療機能 

○ 国は、今後、少子高齢化による人口構成の変化に伴い、外来医師の偏在状況を踏ま 

え、当該地域において不足する外来医療機能を把握し、二次医療圏ごとに外来医療提 

供体制が確保されていくよう取組を進めることとしています。 

○ 県では、これまで外来医療機能の評価については実施しておりませんでしたが、今 

後は、二次保健医療圏ごとに設置する「地域医療構想調整会議」にて当該地域で課題 

となる外来医療機能の把握やその課題の議論・検討に向けて取り組んでいきます。 

 

（４）新規開業者等に対する情報提供について 

○ 今後、少子高齢化による人口構成の変化によって、これから新しく診療所等医療機 

関を開業する方の開業希望場所にも変化が発出します。それによりますます外来医師 

の偏在が進み、地域での外来医療機能の状況変化や新たな課題発生が見込まれます。 

○ 新規開業者に対する情報提供に関して、厚生労働省のガイドライン「外来医療に係 

る医療提供体制の確保に関するガイドライン～第８次（前期）～」では次の通り示さ 

れています。 

・二次医療圏ごとに外来医療提供体制を確保することを進めるべく、各地域での不足 

する外来医療機能を把握し、当該地域の外来機能の可視化を図るよう進めていく 

・外来医療機能の可視化により、新規開業者等へその地域で必要とする外来医療等情 

報を取得し判断できるように、不足する外来医療機能の新たな担い手となるよう行 

動変容を促すよう情報提供をしていく 

・特に、 既に診療所医師数が一定程度充足していると考えられる外来医師多数区域で 

の新規開業については、新規開業希望者に対して地域で不足する外来医療機能を担 

うことを求めていく 

○ 当該地域において不足する外来医療を新規開業者等にも役割を求めるという考え方 

は理解できますが、開業規制にもつながる恐れがあるため慎重な議論を要します。 

○ しかし、人口構成の変化による外来医療機能の変化、新しい課題発生へ適切に対応 

していく必要もあるため、新規開業者等への情報提供に向けて、本県における外来医 

療機能の状況を正確に把握するべく、地域の協議の場である地域医療構想調整会議に 

て必要に応じ状況確認を行い、議論・検討を進めます。 

 

（５）医療機器の効率的な活用 

○ 少子高齢化による人口減少や都市部集中などにより、今後ますます地域の医療資源 
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の正確な把握、効率的な活用が課題となっています。 

○ 人口減少が見込まれる中で、既存の医療機器の効率的な活用を推進するため、医療 

設備・機器等の情報の可視化を行い、その情報を新規購入希望者へ提供するのみなら 

ず、医療機器に関する地域の協議の場において、医療設備・機器等の共同利用の方針 

及び具体的な計画について協議を行っていく必要があると国のガイドラインでは示し 

ています。 

○ 本県では、これまでも地域医療支援病院の施設や医療機器などの設備の共同利用の 

取組を含め、協議の場である「地域医療構想調整会議」において検討していきます。 

 

■ 用語解説（計算式等補足） 

 ○ 外来医師偏在指標の計算式 
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・本県の就業看護職員数は年々増加しており、令和２年 12 月末時点で 86,360 人となっていますが、本県

の人口 10 万人当たりの就業看護職員数は、全国の 1,315.2 人に対し、本県は 934.9 人であり、全国 47 位

となっています。 

 

 

・高齢化の進展や医療技術の高度化・専門化等に加え、地域医療構想の実現に向けた病床の機能分化・連 

携に伴い、看護職員の需要は一層増加しています。 

・一方、令和元年度に厚生労働省が公表した看護職員の需給推計では、本県の令和７年の必要看護職員数 

は 109,970 人であり、看護職員不足数は 24,886 人と推計されています。 

・看護職員のさらなる確保が必要であり、看護師等学校養成所における新規養成に加え、復職支援、離職 

防止等の定着促進の取組を行うことが必要です。 
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第３節 看護職員 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）現状 

ア 看護職員数について 

○ 本県の就業看護職員数は、令和２年 12月末時点で 86,360人となっています。(図 

表５-３-１) 

○ 人口 10万人当たりの就業看護職員数は、全国の 1,315.2人に対し、本県は 934.9 

人であり、全国 47 位となっています。(図表５-３-２) 

○ 人口 10 万人当たりの就業看護職員数は、二次保健医療圏別に偏在があり、県央、 

川崎北部、湘南東部及び横浜で県平均を下回っています。(図表５-３-３) 

○ 就業看護職員全体の年齢構成は、40歳代が 27.4％と最も多く、次いで 20歳代が 

21.4％と多くなっています。就業看護職員数は平成 28年から令和２年の４年間で 

10,137人増加していますが、この間、50歳代、60歳以上の割合が増加している一方 

で、30歳代、40歳代の割合は減少しており、就業看護職員の高年齢化が進んでいま 

す。（図表５-３-４） 

図表５-３-１ 就業看護職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「衛生行政報告例(就業医療関係者)」 

【現状】 

【課題】 
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図表５-３-２ 人口 10 万対就業看護職員数（令和２年 12月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「令和２年衛生行政報告例(就業医療関係者)」 

 

図表５-３-３ 人口 10 万対二次保健医療圏別就業看護職員数（令和２年 12月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「令和２年衛生行政報告例(就業医療関係者)」 

 

図表５-３-４ 看護職員の年齢構成（４年前との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「衛生行政報告例(就業医療関係者)」 
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イ 就業の状況について 

○ 就業場所別の看護職員数を見ると、病院が 53,385人(61.8％)、診療所が 14,980人

(17.3％)となっています。(図表５-３-５) 

○ 訪問看護ステーションの常勤換算看護職員数は、4,989 人となっています。(図表

５-３-６) 

○ 年齢階級別の就業場所では、若年層のほとんどが病院に就業しており、年齢階級が

上がるにつれて就業場所は多様化しています。(図表５-３-７) 

 

 

図表５-３-５ 就業場所別従事状況（令和２年 12月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「令和２年衛生行政報告例(就業医療関係者)」 

 

 

図表５-３-６ 訪問看護ステーションの常勤換算看護職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 
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図表５-３-７ 年齢階級別就業場所（令和２年 12月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「令和２年衛生行政報告例(就業医療関係者)」 

 

ウ 看護職員の養成について 

○ 本県では年間 2,900 人前後の看護職員を養成しており、うち約 2,100人が県内に 

就業しています。新卒看護職員の就業先は、病院が 97％以上を占めています。(図表 

５-３-８、図表５-３-９) 

 

図表５-３-８ 県内看護師等学校養成所の卒業者数及び県内就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」 
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図表５-３-９ 新卒看護職員の就業先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「令和５年度看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」 

 

 エ 看護職員の離職率について 

○ 本県の看護職員の離職率は、近年 14％前後で推移しており、全国平均を上回って 

います。(図表５-３-10) 

○ １年目（新卒）から５年目までの経験年数別離職率は、３年目以降の離職率が特 

に高い傾向にあります。(図表５-３-11) 

○ 離職理由は、１年目（新卒）から２年目では「心身の不良」、３年目以降では、「心 

身の不良」に加え、結婚等のライフステージの変化に伴う理由が主なものとなって 

います。(図表５-３-12) 

 

図表５-３-10 看護職員の離職率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）公益社団法人日本看護協会「病院看護実態調査」 
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１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 全体

１位 本人の心身の不良 本人の心身の不良 本人の心身の不良 転居 転居 本人の心身の不良

２位 看護職以外に転職 転居 転居 結婚 本人の心身の不良 転居

３位 勤務負担の重さ 結婚 結婚 本人の心身の不良 結婚 家族の健康・介護

４位 家族の健康・介護 家族の健康・介護 家族の健康・介護 看護職以外に転職 家族の健康・介護 結婚

５位 職場の人間関係 看護職以外に転職 看護職以外に転職 勤務負担の重さ 勤務負担の重さ 出産・育児
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図表５-３-11 経験年数別（１年目から５年目）の離職率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）神奈川県「看護職員就業実態調査（病院）」 

 

 

図表５-３-12 経験年数別の離職理由 

 

 

 

 

 

 

（出典）神奈川県「令和３年度看護職員就業実態調査（病院）」 

 

 

オ 復職の状況について 

○ 県ナースセンターを通じた就職者数は、年間 600人程度となっています。（図表５ 

-３-13） 

○ 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種業務を担う看護職員を確 

保するため、国と県が、ナースセンターへの登録を要件として就業準備金等の支給 

を実施した特殊要因があります。 

○ 病院や訪問看護ステーション等の求人数の多い施設には求職者が集まらず、事業 

所等の求人数の少ない施設に集まる傾向にあり、求人と求職のアンマッチが生じて 

います。このことは、求職者が働く場所として勤務時間の安定している事業所等を 

選択する傾向にあることが要因の一つです。 
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図表５-３-13  県ナースセンターを通じた就職者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「ＮＣＣＳ（ナースセンター・コンピュータ・システム）」より神奈川県ナースセンターにて作成 

 

カ 特定行為研修について 

○ 本県における特定行為研修を行う指定研修機関は、令和５年６月時点で 23機関で 

あり、年間 100人程度が修了しています。そのうち、50%～60％が県内で就業してい 

ます。 

○ 特定行為研修の修了者数は、令和２年 12月末時点で 336人となっています。 

 

（２）課題 

 ア 看護職員の需要 

○ 高齢化の進展や医療技術の高度化・専門化など、地域医療構想の実現に向けた病 

床の機能分化・連携に伴い、看護職員の需要は一層増加しています。 

○ 令和元年度に厚生労働省が公表した看護職員の需給推計では、本県の令和７年の 

必要看護職員数は 109,970人、供給推計値は 85,084人であり、令和７年の看護職員 

不足数は 24,886 人と推計されています。 

○ さらなる看護職員の確保のためには、看護師等学校養成所における新規養成に加

え、復職支援、離職防止等の定着促進の取組を行うことが必要です。 

○ また、少子化により生産年齢人口が減少する中、増大する看護ニーズに対応する 

ために看護職員を安定的に確保するには、看護職の資格を持ちながらも看護職員と 

しての業務に従事していない潜在看護職員の再就業を促進することが重要です。 

○ 定年退職した看護職員が定年後も看護職員として働き続けられる職場環境づくり 

や、限られたマンパワーの中で看護職員がその専門性をより発揮するため、看護補 

助者との協働の推進や ICT等の活用による業務の省力化・効率化が必要です。 

○ 特に令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により行政保健師の不足が 

課題となりました。多発する自然災害、新興・再興感染症について、平時から危機 

管理体制の構築等が求められており、行政保健師の確保が必要です。 

イ 働き続けられる職場環境の整備 

○ 経験年数３年目以降は、結婚等のライフステージの変化に伴う離職が多くなるた

め、看護職員が長く働き続けられるように、ライフステージの変化やライフスタイル

に合わせた柔軟な働き方を可能とする職場環境の整備や、地域の中で働く場所や領 
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域等を円滑に移動することができる仕組みの検討が必要です。 

○ 医療技術の高度化や専門化等に対応するため、看護職員の資質の向上を図ること 

が必要です。また、生涯にわたり継続的に看護職として働き続けられるよう、新人 

時代から高齢世代までを通じたキャリアの継続支援が必要です。 

○ 看護職員の就業継続のためには、メンタルヘルス対策の着実な実施が重要です。

また、看護職員が働きやすい環境を整備するために、職場におけるハラスメント対策

を適切に実施していくことが必要です。 

ウ 訪問看護の需要の増大 

○ 病院完結型から地域完結型へと医療提供体制の移行が進められている中、医療・ 

介護需要を併せ持つ高齢者等が在宅で療養生活を送る上で、地域における訪問看護 

の需要は増大すると見込まれています。この需要に対応するため、訪問看護に従事 

する看護職員の確保を図る必要があります。 

○ 訪問看護ステーションには小規模な事業所が多く、人手不足から研修に参加でき 

ない、最新の看護技術情報を入手しにくい、といった課題があります。また、小規 

模事業所は経営困難に陥りやすく、離職率が高い傾向にあります。 

エ 専門性の高い看護職員の需要 

○ 在宅医療の推進や、新興感染症等の感染拡大時の迅速かつ的確な対応、医師の働 

き方改革に伴うタスク・シフト／シェアの推進のため、特定行為研修修了者など、 

高度な知識と技術を身につけた看護職員が必要とされています。 

○ また、特定行為研修修了者が就業先で特定行為を実施できる体制の整備が必要で 

す。 

 

２ 施策の方向性 

（１）看護職員の確保 

 ア 新規養成 

○ 県は、県立看護専門学校を運営するとともに、看護師等養成所の運営支援、修学 

資金貸付け、実習施設への支援、看護教員の養成など、看護職員の着実な養成に取 

り組みます。 

○ 県及び県ナースセンターは、看護職員が魅力的な進路として中・高校生に選択さ 

れるよう、看護職員の資格取得方法等の理解を深めるリーフレット等を発行し、看 

護に対する興味や関心を高めます。 

○ 県立保健福祉大学において、地域及び職域のリーダーとなる看護師等を養成しま 

す。 

イ 県ナースセンターによる復職支援 

  ○ 県ナースセンターは、看護職員の再就業に向けた就業相談や情報提供を行うとと

もに、個々の状況に合わせた求人・求職間のあっせんを行います。 

○ 県ナースセンターは、看護職員が安心して復職できるよう、最近の医療・看護技  

術等に関する研修を実施します。 

ウ 離職防止等の定着促進 

○ 県は、看護職員の定着に向けて、院内保育施設の運営等の取組への支援を行うと 

ともに、新人看護職員の研修実施に対する支援を行い、新人看護職員の早期の離職 
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防止を図ります。 

○ 県は、関係団体等と連携し、出産や育児、介護等のライフステージに応じた柔軟 

な働き方や、施設間連携や多職種連携に強く、幅広い領域に対応可能な「かながわ 

地域看護師（仮称）」を地域で育成することについての検討を進めます。 

○ 県は、各専門分野や課題等に対応した研修やキャリアに応じた研修の充実等を図 

り、長く働き続けられる質の高い看護職員の育成に取り組みます。 

○ 県は、関係団体等と連携し、定年退職した看護職員が活躍できる職場環境づくり  

や看護補助者との協働の推進、ICT等の活用による業務の省力化・効率化について 

の検討を進めます。 

○ 県ナースセンターは、看護職員の確保が困難な医療機関等を対象に、求人情報登 

録等の支援を行うことにより、県ナースセンターを通じた就職者数の増加を図ると 

ともに、看護職員のメンタルヘルス等の相談にきめ細やかに対応します。 

○ 県医療勤務環境改善支援センターは、看護職員の離職防止・定着促進を図ること 

を目的として、勤務環境改善に主体的に取り組む医療機関等を支援します。 

○ 県は、行政保健師の確保・育成の充実に向けて、関係職能団体や学術機関等とも 

連携しながら、効果的・効率的な取組を検討していきます。 

 

（２）訪問看護の充実 

 ○ 県は、訪問看護に関する研修事業を実施し、訪問看護に従事する職員の確保・定着

を図ります。 

○ 県は、訪問看護の安定的な提供に向けて、訪問看護ステーションの経営の安定化と

看護の質の向上を図るため、看護職員５人以上の訪問看護ステーションの増加を目指

します。 

○ 県は、訪問看護ステーションの安定的な運営のため、訪問看護ステーションの管理

者の経営力向上のための支援を行います。 

 

（３）専門性の高い看護職員の養成・確保 

 ○ 県は、在宅医療の推進や、新興感染症等の感染拡大時の迅速かつ的確な対応、医師

の働き方改革に伴うタスク・シフト／シェアの推進のため、特定行為研修の受講支援

を行うなど、特定行為研修修了者の増加を図ります。 

○ 県は、特定行為研修修了者が就業先で特定行為を実施できるよう、特定行為研修制

度について、広く周知します。 

○ 県立保健福祉大学実践教育センターにおいて、急激な社会環境の変化に適応するた

めに必要とされるスキルの習得を目指す新たなニーズに対応できる現任者教育の在り

方を検討します。 

 

■用語解説 

※１ ナースセンター 

 看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、高度な専門知識と技能をもつ看護職を確保し、国

民の保健医療の向上に役立つことを活動の目的として設置されている。神奈川県知事の指定を受け、神

奈川県看護協会が運営しており、無料職業紹介事業などによる看護職員の確保に加え、離職防止や潜在

化予防のために就業相談を実施し、職場定着の促進に取り組んでいる。 
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※２ 特定行為研修 

特定行為は、看護職員が医師又は歯科医師の判断を待たずに手順書により行う診療の補助であり、実

践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる 38 行為の

ことをいう。 

特定行為研修は、看護職員が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、

思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であり、厚生労働大臣

が指定した指定研修機関で受講する。 

※３ 看護職員の需給推計 

令和７年における看護職員の需要と供給について、医療機能の分化・連携や在宅医療の推進等による

将来の変化や、将来推計人口など既に得られているエビデンスデータを勘案しつつ、法律や法令に基づ

く計画など既に内容が固まっており客観的に影響を考慮することができるものは反映させて推計した

もの。国が設計した推計ツールを用いて都道府県が算定し、それを国が全国ベースに集約して推計され

ている。 

※４ 看護補助者 

 看護が提供される場において、看護チームの一員として看護職員の指示のもと、看護の専門的判断を

要しない看護補助業務（『傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話』及び『診療の補助』に該当

しない業務）を行う者をいう。 

※５ タスク・シフト／シェア 

従来、ある職種が担っていた業務を他職種に移管すること又は他職種と共同化することをいう。 

※６ 「かながわ地域看護師（仮称）」 

 地域医療構想と地域包括ケア時代に対応できる看護職員の確保と養成に地域全体で取り組み、看護職

員の離職や地域からの流出を防ぐことを目的として、県と神奈川県看護師等養成実習病院連絡協議会が

「かながわ地域看護師養成事業検討会」において共同で検討している取組。 

 

３ 指標一覧 

 
指標名 出典 計画策定時の値 

(データの年度) 
目標値 
(令和 11 年度) 

就 

業 

看 

護 

職 

員 

数 

全県 厚生労働省,衛生行政報告例 86,360（R2）  

横浜 厚生労働省,衛生行政報告例 34,863（R2）  

川崎北部 厚生労働省,衛生行政報告例 7,121（R2）  

川崎南部 厚生労働省,衛生行政報告例 7,196（R2）  

相模原 厚生労働省,衛生行政報告例 7,596（R2）  

横須賀・三浦 厚生労働省,衛生行政報告例 7,167（R2）  

湘南東部 厚生労働省,衛生行政報告例 6,098（R2）  

湘南西部 厚生労働省,衛生行政報告例 6,550（R2）  

県央 厚生労働省,衛生行政報告例 6,490（R2）  

県西 厚生労働省,衛生行政報告例 3,279（R2）  

訪問看護に従事する常勤換算看護
職員数 

厚生労働省,介護サービス施
設・事業所調査 

4,989（R3）  

看護職員５人以上の訪問看護ステ
ーション数 

神奈川県,看護職員就業実態
調査（訪問看護ステーション） 

224（R3）  

特定行為研修修了者の就業者数 厚生労働省,衛生行政報告例 336（R2）  

県内保健所及び市町村常勤保健師
数 

厚生労働省,地域保健・健康増
進事業報告 

1,211（R3）  
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（1）歯科医師 

・訪問歯科診療を実施している歯科診療所の県内の人口 10 万人あたりの施設数は全国平均を下回ってい

ます。 

（2）薬剤師 

・県内の人口 10 万人当たりの薬剤師数は、全国平均を上回っています。 

・薬剤師偏在指標（薬局と病院）では、業態別に見ると、薬局薬剤師が薬剤師多数県、病院薬剤師が薬剤

師少数県となっています。 

（3）その他の医療・介護従事者 

・県における介護人材については、今後さらなる不足が見込まれています。 

・県内における１施設あたりの歯科衛生士の人数は、全国平均を下回っています。 

 

 

（1）歯科医師 

・歯科医師や歯科衛生士による歯科医療や、口腔ケア等の提供体制の充実を図る必要があります。 

・オーラルフレイルの予防や改善に対応できる歯科医師が求められています。 

（2）薬剤師 

・県内の現在の薬剤師の偏在状況を評価するために各地域の薬剤師の就労状況の実態を把握し、薬剤師の

確保施策等を検討する必要があります。 

・入退院時等におけるシームレスな薬学的管理を実践するため、医薬品等の適切な取扱いや在宅医療に係

る知識及び専門性の向上が必要です。 

（3）その他の医療・介護従事者 

・急速な高齢化に伴う保健・医療・福祉サービスの需要の増加に対処していくため、人材の計画的な養成・

確保・定着に加え資質・専門性の向上を図ることが必要です。 

・居宅療養管理指導などの実施が可能な歯科衛生士の質・量の確保が必要です。 

・地域における在宅歯科医療の口腔ケアの充実のため、歯科衛生士の養成確保を支援していく必要があり

ます。 

・結婚や出産を機に離職する歯科衛生士が多数おり、有資格者の半数近くは就業していないため、復職支

援を行う必要があります。 

第４節 歯科医師、薬剤師、その他の医療・介護従事者 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）歯科医師 

○ 訪問歯科診療を実施している歯科診療所の県内の人口 10 万人あたりの施設数は、

15.1施設で全国平均の 18.5施設を下回っています（厚生労働省「令和２年医療施設調

査」）。 

○ 高齢化に伴い増加が見込まれる在宅療養患者等の訪問歯科診療に対応するため、在

宅歯科医療連携室の設置により、在宅歯科提供体制の充実に取り組んでいます。 

○ 今後、高齢化に伴い需要が予想される在宅医療における、誤嚥性肺炎等の予防、口か

ら食べることによる生活の質の確保などのため、歯科医師や歯科衛生士による歯科医

療や、口腔ケア等の提供体制の充実を図る必要があります。 

○ フレイルから続く要介護状態に陥ることなく、健康で自立した生活を長く保つため

に、オーラルフレイル（心身の機能の低下につながる口腔機能の虚弱な状態）の予防や

改善に対応できる歯科医師が求められています。 

【現状】 

【課題】 
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（２）薬剤師 

ア 薬剤師数について 

(ｱ) 県内の薬剤師数の状況 

○ 県内には、23,872 人（令和２年）の薬剤師が勤務等しています。人口 10万人あ 

たりでみると、258.4人で、全国平均の 255.2人を上回っています。 

 

図表５-４-１ 薬剤師数 

薬剤師数（人） 

  H26 H28 H30 R2 

神奈川県 総数 21,541 22,104 22,913 23,872 

人口 10万対 236.8 241.7 249.7 258.4 

全国 人口 10万対 226.7 237.4 246.2 255.2 

                          （出典）厚生労働省「医薬・歯科医師・薬剤師統計」 

 

○ 国の需給推計によると、薬剤師の全国総数は、現在から概ね今後 10年間は、需 

要と供給は同程度で推移します。また、将来的に、薬剤師の担う業務の充実によ 

り需要要因が増加すると仮定したとしても、供給が需要を上回るため、薬剤師が 

不足することはないと推計されています。 

 

図表５-４-２ 薬剤師の需給推計（全国総数） 

（出典）厚生労働省「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」 

 

(ｲ) 県内の薬剤師の業態や地域における偏在 

○ 国検討会によると、全国における薬剤師の従事先には地域偏在や業態（病院と 

薬局）偏在があり、特に病院薬剤師の確保が課題であると指摘されています。 

○ 県内の状況は、国が令和５年６月に示した薬剤師偏在指標によると、県全体で 

は指標１を超えており、薬剤師多数県となりますが、業態別（薬局・病院別）で 

は、薬局薬剤師が薬剤師多数県、病院薬剤師が薬剤師少数県となっています。 

（図表５-４-３）。 
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○ また、二次保健医療圏別では地域ごとに差がありますが、薬局薬剤師は全て指標

１を超えており、薬剤師多数区域となっています。（図表５-４-４） 

一方、病院薬剤師は３つの二次保健医療圏で薬剤師少数区域となっています。 

（図表５-４-５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                         

 

 

 

 

 

 

図表５-４-３ 薬剤師偏在指標と薬剤師多数・少数区域の設定について 

薬剤師偏在指標 

(現在) ※1 

区域の別 

※2 

薬剤師偏在指標 

(令和 18 年) ※3 

区域の別 

※3 

合計 0.99 1.09 

薬局 1.08 1.22 

病院 0.80 0.82 

合計 1.12 多 1.16 多 

薬局 1.25 多 1.32 多 

病院 0.80 少 0.76 少 

※1 薬剤師の必要業務時間（需要）に対する、薬剤師の実際の労働時間（供給）の比率  

  1.0 未満の場合、需要が供給を上回っている状態 

※2 薬剤師多数区域を「多」、薬剤師少数区域を「少」と記載 

  少数区域の基準となる薬剤師偏在指標は、都道府県別 0.85、医療圏別 0.74（現在） 

※3 薬剤師確保計画ガイドラインにおける目標年次（令和 18 年）での推計 

  少数区域の基準となる薬剤師偏在指標は、都道府県別 0.80、医療圏別 0.77（令和 18 年） 

（出典）厚生労働省「薬剤師確保計画ガイドライン」 

 

全国 

神奈川県 

図表５-４-４ 二次保健医療圏別の薬局薬剤師の偏在指標と区域の設定について 

薬剤師偏在指標 

(現在) ※1 

区域の別 

※2 

薬剤師偏在指標 

(令和 18 年) ※1 

区域の別 

※2 

1.32 多 1.38 多 

1.32 多 1.23 多 

1.48 多 1.42 多 

1.11 多 1.41 多 

1.24 多 1.28 多 

1.08 多 1.22 多 

1.06 多 1.15 多 

1.20 多 1.26 多 

1.08 多 1.33 多 

川崎南部 

相模原 

横須賀・三浦 

湘南東部 

湘南西部 

県央 

県西 

川崎北部 

 

横浜 

（出典）厚生労働省「薬剤師確保計画ガイドライン」 
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(ｳ) 薬剤師確保についての検討 

○ 薬剤師確保にあたっては、少子高齢化のさらなる進行や、今後人口減少が予測 

される中で、人口構造の変化や地域の実情に応じた医薬品提供体制の視点も重要 

になります。 

○ 国が示した薬剤師偏在指標は、一定の条件や推計により算出されていることか 

ら、県内の現在の薬剤師の偏在状況を評価し、地域の実情に応じた必要な取組を 

検討するためには、県は、関係団体と連携して各地域の薬剤師の就労状況の実態 

を把握していく必要があります。 

○ なお、国は令和５年６月に「薬剤師確保計画ガイドライン」を作成し、薬剤師 

の偏在状況を示す指標（薬剤師偏在指標）と、薬剤師確保計画の考え方が示され 

ました。今後、県はガイドラインを基に本県の薬剤師の確保施策等を検討します。 

イ 薬剤師の養成 

○ 患者本位の医薬分業を実現するため、薬局薬剤師が、患者の服薬情報を一元的・ 

継続的に把握するとともに、患者に身近な日常生活圏域単位で地域包括ケアシステ 

ムの一翼を担うための取組を推進し、かかりつけ薬剤師・薬局を定着させる必要が 

あります。 

○ 入退院時等におけるシームレスな薬学的管理を実践するため、地域の薬局等の関 

連機関や機能の異なる医療機関間との連携にかかる業務、例えば、医薬品等の適切 

な取扱いや在宅医療に係る知識及び専門性の向上が必要です。 

○ 医師のタスク・シフト／シェア等、薬剤師を取り巻く様々な変化に対応していく 

には、常に自己研鑽に努めて専門性を高めていくことも必要です。 

 

（３）その他の医療・介護従事者 

○ 県立保健福祉大学において地域の保健・医療・福祉を支える質の高い人材の養成に 

取り組んでいます。 

○ 専門領域の人材育成や、職域の拡大に対応した現任者教育を行っています。 

○ 急速な高齢化に伴う保健・医療・福祉サービスの需要の増加に対処していくため、 

図表５-４-５ 二次保健医療圏別の病院薬剤師の偏在指標と区域の設定について 

薬剤師偏在指標 

(現在) ※1 

区域の別 

※2 

薬剤師偏在指標 

(令和 18 年) ※1 

区域の別 

※2 

0.81 0.77 少 

0.82 0.68 少 

1.08 多 1.03 多 

0.71 少 0.80 

0.68 少 0.64 少 

0.74 0.72 少 

0.84 0.81 

0.76 0.70 少 

0.62 少 0.67 少 

横須賀・三浦 

湘南東部 

湘南西部 

県央 

県西 

相模原 

 

横浜 

川崎北部 

川崎南部 

（出典）厚生労働省「薬剤師確保計画ガイドライン」 
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人材の計画的な養成・確保・定着を図ることが必要です。 

○ 県における介護人材にかかる需給推計では、令和７（2025）年度は、約 17 万人の需

要に対して供給が約 15.4 万人となり、約 1.6万人の不足が生じる見込みですが、令和

22（2040）年度には、さらなる人材確保対策を講じなければ、約 20.3 万人の需要に対

して供給が約 15.7 万人となり、約 4.6万人の差が生じる見通しとなっています。この

差を解消するため、人材確保に係る具体的な方策をさらに講じていく必要があります

(出典：厚生労働省「第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について（令

和３年７月９日）」)。 

○ 介護従事者等は、今後、高齢者や要介護者が増加する中、心身の状況等に応じた適切

なサービスを提供できるよう安定的な人材の確保と資質・専門性の向上が求められま

す。 

○ 介護従事者等については、多様化・複合化するニーズに対応するため、人材養成によ

る量的確保とともに、資質や専門性の向上、現任者に対する教育を充実する取組が必

要です。 

○ 理学療法士等の資質の向上及び人材の確保・定着を図るため、理学療法士等修学資

金の貸付を行っています。 

○ 歯科衛生士は、全国的に人手不足の状況であり、特に県は１施設あたりの歯科衛生

士の人数が全国平均を下回っています。 

 

図表５-４-６ １施設あたりの歯科衛生士数 

歯科診療所数 
歯科診療所に就業している 

歯科衛生士数 

１施設あたりの 

歯科衛生士数 

全国 神奈川県 全国 神奈川県 全国 神奈川県 

67,899 4,984 142,760 9,518 2.1 1.9 

（出典）（歯科診療所数）厚生労働省「医療施設動態調査（令和３年）」 

（歯科診療所に就業している歯科衛生士数）厚生労働省「令和２年衛生行政報告例」 

 

○ 在宅医療を推進するにあたり、居宅療養管理指導などの実施が可能な歯科衛生士の

質・量の確保が重要です。 

○ 地域における在宅歯科医療の口腔ケアの充実のため、歯科衛生士の養成確保を支援

していく必要があります。 

○ 結婚や出産を機に離職する歯科衛生士が多数おり、有資格者の半数近くは就業して

いないため、復職支援を行う必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

（１）歯科医師 

○ 県は、在宅歯科医療地域連携室を設置し、医科や介護との連携の相談、在宅歯科医療

に係る研修等を行うなど、地域の在宅歯科医療を担う歯科医師を支援します。 

○ 県は、オーラルフレイルの予防や改善に係る研修を実施します。 
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（２）薬剤師 

ア 薬剤師の確保について 

○ 本県に必要な薬剤師を確保するため、県は病院薬剤師会等の関係団体と連携し、 

特に不足が懸念される病院薬剤師の就労状況を把握し、課題の整理、施策の検討及 

び実施をしていきます。 

イ 薬剤師の養成について 

○ 県、市町村及び医療機関・医療関係者は、「患者のための薬局ビジョン」に則した 

取組を行うことにより、地域医療を担う薬剤師を養成し、かかりつけ薬剤師・薬局 

の普及・定着を図ります。 

○ 県、市町村及び医療機関・医療関係者は、地域包括ケアシステムや麻薬調剤など 

の在宅医療に関する研修などを推進します。 

○ 県は、医師のタスク・シフト等に関する議論を参考にしながら、薬剤師の養成に 

ついて関係団体に働きかけていきます。 

 

（３）その他の医療・介護従事者 

ア 人材の養成・確保・定着の促進 

○ 県立保健福祉大学は、ヒューマンサービスの実現を目指した教育と知識や技術の 

専門職（管理栄養士・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・理学療法士・作業 

療法士）の教育を行い、地域及び職域のリーダーとなる質の高い保健・医療・福祉 

の人材の養成を図ります。 

イ 人材の現任者教育の充実と専門性の向上 

○ 県は、実践教育センターなどにおける現任者教育・研修を通じて、保健・医療・ 

福祉人材の資質向上を図ります。 

○ 県立保健福祉大学は、施設や機能の活用により、地域社会への貢献の充実を図り 

ます。 

○ 県は、介護支援専門員をはじめ介護従事者等の人材養成による量的確保とともに、 

資質と専門性を高めるため、研修実施機関の連携による研修受講環境等の向上、人 

材育成に向けた研修を実施する団体等を支援します。 

○ 県は、修学資金の貸付を通して、理学療法士等の確保・定着を推進します。 

○ 県及び医療機関・医療関係者は、学生及び現任者に対し、研修の実施を通じて、 

在宅歯科医療に対応できる歯科衛生士の育成を支援します。 

○ 県及び医療機関・医療関係者は、離職期間における技術力の低下が歯科衛生士の 

復職の阻害要因となっているため、歯科医療に関する最新の知識や手技を習得する 

機会を提供することで、復職を支援します。 
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■用語解説 

※１ 薬剤師偏在指標 

薬剤師の必要業務時間（需要）に対する、薬剤師の実際の労働時間（供給）の比率であり、全国的に

統一的な尺度を用いて地域別及び薬局・病院別の薬剤師の偏在状況を相対的に示す指標。 

※２ かかりつけ薬剤師・薬局 

患者が使用する医薬品について、一元的かつ継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康

等に関する多様な相談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される

薬剤師・薬局（日本薬剤師会）。 

※３ 患者のための薬局ビジョン 

患者本位の医薬分業の実現に向けて、かかりつけ薬剤師・薬局の今後の姿を明らかにするとともに、

団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）になる 2025 年、更に 10 年後の 2035 年に向けて、中長期的視野

に立って、現在の薬局をかかりつけ薬局に再編する道筋を提示したもの（平成 27 年 10月、厚生労働省

策定）。 
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・医療機関は、適切な医療を提供するうえで、医療安全を確保することが求められています。県は、患者
などから医療に対する相談を受け付けるとともに、医療機関などにおける安全管理体制を確認・指導し
ています。 

 
 
・「神奈川県医療安全相談センター」の円滑な運営のため、関係機関・団体などと更なる連携・協力をし
ていくことが課題となります。また、医療安全対策の重要性について、継続的に普及啓発していくこと
が必要です。 

第６章 総合的な医療安全対策の推進 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

（１）医療に関する相談体制 

○ 県は、医療の安全確保のため、「神奈川県医療安全相談センター」を設置し、相談員 

が患者やその家族などからの医療に関する苦情、相談に応じています。 

○ 医療に関する相談窓口は、保健所を設置している横浜市、川崎市、相模原市、横須 

賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市にも設置され、県と各市が分担して応じています。 

○ 県は、「神奈川県医療安全相談センター」の円滑な運営のため、関係機関・団体等と 

連携・協力していくことが必要です。 

 

（２）医療機関等における安全管理体制の確保、立入検査による確認 

○ 医療機関における医療安全を確保するため、各保健福祉事務所は定期的に病院等へ 

の立入検査を実施し、医療安全管理や院内感染対策の体制の確保等について確認・指 

導を行っています。 

○ 医療機関は、医療の安全と信頼を更に高めるため、各医療機関の特性に応じた医療 

安全管理体制や院内感染防止対策の確保に今後とも十分に努めることが必要です。 

 ○ 薬局等は、医薬品の適正使用による医療安全を確保するため、適正な業務体制を整

備することが必要です。また、各保健福祉事務所は定期的に薬局等への立入検査を実

施することにより、医薬品の適正使用に係る業務体制の整備について確認・指導を行

います。 

○ 臨床検査の精度向上のため、県は所管の衛生検査所に対して共通の試料を用いた精 

度管理調査及び立入検査を実施し、適正な検査業務について確認・指導を行っていま 

す。 

○ 臨床検査は診断の基礎となり、県民に良質かつ適切な医療を提供するために重要で 

あることから、衛生検査所は常に検査精度の向上に取り組むことが必要です。 

○ なお、保健所設置市内に所在する医療機関や薬局、衛生検査所の立入検査について 

は、各市が実施しています。 

 

（３）医療安全対策の普及啓発 

○ 県、県医師会、県病院協会、県看護協会、県薬剤師会及び県歯科医師会は、「神奈川 

県医療安全対策事業実行委員会」を構成し、医療従事者を対象に医療安全に関する研 

【現状】 

【課題】 
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修及び普及啓発を行っています。 

○ 医療安全対策の重要性がますます増しており、県は、継続的に普及啓発していくこ 

とが必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）医療に関する相談体制（県、保健所設置市、医療関係者） 

○ 県は、引き続き「神奈川県医療安全相談センター」を設置し、相談員が患者やその  

家族などからの医療に関する相談に応じ、問題解決に向けた助言を行うことで患者の 

適切な受診などにつなげていきます。 

○ 県は、保健所設置市の各相談センターとの連絡会を開催し、連携を強化するほか、 

より的確な相談対応を行うため、法律の専門家を医療安全相談アドバイザーとして置 

いて助言を得るなど、適切な相談体制を確保します。  

 

（２）医療機関等における安全管理体制の確保（県、保健所設置市、医療関係者） 

○ 県及び保健所設置市は、医療機関における医療安全を確保するため、引き続き定期 

的に病院等への立入検査を実施し、医療安全管理や院内感染対策の体制の確保等につ 

いて確認・指導を行います。 

○ 県及び保健所設置市は、医薬品の適正使用による医療安全を確保するため、薬局等 

に対し、引き続き定期的に立入検査を実施し、適正な業務体制の確認・指導を行いま 

す。 

○ 県及び保健所設置市は、臨床検査の精度の向上を図るため、引き続き定期的に衛生 

検査所に対する精度管理調査及び立入検査を実施し、適正な検査業務の確認・指導を 

行います。 

 

（３）医療安全対策の普及啓発（県、医療機関・医療関係者） 

○ 県、県医師会、県病院協会、県看護協会、県薬剤師会及び県歯科医師会は、「神奈川 

県医療安全対策事業実行委員会」を構成して医療安全推進セミナーを開催し、県内医 

療従事者に対する医療安全の知識の向上及び意識啓発を図ります。 
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・医療を実際に受ける患者の立場に立った医療体制の構築のために、安心して医療が受けられるよう、医 
療提供施設に関する機能を公表し、医療連携体制の構築を推進しています。 

 

 
・かながわ医療情報検索サービスが国の統一システムである「医療情報ネット（仮）」に移行後も適切な 
情報提供に努めるとともに、病床機能についても多くの情報をより効果的に分析をする必要がありま 
す。 

 

第７章 県民の視点に立った安全・安心で質の高い医療体制の整備 

第１節 医療・薬局機能情報の提供、医療に関する選択支援 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

（１）医療・薬局機能情報、県民への医療に関する選択支援 

○ 医療提供施設（病院、診療所、助産所及び薬局）は、医療・薬局機能に関する情報 

を県に報告し、県は報告された事項を公表する義務があります。 

○ 令和５年度までは県が「かながわ医療情報検索サービス」によって県民に医療提供 

施設の医療・薬局情報を公表していましたが、令和６年度からは国が運営する「医療 

情報ネット（仮）」へ移行することとなりました。       

○ 県内医療提供施設からの令和４年度報告率は、医療は 75.9%、薬局は 88.3%となって 

おり、県は、県民が保健医療サービスの選択を適切に行えるよう、「医療情報ネット（仮）」 

に移行後も医療提供施設からの報告率の向上を図り、適切な情報提供に努める必要が 

あります。 

 

（２）病床機能報告 

○ 一般病床又は療養病床を有する病院及び診療所は平成 26年度から、現在（毎年７月 

１日時点）と将来（2025年７月１日時点）の病棟単位の病床機能（高度急性期・急性 

期・回復期・慢性期の４機能）、構造設備、人員配置などについて県に毎年報告をし、 

県は報告された事項を公表する義務（医療法 30条の 13）があります。 

○ 県内約 460の医療機関が報告対象であり、県は未報告の医療機関に対する督促やデ 

ータのチェックを行い、ホームページ上で取りまとめた結果を公表しています。令和４

年度の県内医療機関の報告率は、99.1%です。 

○ データ量が膨大であるためとりまとめに時間を要しますが、地域医療構想推進の検 

討の基礎となることから、県は速やかな対応が求められます。また、病床機能の定量 

的な基準がない中で、各医療機関が自主的に報告をした内容ではあるものの、多くの 

情報が集積していることから、県は効果的な分析を行い、地域医療構想の推進などに 

活用をしていくことが必要です。 

 

（３）外国籍県民・外国人旅行者等外国人患者への対応について 

○ 神奈川県「県内外国人統計（外国人登録者統計）」によると、県内に住む外国籍県民

の人口(住民基本台帳上の外国人数)は増加傾向にあり、令和４年度には過去最高の 239

【現状】 

【課題】 
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千人となりました。これは、県の総人口の 2.6％になります。国・地域別では、中国が

29％を占めており、ベトナム、韓国、フィリピン、ネパールと続いています。 

 

２ 施策の方向性 

（１）医療・薬局機能情報、県民への医療に関する選択支援 

○ 県は、県内の全ての医療提供施設に対し、年に１回定期的な医療・薬局機能報告を 

求めるほか、名称や所在地、診療科目などの基本情報に変更があった場合は速やかに 

報告をするように指導をします。 

○ 県は、未報告の医療提供施設に対して指導を行い、報告率の向上を図ります。 

○ 県は、「神奈川県医療安全相談センター」などにおいて、患者が医療機関から提供さ 

れる情報を理解し、主体的に考えて自己決定できるように支援します。 

 

（２）病床機能報告  

○ 毎年実施する病床機能報告について、県は、未報告医療機関への督促、データのチ 

ェック及び補正を着実に行い、できるだけ速やかに集計結果を公表していきます。 

○ 病床機能報告により集積された情報をより一層活用するため、県は効果的な分析方 

法を検討し、有益な情報提供に努めます。 

 

（３）外国籍県民・外国人旅行者等外国人患者への対応について（県、医療機関、医療関

係者） 

○ 県は、外国籍県民等が安心して適切な医療を受けられるように、ＮＰＯなどと連帯

し、医療通訳を養成・派遣するシステムの推進を図ります。 

 

医療情報ネット（仮）イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働省】 
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令和３年度病床機能報告 

             （単位：床） 

 

 

 

 

 

 

 

全体
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期

休棟中
(今後再
開する
予定）

休棟中
(今後廃
止する
予定）

全体
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期
休棟予
定

廃止予
定

介護保
険施設
等へ移
行予定

23,427 4,563 10,687 3,508 4,469 194 6 -

23,422 4,699 10,611 3,700 4,303 109 0 0

4,586 130 3,103 432 881 9 31 -

4,545 170 3,092 432 841 10 0 0

4,843 191 3,738 354 472 86 2 -

4,803 327 3,697 354 422 3 0 0

6,145 908 2,306 411 2,468 52 0 -

6,123 908 2,301 408 2,506 0 0 0

5,357 1,464 1,785 923 999 186 0 -

5,282 1,478 1,787 939 1,040 38 0 0

4,360 604 2,032 604 1,096 5 19 -

4,292 749 1,878 644 996 25 0 0

4,647 1,160 1,587 551 1,220 129 0 -

4,604 1,167 1,597 551 1,220 69 0 0

5,468 109 3,061 1,243 1,049 6 0 -

5,397 115 3,075 1,257 950 0 0 0

3,012 325 1,218 301 1,113 55 0 -

2,971 329 1,209 301 1,113 19 0 0

61,845 9,454 29,517 8,327 13,767 722 58 -

61,439 9,942 29,247 8,586 13,391 273 0 0

No 二次保健医療圏

上段は2021年7月1日時点、下段は2025年7月1日時点の予定

1 横浜圏域 横浜市

2 川崎北部圏域
高津区、宮前区、多摩
区、麻生区

3 川崎南部圏域 川崎区、幸区、中原区

4 相模原圏域 相模原市

5 横須賀・三浦圏域
横須賀市、鎌倉市、逗子
市、三浦市、葉山町

6 湘南東部圏域
藤沢市、茅ヶ崎市、寒川
町

7 湘南西部圏域
平塚市、秦野市、伊勢原
市、大磯町、二宮町

計

8 県央圏域
厚木市、大和市、海老名
市、座間市、綾瀬市、愛
川町、清川村

9 県西圏域

小田原市、南足柄市、中
井町、大井町、松田町、
山北町、開成町、箱根
町、真鶴町、湯河原町
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・医療の提供は、患者に身近な地域で行われることが望ましいという観点から、地域医療支援病院制度が
創設されており、県内全ての二次保健医療圏に整備されています。 

 

 

・関係法令の改正により役割が増す中、地域医療支援病院は地域の中心的な医療機関として、適切な医療
連携を推進し、法の求める役割を果たすことが必要です。 

第２節 地域医療支援病院の整備 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

○ 医療の提供は、患者に身近な地域で行われることが望ましいという観点から、地域医 

療支援病院制度が創設され、同病院は第一線で地域医療を担う「かかりつけ医」などを 

支援し、他の医療機関と適切な連携を図り、地域医療の充実を図る役割を果たしていま 

す。 

○ 患者紹介率や地域の医師との医療機器共同利用、地域医療従事者に対する研修の実施 

等の一定の要件を満たすことにより、知事又は保健所設置市の市長から名称使用を承認 

されることで、地域医療支援病院となることができます。 

○ 県内の地域医療支援病院は、令和５年４月現在で 42病院あり、県内全ての二次保健医 

療圏に整備されています。 

○ 地域医療支援病院は、令和４年度の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関 

する法律の改正により、医療の提供に関して感染症発生・まん延時に講ずべき措置が義 

務付けられました。 

○ 地域医療支援病院は地域の中心的な医療機関として、適切な医療連携を推進し、法の 

求める役割を果たすことが必要です。 

 

２ 施策の方向性 

○ 県及び保健所設置市は、医療連携を推進する地域の中心的な医療機関として重要な役 

割を果たしている地域医療支援病院の確保に努めます。 

○ 新たに地域医療支援病院の名称使用の承認申請があった場合、県及び保健所設置市は、 

当該病院が所在する二次保健医療圏の地域医療構想調整会議等において協議し、県医療 

審議会の意見を聴いたうえで承認手続きを行います。  

○ 県及び保健所設置市は、毎年提出される地域医療支援病院の業務報告書により、承認 

要件の充足状況等を確認します。 

○ 承認要件を満たしていないことが確認されたときは、県及び保健所設置市は、原因や 

事情などを確認したうえで、承認要件を満たし地域医療支援病院として適切な役割を果 

たすよう指導します。 

○ 県及び保健所設置市は、地域医療支援病院の業務報告書をホームページで公表すると 

ともに、必要に応じて県医療審議会に業務実績の概要を報告し、地域医療支援病院の経 

営の透明性を確保します。 

【現状】 

【課題】 
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○ 県は、医療法施行規則で規定する「地域における医療の確保を図るために当該病院が 

行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項」を定める際には、地 

域医療構想調整会議等において協議するとともに、県医療審議会において審議して決定 

します。 

 

県内の地域医療支援病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   （令和５年４月現在 42病院）  

 

 

 

 

 

二次保健医療圏名 施　設　名
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院
横浜市立市民病院
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院
横浜市立みなと赤十字病院
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院
県立こども医療センター
県立循環器呼吸器病センター
菊名記念病院
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
昭和大学横浜市北部病院
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
昭和大学藤が丘病院
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜保土ケ谷中央病院
社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院
川崎市立多摩病院
医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院
関東労災病院
社会医療法人財団石心会川崎幸病院
川崎市立川崎病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院
独立行政法人国立病院機構相模原病院
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
横須賀市立市民病院
横須賀市立うわまち病院
医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院
藤沢市民病院
茅ヶ崎市立病院
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院
独立行政法人国立病院機構神奈川病院
平塚市民病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院
東名厚木病院
厚木市立病院
大和市立病院
小田原市立病院
県立足柄上病院

湘　南　西　部

県　　　　　西

県　　　　　央

横　　　　　浜

川　崎　北　部

川　崎　南　部

相　　模　　原

横須賀・三浦

湘　南　東　部
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第３節 公的病院等の役割 

 

１ 現状・課題 

    

 

 

（１）公的病院等 

○ 県内の公立・公的病院は、各二次保健医療圏における基幹病院としての役割を果た 

すだけでなく、高度専門医療や救急医療、がん医療、小児医療、周産期医療、リハビ 

リテーション医療、災害拠点病院等の中心的な役割を果たしています。 

○ また、結核・感染症の入院治療施設、エイズ拠点病院等、民間病院だけでは担うこ 

とが難しい政策的な医療を提供しています。 

○ 地域医療構想の実現に向けて、各公立・公的病院が作成した「具体的対応方針」※ 

１を地域で共有し、公的病院等と民間病院との役割を明確化するなど、効果的・効率 

的な地域医療提供体制を構築していく必要があります。 

 

（２）県立病院 

○ 県立病院は、それぞれの病院の特性に応じて①高度・専門医療の提供、研究開発、 

②広域的な対応が必要な救急医療、災害時医療、感染症医療、③地域の特殊性などか 

ら地域だけでは実施が困難な医療、④医師・看護師等医療従事者の人材育成などの基 

本的な役割・機能を担っています。 

○ その上で、地域包括ケアシステムの構築や地域医療構想を踏まえた対応などの医療 

を取り巻く状況に機敏に対応することが求められています。 

○ 地域の限られた資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療提供体制を構築するた 

めにも、それらを支える人材の確保・養成を図っていく必要があります。 

 

 

 

【現状・課題】 
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２ 施策の方向性 

（１）公的病院等（県、市町村、医療機関・医療関係者） 

○ 地域医療構想調整会議等の場で、公的病院等や地域医療支援病院・特定機能病院に 

ついて、具体的対応方針（※１）に基づき、2025年を見据えた構想区域（＝二次保健 

医療圏）において担うべき役割や対応方針などについて協議を進めます。 

○ また、公的病院等と民間病院の役割分担についても更に検討を進め、公的病院等の 

機能強化を支援していきます。 

○ なお、地域医療構想の目標年である令和７年（2025年）が本計画期間中に到来する 

ことから、国の動向も注視しながら、新たな地域医療構想の策定に向け、公的病院等 

の担うべき役割等についても更なる検討を進めます。 

 

（２）県立病院 

 ○ 各病院の特性を生かした良質な医療を継続的に提供するとともに、医療機能の最適

化に努め、県立病院に求められる機能を果たしていきます。 

○ 医療の安全を確保するとともに、患者の視点に立った医療の提供に努めます。 

○ 高度化、多様化する県民の医療ニーズに対応するため、新たな治療法の研究開発に 

積極的に取り組むための体制の強化を行います。 

○ 人材育成機能を充実し、効率的かつ効果的な業務運営体制の強化の推進に努めます。 

 

①足柄上病院（地方独立行政法人神奈川県立病院機構） 

県西医療圏の中核的な総合医療機関として、救急医療、第二種感染症指定医療機関、 

災害拠点病院、臨床研修指定病院などの役割を担うとともに、看護師の特定行為研修 

については、地域の医療機関を対象とした研修を実施します。 

また、地域包括ケアシステムの推進を支援するため、地域の医療機関との連携を強 

化するとともに、急性期から専門的リハビリテーション提供による機能回復支援、在 

宅医療の後方支援までをシームレスに対応できるよう、回復期医療の充実を図ります。 

さらに、災害への対応力強化や新興感染症に対応するため、２号館建替等の再編整 

備事業に取り組みます。 

②こども医療センター（地方独立行政法人神奈川県立病院機構） 

小児専門総合病院として、難易度の高い手術や難治性疾患、希少疾患等に対する高 

度・専門医療を積極的に実施するとともに、小児がん拠点病院や総合周産期母子医療 

センター、小児救急システム三次救急医療機関としての役割を果たしていきます。 

③精神医療センター（地方独立行政法人神奈川県立病院機構） 

精神科救急の基幹病院として、精神科救急・急性期医療の充実を図るほか、思春期医

療、ストレスケア医療、依存症医療、医療観察法医療等の高度・専門医療を推進しま

す。 

また、行政機関や他医療機関と連携し、訪問看護等の強化により患者の地域移行を 

推進します。 

さらに、災害拠点精神科病院として、災害時における精神科医療を提供する上での 

中心的な役割を担います。 
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④がんセンター（地方独立行政法人神奈川県立病院機構） 

都道府県がん診療連携拠点病院としての役割を果たし、手術療法、放射線療法及び 

薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療のさらなる質の向上に努めるとともに、

より高度な医療を提供するため、特定機能病院の承認を目指します。 

また、緩和ケアや漢方薬などの支持療法、がんリハビリテーションの提供など、患者 

の生活の質を高める取組やアピアランスケアなどの患者支援機能を充実していきます。 

さらに、がんゲノム医療や重粒子線治療など、高度で先進的ながん医療を提供しま

す。 

⑤循環器呼吸器病センター（地方独立行政法人神奈川県立病院機構） 

循環器及び呼吸器の専門病院としての医療を提供するとともに、結核指定医療機関 

として、結核医療を実施します。 

また、呼吸器に係る新興感染症の対応を図ります。 

⑥神奈川リハビリテーション病院（県） 

脊髄障害、脳血管障害等のリハビリテーション医療の拠点施設として、多職種のチ 

ームによる早期社会復帰を目指したリハビリテーション医療及び福祉と連携した障が 

い者医療を実施します。 

 

 

■用語解説 

※１ 具体的対応方針 

厚生労働省等からの通知に基づき、公立病院設置市及び県立病院が策定している「公立病院経営強

化プラン」や「公的医療機関等 2025プラン」のこと。 
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・地域包括ケアシステムの構築を進める上で、歯科医療機関は地域の医療機関等との連携を推進するこ
とが必要です。 

・歯科訪問サービスを実施している歯科診療所の県内の人口10万人あたりの施設数は、15.4施設で全国
平均の18.6施設を下回っています。（厚生労働省「令和２年医療施設調査」） 

 

 
・障がい児者、要介護者の口腔ケアを含む在宅歯科医療の必要性も高まっており、訪問歯科診療などの 
歯科訪問サービスが受けられる体制を整備していくことが必要です。 

 

 

 

第４節 歯科医療機関の役割 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

  

 

（１）全てのライフステージ 

○ 県民が生涯にわたり生活の質の向上を図るために重要な、良質かつ適切な歯科医療 

の提供及び「食べる」「話す」などの口腔機能の維持・向上に歯科医療機関は努める必 

要があります。 

○ 地域包括ケアシステム推進のため、保健・医療・福祉等の多職種連携による、ライフ

ステージや全身の健康状態に応じた継続的な歯科医療及び口腔ケア等が必要です。 

 

（２）在宅歯科医療における役割 

○ 在宅医療に関する知識や経験がない患者や家族が在宅歯科医療を選択できないケー 

スがあり、患者・家族の不安や負担の軽減のためには、身近に相談できる体制が必要 

です。 

○ 厚生労働省「医療施設調査」によると、県内の人口 10万人あたりの歯科訪問サービ

スを実施している歯科診療所の施設数は、15.4 施設で全国平均の 18.6 施設を下回っ

ており、訪問歯科診療などの歯科訪問サービスが受けられる体制を整備していくこと

が必要です。 

○ 誤嚥性肺炎予防や口から食べるという生活の質の向上を図るうえで、口腔ケアや摂

食・嚥下リハビリテーション、難病患者や障がい児者、要介護者の在宅歯科医療及び医

科や介護との連携体制の強化が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）全てのライフステージ（県、市町村、歯科医療機関、関係団体、関係機関） 

○ 良質かつ適切な歯科医療及び口腔機能の維持・向上を行うとともに、県、市町村、  

関係団体及び機関と連携し、8020運動などの地域の普及活動とも連携した生涯にわた 

る県民の歯と口腔の健康づくりの取組を推進します。 

○ 保健・医療・福祉等との多職種連携により、ライフステージや全身の健康状態に応  

じた継続的な歯科医療及び口腔ケアの提供ならびに県や市町村が実施する歯科保健医 

療施策への協力を促進し、県民の健康の保持増進を図ります。 

○ 地域で療養する患者（要介護者及び障がい児者等）の歯科医療及び口腔ケアニーズ

【現状】 

【課題】 
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に対応できるよう、医療及び福祉分野との情報共有及び連携強化を図ります。 

○ 一般の歯科医療機関では治療が困難な障がい児者及び要介護者の歯科治療について、

高次歯科医療機関において提供する体制を、県、市町村、関係団体及び機関と連携し、

確保します。 

 

（２）在宅歯科医療における役割（県、市町村、歯科医療機関、関係団体、関係機関） 

○ 県は、市町村、関係団体と連携して在宅歯科医療に対応できる歯科医療機関につい 

て、情報提供を行います。 

○ 県は、市町村、関係団体及び機関と連携して、患者・家族が身近に相談できる「か 

かりつけ歯科医」を持つことの普及啓発に取り組むほか、在宅歯科医療に係る相談体 

制の充実など、患者・家族の不安や負担軽減に向けた取組を推進します。 

○ 県は、市町村、関係団体及び機関と共に、医科や介護と連携した多職種による口腔  

ケアを含む在宅歯科医療支援ネットワークの整備や、関係職種における口腔ケア及び 

摂食・嚥下リハビリテーションを推進します。 

○ 県は、在宅歯科医療の需要の増加に対応するため、在宅歯科医療を担う歯科医療従 

事者を十分確保する必要があることから、在宅歯科医療を担う歯科医師、歯科衛生士、 

歯科技工士の人材育成を行います。 
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・県内の訪問看護ステーション及び訪問看護職員数は年々増加しており、令和３年 10 月時点の訪問看護 
職員数（常勤換算）は 4,989 人となっていますが、本県の人口 10 万人当たりの訪問看護職員数は、全 
国の 60.5 人に対し、本県は 54.0 人（全国 32 位）と全国平均を下回っています。 

・県内の訪問看護ステーションは、約 60％が５人未満の看護職員で運営している小規模事業所となって 
います。 

 

 

・病院完結型から地域完結型への医療提供体制の移行に伴い、訪問看護ステーションに一層のサービス提 
供が求められるため、訪問看護を担う看護職員のさらなる確保・育成・定着に取り組むことが必要です。 

・小規模事業所は、５人以上の看護職員で運営している事業所と比較して経営困難に陥りやすく、離職率 
が高い傾向にあります。 
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第５節 訪問看護ステーションの役割 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）現状 

○ 県内の訪問看護ステーションは年々増加し、平成 29年の 610事業所から令和５年に 

は 953事業所に増えています。（図表７-５-１） 

○ 県内の訪問看護ステーションの約 60％が、1 事業所当たり看護職員数５人未満で運

営している小規模事業所となっています。（図表７-５-２） 

○ 在宅医療を担う訪問看護ステーションには、看護職員をはじめ理学療法士や作業療 

法士等の様々な職種が就業していますが、中心となる看護職員の就業者数（常勤換算） 

は 4,989人で、人口 10万人当たりでは全国の 60.5人に対し、本県は 54.0人（全国 32 

位）と全国平均を下回っています。（図表７-５-３、図表７-５-４） 

○ 訪問看護サービスの利用者数は増加しており、緊急時の訪問対応や 24時間対応、タ 

ーミナルケアの実施等の需要が高まっています。（図表７-５-５～図表７-５-８） 

 

図表７-５-１ 訪問看護ステーション数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）神奈川県介護保険指定機関等管理システム登録数より医療課にて作成 

 

 

【現状】 

【課題】 
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図表７-５-２ 常勤看護職員数別事業所数 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（出典）神奈川県「令和４年度神奈川県看護職員就業実態調査（訪問看護ステーション）」 

 

図表７-５-３ 訪問看護ステーションの常勤換算看護職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

 

図表７-５-４ 人口 10 万対訪問看護ステーション常勤換算看護職員数 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「令和３年度介護サービス施設・事業所調査」 
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図表７-５-５ 訪問看護サービス利用者数の推移 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

 

図表７-５-６ 緊急時訪問看護加算利用実人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

 

図表７-５-７ 24時間対応体制加算利用実人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 
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図表７-５-８ ターミナルケア実施件数の推移（各年９月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

 

（２）課題 

○ 病院完結型から地域完結型への医療提供体制の移行に伴い、訪問看護ステーション 

に一層のサービス提供が求められるため、訪問看護を担う看護職員のさらなる確保・ 

育成・定着に取り組むことが必要です。 

○ 高齢多死社会を迎え、緊急時の訪問対応や 24時間対応、ターミナルケアの実施等が 

求められていますが、「厚生局届出受理指定訪問看護事業所名簿（令和５年４月１日時 

点）」によると、これらの機能を備えた機能強化型訪問看護ステーション数は 70施設 

にとどまっています。 

○ 訪問看護ステーションでは、患者の状況に合ったサービスを提供するために、看護 

職員自らが利用者やその家族と相談の上で看護方針を決定するなど、一人ひとりの看 

護職員に適切な判断が求められますが、小規模な事業所が多く、人手不足から研修に参 

加できない、最新の看護技術情報を入手しにくい、といった課題があります。また、神 

奈川県「看護職員就業実態調査（訪問看護ステーション）」によれば、小規模事業所は、 

５人以上の看護職員で運営している事業所と比較して経営困難に陥りやすく、離職率 

が高い傾向にあります。 

○ 地域で患者・家族を支えていくために、在宅医療・介護に従事する他の職種や、地域

の訪問看護ステーション、医療・介護の関係機関等との連携が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

○ 県は、在宅医療への従事を希望する看護職員や在宅医療に従事している看護職員に

対して研修を行うことにより、訪問看護ステーションで働く職員の確保・育成・定着を

図ります。 

○ 県は、訪問看護ステーションの安定的な運営のため、訪問看護ステーションの管理

者の経営力向上のための支援を行います。【再掲】 

○ 県は、関係団体等と連携して、訪問看護ステーションの看護職員が、常に利用者の状

況に合ったサービスを提供できるよう、各地域の事業所が連携して効果的な研修を行

う仕組みづくりを支援します。 

○ 県は、訪問看護ステーションの看護職員が、在宅医療・介護に従事する他の職種とと

もにチームとして患者・家族を支えていくために、地域における訪問看護ステーショ

ン間や医療・介護の関係機関等、多職種との連携強化を図ります。 
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○ 県は、訪問看護の安定的な提供に向けて、訪問看護ステーションの経営の安定化と

看護の質の向上を図るため、看護職員５人以上の訪問看護ステーションの増加を目指

します。【再掲】 

○ 県は、訪問看護の利用者の重度化・多様化・複雑化に対応するため、緊急時の訪問対

応や 24時間対応、看取りへの対応、ターミナルケアの実施、医療的ケア児等の受入れ

等の機能を備えた機能強化型訪問看護ステーションの充実を図ります。 

 

３ 指標一覧【再掲】 

 
指標名 出典 計画策定時の値 

(データの年度) 
目標値 
(令和 11 年度) 

訪問看護に従事する常勤換算看護
職員数（再掲） 

厚生労働省,介護サービス施
設・事業所調査 

4,989（R3）  

看護職員５人以上の訪問看護ステ
ーション数（再掲） 

神奈川県,看護職員就業実態
調査（訪問看護ステーション） 

224（R3）  
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第６節 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の普及 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）かかりつけ医・かかりつけ歯科医の普及啓発について 

○ 限りある医療資源の有効活用及び患者一人ひとりに適切な医療サービスを提供する 

ため、日頃から身近なところで健康管理を行う「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」 

（※１、２）の普及が必要ですが、第７回日本の医療に関する調査（日本医師会総合 

政策研究機構 令和２年７月）では、「かかりつけ医がいる」と答えた国民は全体の５ 

割強ほどです。 

 ○ また、同調査によると、「かかりつけ医がいない」者について、その理由は「あまり 

病気にならないので必要ないから」が７割程度となっている一方、「どのような医師が 

かかりつけ医に適しているか分からない」が２割弱、「かかりつけ医を選ぶための情報 

が不足しているから」が２割弱、「探す方法が分からない」が１割強となっていること 

から、積極的な周知が必要です。 

 ○ かかりつけ医等の普及啓発の遅れは、医療現場へ様々な影響を及ぼしています。 

ア 救急医療への影響 

   令和３年中における県内傷病程度別の搬送人員の構成比としては、軽症患者の割 

合が 43.9％、中等症の割合が 46.7％を占めており、軽症・中等症の割合が 90.6％を 

占めています。 

軽症患者が二次・三次救急医療機関へ流入し、二次・三次救急医療機関に搬送され

る患者（重篤から中等症まで）の円滑な救急入院の受入れに支障が生じてきているこ

とから、救急医療体制に関する理解や適切な医療機関の選択等に係る適正受診の促進

（県民の意識の向上）が必要です。【第２部第１章Ｐ９、10再掲】 

イ 重複受診への影響 

同一疾病で、複数の医療機関を受診する、いわゆる「重複受診」により、重複す 

る検査や投薬によって、かえって体に悪影響を与えることがあるといわれています。 

神奈川県の患者総数に占める重複受診者の割合は＿％で、全国の＿％を上回ってい 

ます。（令和５年 12月頃把握予定 出典：NDBデータブック） 

 ○ 上記ア・イの状況を解消するためにも、医療機関及び専門医とかかりつけ医の適切 

な役割分担を進め、初期医療や在宅医療を担う「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」 

を定着させる必要があります。 
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 ○ また、国は「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」についての検討を始めてお 

り、その中で、かかりつけ医機能報告制度の創設やかかりつけ医機能の定義を法定化 

等の内容も言及されていることから、動向を注視していく必要があります。 

 

（２）かかりつけ薬剤師・薬局の普及啓発について 

○ かかりつけ薬剤師・薬局（※３）とは、患者一人ひとりの服薬情報を一元的・継続 

的に把握し、他の薬との飲み合わせや副作用などの相談対応など、患者にとって適切 

な医療サービスを提供する薬剤師・薬局です。 

○ 県内には薬局が 4,156施設ありますが、その中で、かかりつけ薬剤師・薬局の役割 

を担う薬局として認定・届出を行った「健康サポート薬局」「地域連携薬局」「専門医 

療機関連携薬局」制度（※４）は、延べ 537施設あります。 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

県内全薬局数 3,952 4,009 4,093 4,156 

 健康サポート薬局  119  143  183  194 

地域連携薬局 ― ―  201  334 

専門医療機関連携薬局 ― ―   9   9 

○ しかしながら、薬局の利用に関する世論調査（内閣府 令和３年２月）では、「かか

りつけ薬剤師・薬局を決めている」と答えた国民は 7.6％であり、薬局を一つに決め

ていると答えた国民と合わせても 26.0％に留まっています。 

○ そこで、県民に「かかりつけ薬剤師・薬局」を持っていただけるよう、より一層の

普及・啓発に取組む必要があります。 

○ さらに、患者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしができることを目指した地域包

括ケアシステムの構築が推進されていることを踏まえ、在宅医療等における服薬管理

等も担える「かかりつけ薬剤師・薬局」を定着させる必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

（１）普及啓発に関する取組 

○ 県は、患者・家族が身近に相談できる「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」「かか 

りつけ薬剤師・薬局」の役割や必要性について、広域的な普及啓発を行います。 

○ 医療機関・医療関係者は、かかりつけ医機能の充実・強化を目指した日本医師会か 

かりつけ医機能研修制度へ参加します。 

○ 県及び市町村は、救急医療体制に関する理解や適切な医療機関・薬局の選択等に係 

る適正受診の促進、並びに患者や家族が身近に相談できる「かかりつけ医」「かかりつ 

け歯科医」「かかりつけ薬剤師・薬局」を持つことを通じて健康寿命の延伸のためのセ 

ルフメディケーション（※５）の大切さを認識してもらい、県民が主体的に医療に関 

わっていくよう、普及啓発に取り組みます。 

 ○ 県は、かかりつけ医機能等に関連した新たな国施策について、必要な情報収集や適

切な対応を行ってまいります。 
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（２）かかりつけ医、かかりつけ歯科医等の育成に関する取組 

 ○ 在宅医療トレーニングセンターなどで研修等を通じた教育の機会を継続的に設け、 

かかりつけ医として地域の診療体制を担う医師を育成します。 

 

（３）かかりつけ薬剤師・薬局に関する取組 

○ 県、市町村及び医療機関・医療関係者、薬剤師会等は、「患者のための薬局ビジョン

（※６）」に則した取組により、「かかりつけ薬剤師・薬局」の普及・定着を図ります。

また、かかりつけ機能を有する「健康サポート薬局」「地域連携薬局」「専門医療機関連

携薬局」の認定等を受ける薬局を増やしていく取組により、制度の普及・定着を図りま

す。 

○ 国では、電子処方箋、オンライン服薬指導等のデジタル化を推進しており、これらの

薬局薬剤師ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）は、今後の服薬指導等の在り

方や、かかりつけ薬剤師・薬局の普及にも影響することから、その動向を注視してまい

ります。 

 

■用語解説 

※１ かかりつけ医の定義 

何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身

近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」（日本医師会） 

※２ かかりつけ歯科医の定義 

「患者さんのライフサイクル」に沿って、継続的に口と歯に関する保健・医療・介護・福祉を提供し、

地域に密着した幾つかの必要な役割を果たすことができる歯科医師（日本歯科医師会） 

※３ かかりつけ薬剤師・薬局の定義 

患者が使用する医薬品について、一元的かつ継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康

等に関する多様な相談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される

薬剤師・薬局（日本薬剤師会） 

※４ 「健康サポート薬局」「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」制度 

 医薬品医療機器等法に基づき、一定の基準を満たしている薬局として届出や認定を受けている薬局 

 ・健康サポート薬局 

：地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局 

 ・地域連携薬局 

：外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設と 

の服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局 

 ・専門医療機関連携薬局 

：がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携 

を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応でき 

る薬局 

※５ セルフメディケーション 

 自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること（ＷＨＯ：世界保健機関の

定義）。例えば、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、体調管理（体温・

体重・血圧等の測定、健康診断受診等）を継続する等、日頃から健康を意識すること。 

※６ 患者のための薬局ビジョン 

患者本位の医薬分業の実現に向けて、かかりつけ薬剤師・薬局の今後の姿を明らかにするとともに、

団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）になる 2025 年、更に 10 年後の 2035 年に向けて、中長期的視野

に立って、現在の薬局をかかりつけ薬局に再編する道筋を提示したもの（平成 27 年 10月、厚生労働省

策定） 



96 

 

 【かかりつけ薬剤師・薬局の機能】 

  ①服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的・管理指導 

  ②24時間対応・在宅対応 

  ③かかりつけ医をはじめとした医療機関等との連携強化 

  ④健康サポート機能 

  ⑤高度薬学管理機能   ※④⑤は患者等のニーズに応じて充実・強化する機能 
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第７節 病病連携及び病診連携 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本県における病病連携及び病診連携の状況 

○ 神奈川県の高齢化率は、神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画」によれば、平成 

27年は 23.9％でしたが、令和７（2025）年には 26.7％になることが見込まれていま 

す。 

○ 医療需要についても、県の入院及び在宅医療等の医療需要は、神奈川県「地域医療 

構想（２）医療需要の将来推計」によれば、平成 25（2013）年の 131,513 人/日と比較 

すると、令和７（2025）年には、199,633人/日（1.73倍）に、令和 22（2040）年には、 

227,513人/日（1.73 倍）に増加することが見込まれています。 

○ 患者の検査データや処方薬歴等の医療情報については、各医療提供施設が個別に管 

理していますが、複数の医療機関を受診する場合、医療情報が医療機関間で共有され 

ていないため、重複した検査や投薬が行われることがあり、効率的ではなく、患者の 

負担が増加することがあります。 

○ さらに、専門医療の分化が進み、専門医の地域偏在や、高齢化による慢性疾患患者  

の増加が見込まれています。 

○ また、近年の新生児医療の発達により、都市部を中心にＮＩＣＵ（新生児集中治療 

室）が増設された結果、超未熟児や先天的な疾病を持つ子どもなど、以前なら出産直 

後に亡くなっていたケースであっても助かることが多くなってきました。その結果、 

医療的ケアを必要とする子どもの数が増加傾向にあるなど、医療需要が多様化してい 

ます。 

○ 多様化する医療需要等に対応するため、ある疾患に罹患した患者さんを中心として、 

地域で医療・介護にかかわる人々がそれぞれの役割分担を行い、お互いに情報共有を 

することにより、今後の診療の目標や注意点を明確にし、チームで患者を支えていく 

ためのしくみである地域連携クリティカルパスを活用している地域もあります。 

 

（２）地域医療連携の推進 

○ 超高齢社会が進展する中、疾病構造の変化や、地域で生活していきたいという患者 

【現状・課題】 
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のニーズなどの課題に対応していくためには、医療機関及び関係機関が機能を分担及 

び連携し、患者が急性期から回復期を経て自宅に戻った後の療養までを含めて、切れ 

目なく、医療を受けることができる連携体制の構築が求められています。 

○ また、切れ目のない医療連携体制の構築を進めるには、地域連携クリティカルパス 

を普及させていくことが必要です。 

○ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延に備えるた 

め、県、市町村、医療機関・関係機関が連携し、医療人材や感染症対策物資の確保の 

強化、情報基盤の整備等に関する医療措置協定の締結が求められています。 

 

（３）情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用した医療情報の共有 

○ 重複検査・投薬による非効率な医療サービスの提供を防ぎ、患者の状態にあった質 

の高い医療サービスや、効率的な検査、診断、治療を提供するためには、情報通信技 

術を活用し、患者の同意を得た上で、診療上必要な医療情報を、情報通信技術（ＩＣ 

Ｔ）を活用して共有するネットワークを構築し、関係医療機関間の連携を図ることが 

必要です。 

○ 障がい児者や医療的ケア児は、家族のレスパイト（休息）時等に限らず、外出先で 

も安心して適切な処置が受けられるよう、家族が医療データを常に持ち歩いたり、事

前に病院情報を調べたりする必要があるなど、家族に大きな負担がかかっており、情

報通信技術（ＩＣＴ）を利用した患者情報の共有による負担の軽減が求められていま

す。 

○ また、予想外の災害、事故に遭遇した際に、医療関係者が、処置に必要な患者情報 

を迅速に共有することで、どのような状況下においても、患者に対して適切な治療等

を遅滞なく提供できるようにすることが必要です。 

○ 専門医の偏在の解消や、増加する慢性疾患患者に対する慢性疾患コントロールの拡

充などが求められており、直接の対面診療を行わずに、情報通信技術を用いた遠隔診

療の普及・推進が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）地域医療連携の推進（県、市町村、医療機関・医療関係者、介護・福祉関係者） 

○ 県、市町村、医療機関・医療関係者及び介護・福祉関係者は、急性期や回復期・慢  

性期の病院に加え、在宅医療を担う診療所までの切れ目ない連携の構築に取り組むこ 

とや、疾病予防・介護予防まで含めた病病連携、病診連携をより一層進めます。 

○ 県、市町村、医療機関・医療関係者及び介護・福祉関係者は、医療機関や介護事業  

所における地域連携クリティカルパスの利用を促進するとともに、利用患者およびそ 

の家族に対して、パスの内容や効果について啓発していきます。 

○ 県、市町村、医療機関・医療関係者は、新興感染症医療と通常医療の連携を促進す  

るために、感染症法に基づく医療措置協定について協議を行い、協定の締結を目指し 

ます。 
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（２）情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用した医療情報の共有 

（県、市町村、医療機関・医療関係者、医療保険者、介護・福祉関係者、関係機関） 

○ 県、市町村及び医療機関・医療関係者は、安全・安心で質の高い医療提供体制の整  

備を県民に提供するために、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した患者・医療情報の共 

有を進めていきます。 

○ 県、市町村及び医療機関・医療関係者は、医療機能の分化・連携を促進するため、  

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した地域医療情報ネットワークの構築を進めていきま 

す。 

○ 県、市町村及び医療機関・医療関係者は、情報通信技術（ＩＣＴ）により、専門医  

の地域偏在の緩和や、患者や医療関係者の利便性を改善する遠隔診療の実用化につい 

て検討していきます。 

 

 

■用語解説 

※１ 地域連携クリティカルパス 

地域内で各医療機関が共有する各患者に対する治療開始から終了までの全体的な治

療計画のこと。急性期病院から回復期病院を経て自宅に帰り、連携医療機関に関わる

ような診療計画であり、医療連携体制に基づく地域完結型医療を具体的に実現するも

のとなる。（神奈川県立循環器呼吸器病センター）  

※２ レスパイト 

 「小休止」、「ひと休み」、「息抜き」という意味。ここでは、介護者が肉体的・精神的な負担を軽減す

るために休むことを指す。 
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・県では、平成 23 年 12 月に京浜臨海部を中心とする「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特
区」が、平成 25 年２月に県中央部の地域を中心とする「さがみロボット産業特区」が、また、平成 26
年５月には「国家戦略特区」に全県域が指定されました。 

・再生・細胞医療産業は、次世代の医療や新たな産業分野としても高い成長が期待されており、県ではそ
の産業化に向けた取組を促進するため、平成 28 年４月に、再生・細胞医療の産業拠点「ライフイノベ
ーションセンター（ＬＩＣ）」を公民共同で整備するとともに、企業や大学等の多様な主体の連携を進
めるため、同年 10 月に産学公ネットワークである「かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク（Ｒ
ＩＮＫ）」を設立しました。なお、令和５年１月に一般社団法人ＲＩＮＫが設立されました。 

・最先端の医療技術の実用化に向け、県では、主な取組として、令和４年３月策定の「神奈川県循環器病
対策推進計画」に基づき、ヘルスケア・ニューフロンティア施策における循環器病の研究を推進してい
ます。 

 
 
・県では、世界最高水準の高度な医療を提供するための「病床規制の特例」等の規制緩和メニューを活用
し、病床の整備等を図ってきましたが、最先端の医療・技術を県民にいち早く提供するため、高度な治
療の提供や臨床研究を行いやすい環境を、引き続き整備していく必要があります。 

・再生・細胞医療の産業化における各工程を担う企業や大学等が共通に抱えている課題に着目し、ＲＩＮ
Ｋ会員同士の意見交換を行い、議論を深めながら、課題解決に向けた取組を進めることが必要です。 

・最先端の医療技術の実用化に向けて推進している循環器病研究の実証試験において、引き続きエビデン
スを蓄積するとともに、将来的な臨床試験の枠組み等について検討するほか、把握した課題の解決等を
進めながら、県内の医療機関において継続的に実施できる体制についても検討する必要があります。 

 

第８節 最先端医療・技術の実用化促進 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）特区制度の活用 

○ 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、平成 23年に「総合特区」 

が創設され、県では、平成 23年 12月に横浜市、川崎市の臨海部を中心とする「京浜 

臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」が、平成 25年２月には県中央部の地 

域を中心とする「さがみロボット産業特区」が指定されました。 

○ さらに、産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動の拠点の形成を促進するため、 

規制改革を総合的・集中的に推進する「国家戦略特区」が創設され、平成 26年５月に 

本県は全県域が特区として指定されました。 

○ 県では、世界最高水準の高度な医療を提供するための「病床規制の特例（※１）」 

や臨床研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において、迅速に先進医療を提供でき 

るようにするための「保険外併用療養の特例（※２）」といった規制緩和メニューを活 

用し、病床の整備等を図ってきましたが、最先端の医療・技術を県民いち早く提供す 

るため、高度な治療の提供や臨床研究を行いやすい環境を、引き続き整備していく必 

要があります。 

 

（２）再生・細胞医療の産業化に向けた取組 

○ 再生・細胞医療産業は、例えば自分や他人の細胞から皮膚や神経を再生するなど、 

根本治療の可能性を秘めた次世代の医療として、また、新たな産業分野としても高い 

成長が期待されています。 

○ 県ではその産業化に向けた取組を促進するため、ライフサイエンス産業の集積が進 

【現状】 

【課題】 
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む川崎市殿町地区に、平成 28年４月に、再生・細胞医療の産業化拠点「ライフイノベ 

ーションセンター（ＬＩＣ）」を公民共同で整備しました。 

○ また、県は、ＬＩＣ入居事業者を中心に、平成 28年 10月に産学公ネットワークで 

ある「かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク（ＲＩＮＫ）（※３）」を設立し、 

細胞の培養、加工、輸送など、様々な事業者がそれぞれの役割を果たすバリューチェ 

ーンの確立を目指しており、令和５年８月上旬現在 181機関が加入[U1]し、再生・細胞

医 

療の産業化を実現する多様なプレイヤーが揃いつつあります。 

○ 今後は、各工程のプレイヤーが共通に抱えている、具体的な課題に着目し、テーマ 

別にＲＩＮＫ会員同士の意見交換を行うことで、議論をさらに深めながら課題解決に 

向けた取組を進めることが必要です。 

○ なお、令和５年１月に、再生・細胞医療等の実用化・産業化を促進するため、業界 

団体や関係機関と連携し、再生・細胞医療産業のイノベーション促進を目的とした一 

般社団法人ＲＩＮＫが設立されました。[U2] 

 

（３）最先端の医療技術の実用化に向けた取組 

○ 最先端の医療技術の実用化に向け、県では、主な取組として、令和４年３月策定の 

「神奈川県循環器病対策推進計画」に基づき、ヘルスケア・ニューフロンティア施策 

における循環器病の研究を推進しているところです。 

○ 主な研究・実証として、「①水素ガス吸入による t-ＰＡ治療の予後改善効果の実証 

（※５）」や「②心電図のＡＩ解析による『隠れ心房細動』診断の実証（※６）」など 

を実施しています。 

○ 今後は、上記①については、引き続きエビデンスを蓄積するとともに、将来的な臨 

床試験の実施の枠組み等についても検討するほか、上記②については、実証試験で把 

握した課題解決等を進めながら、県内の医療機関において、継続的に実施できる体制 

についても検討する必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

（１）特区制度の活用 

○ 県では、引き続き、国家戦略特区等の取組を推進し、規制緩和のメニューを活用し 

た高度な治療の提供や臨床研究を行いやすい環境の整備に取り組みます。 

 

（２）再生・細胞医療の産業化の取組 

○ 県では、再生・細胞医療の産業化に向け、細胞の「製造」「輸送」「評価」など、課題 

別の議論の場としてワーキンググループ等において、ＲＩＮＫ会員同士の議論を深め 

ていきます。 

○ また、羽田・殿町地区を拠点とした、東日本における再生・細胞医療の実用化に向 

けて、一般社団法人ＲＩＮＫと緊密な連携を図りながら、いち早い治療が地域で展開 

できるよう支援していきます。 

 

（３）最先端の医療技術の実用化に向けた取組 
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○ 県では、本県における医療的課題をイノベーションやテクノロジーで解決するた 

め、大学等が保有する有望シーズを支援するとともに、テクノロジーの実証フィール 

ドとして、県内医療機関や県内市町村等との連携が必要な場合は、県が調整を行うこ 

とで、最先端の医療技術の実用化に向けた取組を推進します。 

○ 当面の具体的な研究課題としては、「神奈川県循環器病対策推進計画」に基づき、循 

環器病の研究推進を継続します。 

 

 

■用語解説 

※１ 病床規制の特例 

世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があ

った場合、都道府県が当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて許可することを可能とする

特例。 

※２ 保険外併用療養の特例 

臨床研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において、医療水準の高い国で承認されている医薬品等

であって国際未承認のもの又は海外承認済みか否かに関わらず国内承認済みの医薬品等を適応外使用

するものについて、保険外併用の希望がある場合に、速やかに評価を行うことを可能とする特例。 

※３ かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク（ＲＩＮＫ） 

再生・細胞医療等の実用化・産業化を促進するため、ライフイノベーション センター入居企業を中心

に、業界団体や関係機関など多様な主体が参加するネットワークを構築し、企業等によるイノベーショ

ンの創出を図ることを目的に平成 28年 10月に設立。 

※４ 水素ガス吸入による t-ＰＡ治療の予後改善効果の実証 

脳梗塞患者に対する、t-ＰＡによる脳血栓溶解療法の予後改善効果を検証するため、脳梗塞を発症さ

せたマウスに、抗酸化物質として注目される水素ガスを事前吸入させることで、t-ＰＡ投与の副作用で

ある脳出血の抑制効果が得られるかを検証。 

※５ 心電図のＡＩ解析による『隠れ心房細動』診断の実証 

脳梗塞には、不整脈の一種である心房細動により、突然に血の塊ができて脳血管を詰まらせるケース

があります。心房細動は日常的に発生しているものではないため、心電図の検査では見逃されるケース

が多く、一方で、この心電図データには、心房細動の兆候が少なからず存在していることがわかってい

ます。そこで、健康診断で来院した方の心電図データをＡＩ解析することで、人の目では見逃されてい

た心房細動の可能性を把握し、心房細動の可能性のある方が確認されれば、詳細な検査や治療につなげ

るという実証を、ＡＩ解析の技術を有する大学や県内医療機関等と連携して実証を行っている。 
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・近年、新型コロナウイルス感染症の発生により、オンライン診療が拡大されたほか、遠隔での対応を
可能にする様々な先端技術の実装や、蓄積されるビッグデータを活用した未病改善等、デジタル技術
を活用した取組が進展しています。 

・一方、行政と医療機関の連携における課題が浮き彫りになるとともに、危機対応を行う医師や保健師 
等が不足する状況が生じました。 

 

 
・高齢者人口の増加に伴い、医療需要が今後、一層伸びていくことが見込まれている中、生産年齢人口 
の減少や医師の働き方改革等により、医療人材の確保と医療の効率的な提供が課題です。 

・ＩＣＴやデジタル技術を活用し、平時からのデータ収集の迅速化や収集範囲の拡充、医療のデジタル 
化による業務の効率化、データ共有を通じた医療の「見える化」の推進等により、新興感染症の感染 
拡大時において迅速に対応可能な体制を構築するなど、医療ＤＸの取組の推進が必要です。 

 

 

第９節 医療ＤＸの推進 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

医療ＤＸにより実現される社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 近年、ＡＩやロボットなど最先端技術の社会実装が進展する中、医療に関わるイノ

ベーションが活発化しています。例えば、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により人との接触回避が求められる中、オンライン診療が拡大されましたが、そう

した遠隔での対応を可能にする様々な先端技術の実装や、蓄積されるビッグデータを

活用した未病改善等、デジタル技術を活用した取組が進められています。 

 また、県民自らが、過去の検査結果やアレルギー情報などの自身の保健医療情報を

把握する個人情報管理（Personal Health Record）（※１）の取組も進んでいます。 

 ○ 一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、行政と医療機関の連携における課 

題を浮き彫りにするとともに、危機対応を行う医師や保健師等が不足する状況が生じ 

ました。本県においても、高齢者人口の増加に伴い、医療需要が今後、一層伸びて 

いくことが見込まれる中、生産年齢人口の減少や医師の働き方改革等により、医療人 

【現状】 

【課題】 

（出典）内閣官房「第１回医療ＤＸ推進本部」令和４年 10 月 12 日資料より抜粋 
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材の確保が大きな課題となっています。 

 ○ 将来の医療提供体制を維持していくためには、限られた医療資源の効率的な活用が

欠かせません。また、グローバル化が進展し、国を越えた人の移動が日常化した現代

では、新興感染症の発生によるパンデミックは、将来にわたり何度も起こる可能性が

あることに留意し、コロナ禍で顕在化した課題に対処していくことが不可欠です。 

 ○ 今後は、医療情報システムのセキュリティ対策に配慮した上で、ＩＣＴやデジタル

技術を活用し、平時からのデータ収集の迅速化や収集範囲の拡充、医療のデジタル化

による業務の効率化やデータ共有を通じた医療の「見える化」の推進等により、医療

の効率的な提供とあわせて、新たな感染症が発生した際にも迅速に対応可能な体制を

構築するなど、医療ＤＸ（※２）の取組により、いつでも・どこでも医療が受けられ

る社会の実現に向けた取組を進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム ～医療ＤＸに関する国の動向～ 

 

○ 国は、2022 年 10 月に「医療ＤＸ推進本部」立ち上げ、医療ＤＸが日本の医療の将来を大きく 

切り開いていくものとして、省庁横断的に取組を進め、その実現に全力を挙げていくこととし 

ています。 

 

○ 2023 年６月に開催された第２回医療ＤＸ推進本部において、全国の医療機関や薬局で電子カル 

テの情報を共有できるシステムを 2030 年までに普及させることなどを盛り込んだ「医療ＤＸの 

推進に関する工程表」が決定されました。 

 

○ 工程表では、医療ＤＸの施策を推進することにより、次の５点の実現を目指していく、として 

います。 

① 国民のさらなる健康増進 

 ② 切れ目なく質の高い医療等の効率的な提供 

 ③ 医療機関等の業務効率化 

 ④ システム人材等の有効活用 

 ⑤ 医療情報の二次利用の環境改善 

 

○ また、工程表では、医療ＤＸの具体的な施策として、次の項目を掲げています。 

① 全国医療情報プラットフォームの構築（2024 年度中の電子処方箋の普及促進、介護保険や予 

防接種等に係るマイナンバーカードを活用した情報連携の実現） 

② 電子カルテ情報の標準化等（透析情報などの標準規格化を推進するとともに、標準型電子カ 

ルテの開発を 2024 年度中に着手） 

③ 診療報酬改定ＤＸ（2024 年度に診療報酬算定と患者の窓口負担金計算を行う全国統一のプロ 

グラムである共通算定モジュールの開発を進め、2026 年度の本格提供等を通じて医療機関の間 

接コストを極小化） 

 

〇 県としても、こうした国の動きを踏まえつつ、医療機関や民間事業者等と連携し、いつでも・ 

どこでも医療が受けられる社会の実現に向け、取組を進めていく必要があります。 
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２ 施策の方向性（調整中） 

（１）医療現場における業務の効率化、人材の有効活用 

（２）医療機関等による診療情報の共有化 

（３）ＰＨＲの推進 

（４）その他、医療情報の利活用の環境整備 

 

 

■用語解説 

※１ 個人健康情報管理（Personal Health Record） 

 個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための

仕組み。 

※２ 医療ＤＸ（Digital Transformation） 

 保健・医療・介護の各段階（疾病の発症予防、受診、診療・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療

報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など）において発生するデータを、

全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通

化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活

の形を変えていくこと。 
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・認知症の人は、2025年には全国で700万人前後となり、65歳以上の高齢者の約５人に１人が認知症にな 
ると見込まれています。その後も高齢者の増加に伴い、認知症の人も増加することが見込まれていま 
す。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
・認知症施策の推進にあたっては、ひとりひとりが当事者目線で認知症について理解し、正しい知識を得
ることが重要です。 

・県では国が令和元（2019）年 6 月に策定した「認知症施策推進大綱」に基づき、取組を進めてきました。
令和５年６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、これに基づいた取組が求
められています。 

 

 

 

 

第８章 個別の疾病対策等 

第１節 認知症施策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）認知症とともに生きる社会づくり 

○ 高齢者の急速な増加に伴い、認知症の人も増加することが見込まれており、誰もが 

認知症とともに生き、共生社会の実現を推進するために認知症に関する正しい知識及 

び認知症の人に関する正しい理解を深めることが必要です。 

○ さらに、認知症の人が早期にその症状に気づき、診断や早期対応を推進するため、 

良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスを切れ目なく提供できる総合的な 

【現状】 

【課題】 
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15.5％

17.5%
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県内の認知症の人の将来推計について
認知症高齢者数（有病率一定）

認知症高齢者数（有病率上昇）

認知症有病率（有病率上昇の場合）

認知症有病率（有病率一定の場合）

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業
九州大学二宮教授）と国勢調査および国立社会保障・人口問題研究所による推計から算出）

①各年齢の認知症有病率が一定の場合の将来推計 人数/(率）
②各年齢の認知症有病率が上昇する場合の将来推計 人数/(率）＊久山町研究からモデルを作成すると、
年齢、性別、生活習慣病糖尿病）の有病率が認知症の有病率に影響することがわかった。本推計では2060

年までに糖尿病有病率が20％増加すると仮定。

万人

万人 

万人 

万人 

万人 

万人 

万人 

万人 
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支援を行うネットワークを、認知症疾患医療センター（※１）や地域包括支援センタ 

ー、市町村に設置される認知症初期集中支援チーム（※２）、認知症地域支援推進員 

（※３）を中心に構築する必要があります。 

○ また、認知症の人が、地域において尊厳を保ちながら希望を持って暮らすことがで 

きるよう、相談体制の充実や認知症に対する地域の方々の理解と協力など、地域全体 

で認知症の人と家族を支援する体制を構築していくことが必要です。 

○ 65歳未満で発症する若年性認知症については、多くが現役世代で就労や子育てもあ 

り、また、認知症特有の初期症状ではないこともあるため、受診が遅れる傾向があり 

ます。経済的な問題など、高齢者の認知症の人とは異なる課題を抱えていることか 

ら、認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職なども含めた支援を 

総合的に講じる必要があります。 

○ 認知症の人または家族等が孤立することがないように地域で安心して暮らすため 

の、見守り体制の充実などの施策に努めます。 

 

（２）認知症未病対策【再掲】 

○ 認知症の人は、2025 年には全国で 700万人前後になり、その後も顕著な高齢化に伴 

い、併せて認知症の人も増加することが見込まれています。また 65 歳以上の高齢者の 

約５人に一人が認知症になるといわれています。（資料提供：厚生労働省老健局認知 

症施策・地域介護推進課「認知症施策の推進について」） 

○ 認知症は、健康な状態からすぐに発症するのではなく、時間の経過とともに進行す 

るものであることから、食や運動習慣などの生活改善、いわゆる認知症未病の改善に 

取り組む必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

（１）認知症とともに生きる社会づくり 

○ 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって暮らすことができ、家族が安心して暮 

らせる、総合的な認知症施策を推進します。 

○ 当事者目線で認知症への理解を深めるため、「かながわオレンジ大使」（認知症本人 

大使）による本人発信支援を充実するとともに、県ホームページ「認知症ポータルサ 

イト」での一元的な情報発信等による普及啓発を進めます。 

○ 個々の認知症の状況に応じ認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な 

保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため「認知症疾患医療センター」を中 

心とした認知症専門医療の提供体制の強化をはじめ、医療と介護の連携、認知症の人 

への良質な介護を担う人材養成等に取り組みます。 

○ 若年性認知症支援コーディネーター（※４）の配置により、経済的問題等を抱える 

若年性認知症の人の、意欲・能力に応じた就労・社会参加等の様々な分野にわたる支 

援に取り組みます。 

○ 認知症介護の経験者等が、認知症の人や家族等からの介護の悩みなど認知症全般に 

関する相談を電話で行い、相談内容に応じた適切な関係機関へのつなぎを行うコール 

センターを設置し、精神面も含めた様々な支援ができるよう、相談体制を充実しま 

す。 
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○ 認知症の方やその家族が安心して暮らせる地域づくりのため、認知症の人を地域で 

見守る認知症サポーターの活動を支援します。また、ボランティアや支援団体、企業 

などが連携し、ニーズに応じた支援を推進する「認知症オレンジパートナーネットワ 

ーク」を充実させ、市町村における支援の仕組である「チームオレンジ」の構築を支 

援します。 

 

（２）認知症未病対策 

○ 認知症及び認知症の人を正しく理解するための普及啓発を行うとともに、科学的知 

見に基づき、認知症未病改善に効果的な取組として、コグニサイズなどの普及・定着 

や、早期発見、早期診断及び早期対応につなげるための取組を進めます。 

○ 未病指標及び未病ブランド等の地域展開で、認知機能の見える化を進めるととも 

に、最先端技術・サービス等の介入で未病改善を進めます。また、生活習慣から軽度 

認知障害の段階における評価や介入等の実証等に関する産学公連携プロジェクトを推 

進します。 

 

認知症の治療を行う医療機関 

（出典）かながわ医療情報検索サービス（令和 5年 7月 24日時点） 

 

 

■用語解説 

※１認知症疾患医療センター 

認知症の速やかな鑑別診断や、行動・心理症状と身体合併症に対する急性期医療、専門医療相談、

関係機関との連携、研修会の開催等の役割を担う。 

※２認知症初期集中支援チーム 

医療・介護の専門職が家族の相談等により認知症が疑われる人や、認知症の人及びその家族を訪問

し、必要な医療や介護の導入・調整や、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生

活のサポートを行うチーム。 

※３認知症地域支援推進員 

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の連携の支援や、認知症の人やその家族等への相談支

援を行う。 

※４若年性認知症支援コーディネーター 

本人や家族等からの若年性認知症に関する困り事や悩み事等の相談に対して、解決に向けた支援を行

うとともに、自立支援に関わる関係者のネットワークの調整を行う。 

※５コグニサイズ 

国立長寿医療研究センターが開発した、認知機能の維持・向上に役立つ運動で、コグニション（認知）

とエクササイズ（運動）を組み合わせた造語。運動と認知トレーニングを組み合わせることで、脳への

刺激を促すことが期待できる。 

 

 

 

 

 横浜 川崎 

北部 

川崎 

南部 

相模原 横須賀

三浦 

湘南 

東部 

湘南 

西部 

県央 県西 合計 

病院数 41 9 3 12 12 13 11 12 11 124 

診療所数 258 58 57 30 43 50 35 34 29 594 
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・健康危機管理事案が発生した場合は、その事例に応じた体制が整備されています。 

 

 
・引き続き他自治体及び保健福祉事務所との連携強化や意見交換を実施するなど、より一層の整備に努め 
る必要があります。 

 

 

第２節 健康危機管理対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

（１）現状  

○ 食中毒や、感染症等原因が特定されている事例については、個別に情報の収集及び 

分析等に係る体制が整備されています。 

○ 原因が特定されていない健康危機事例に対しては、「神奈川県保健福祉局健康危機管 

理指針（※１）」（県指針）に基づいて対応を行います。 

  

（２）課題  

ア 健康危機管理体制の整備及び充実強化 

○ 県は、健康危機事案の発生時に市町村と有機的に連携した対応ができるよう、日 

ごろから市町村と密接な連携体制を整えることが必要です。 

○ 複数の都道府県に及ぶ発生に備えて、地方自治体間で保健活動や情報収集・情報 

提供体制などの連携体制を強化することが必要です。 

○ 健康危機の発生時に地域住民が状況を的確に認識した上で行動ができるよう、関 

係者との相互の情報及び意見の交換（「リスクコミュニケーション（※２）」）の実施 

などにより健康危機管理に関する情報を分かりやすく提供し共有するよう努めるこ 

とが必要です。 

イ 保健福祉事務所における機能強化 

○ 健康危機管理に対する住民意識を高めるためリスクコミュニケーションに努める 

ことが必要です。 

○ 保健福祉事務所では、地域における健康危機管理体制の確保のため、健康危機事 

例に対して専門的に判断できる人材を育成する必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

（１）健康危機管理体制の整備及び充実強化（県、市町村、医療関係者） 

○ 県指針に基づき、警察、消防、医療機関及び関係団体等との連携体制や情報提供な 

どの健康危機管理体制の充実強化を図るとともに、他都道府県との連携体制の充実強 

化を図ります。 

○ 関係者間でのリスクコミュニケーションに努め、健康危機管理に関するわかりやす 

い情報提供を図ります。 

 

【現状】 

【課題】 
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（２）保健福祉事務所における機能強化（県） 

 ○ 県指針に基づき、平常時からの研修･訓練等により健康危機管理に係る専門的人材の 

育成を図ります。 

○ 住民意識を高めるため、地域住民とのリスクコミュニケーションを図ります。 

 

 

■用語解説 

※１ 「神奈川県保健福祉局健康危機管理指針」  

健康危機事案が発生した場合に必要に応じて設置される健康危機管理対策本部の役割 

や地域の健康危機に対して、保健福祉事務所を含む関係機関が連携して取り組む際の基本的な考え方を

まとめたもの。（平成 26年４月改定）  

※２ リスクコミュニケーション  

リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者、その他の関

係者の間で、情報および意見を相互に交換すること。リスク評価の結果およびリスク管理の決定事項の

説明を含みます。 
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・県の感染症対策は、「神奈川県感染症予防計画」に基づき、予防、まん延防止、医療体制の確保等を推 
進しています。 

・結核の新登録者数は減少傾向にあります。 
・ＨＩＶ感染者報告数、エイズ患者報告数は近年横ばいが続いており、性別では男性が 94％、感染経路別 
では同性間性的接触が 65％を占めています。 

 

 
・結核について、正しい知識の普及、患者の早期発見、早期治療が大変重要であるとともに、多剤耐性結 
核（※１）の発生を防止するために、服薬継続支援が必要です。 

・エイズについて、中・高・大学生やハイリスク者である男性同性愛者への重点的な予防啓発と、男性同 
性愛者等が気軽に検査を受けられる体制や広報が必要です。 

 

 

第３節 感染症対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

（１）結核対策 

 ○ 結核の新登録患者数は減少化傾向にあり、令和２年の県内新登録患者数は 808人で、 

全国の減少率 11.9％に対し 18.1％と高くなっています。 

 ○ 結核患者を減らすため、結核に対する正しい知識の普及、患者の早期発見、早期治 

療が大変重要であるとともに、多剤耐性結核の発生を防止するために服薬継続支援が 

必要です。 

 

神奈川県新登録結核患者数（年次推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典）神奈川県衛生研究所「令和２（2020）年版 神奈川県結核の現状」 

 

（２）エイズ対策 

○ ＨＩＶ感染者報告数は平成 19年以降横ばいが続いており、エイズ患者報告数も平成 

22年度以降横ばいが続いています。県の令和３年の新規報告数は、 ＨＩＶ感染者報 

告数が全国４位、エイズ患者報告数が全国５位と、依然として多くの感染者等が確認 

されています。 

○ 累計報告数の割合では、30歳代が多く、性別では男性が 94％を占めています。感染 

経路別では、同性間性的接触が 65％を占めています。 

○ 中・高・大学生やハイリスク者である男性同性愛者への重点的な予防啓発と、男性 

同性愛者等が気軽に検査を受けられる体制や広報が必要です。 

年次 新登録患者数（人） 減少率（％） 

平成 28年 1,192 9.1 

平成 29年 1,143 4.1 

平成 30年 1,024 10.4 

令和元年 987 3.6 

令和２年 808 18.1 

【現状】 

【課題】 



112 

 

 

神奈川県ＨＩＶ感染者・ＡＩＤＳ患者新規報告数（年次推移） 

                                                         （出典）神奈川県「ＨＩＶ感染者・ＡＩＤＳ患者統計」 

 

２ 施策の方向性 

（１）結核対策 

○ 県は、県民や医療従事者に対する普及啓発や、学校や施設が行う結核の検査を促進 

するとともに、患者の接触者に対する検査を強化することで、患者の早期発見、早期 

治療を推進し、二次感染や集団感染の防止に努めます。 

○ 県は、医療機関や薬局等との連携により、治療中断者を早期に発見し、受診勧奨及 

び服薬継続支援などの保健指導を行うことで、多剤耐性結核の発生、まん延防止を図 

ります。 

 

（２）エイズ対策 

 ○ 県は、教育機関等と連携し、中・高・大学生やハイリスク者である男性同性愛者へ

の予防啓発活動を行います。 

○ ハイリスク者である男性同性愛者が気軽に検査を受けられる体制として、対象者を 

男性同性愛者に限定した匿名での検査を実施するほか、誰でも匿名で受けることがで 

きる検査を実施します。 

 

 

■用語解説 

※１ 多剤耐性結核 

 最も強力な第一選択薬であるイソニアジドとリファンピシンに耐性を示す結核の病態。 
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・わが国の肝炎ウイルス持続感染者は、Ｂ型ウイルス性肝炎（※１）が 110 万人～120 万人、Ｃ型ウイル
ス性肝炎（※２）が 90 万人～130 万人存在すると推定されており、長期間の経過後に肝がん等を引き
起こす危険性が指摘されています。 

・肝炎は、自覚症状がほとんどないことから、気が付くと重症化していたという事例が多く、感染者を早
期に発見し、適切な治療を行う必要がありますが、肝炎ウイルス検査の件数は推計感染者数に比して少
なく、その内容が広く県民に理解されているとは言いがたい状況です。 

 

肝炎ウイルス持続感染者数（2015年の推計） 

 全   国 神奈川県  

Ｂ型肝炎ウイルス 110～120万人 ７～８万人 

Ｃ型肝炎ウイルス 90～130万人 ６～９万人 

 
・県では、平成 25 年３月に「神奈川県肝炎対策推進計画」を策定し、医療や検査体制の充実や、普及啓
発活動の実施等、総合的な肝炎対策に取り組んでいます。県推進計画は、国の「肝炎対策の推進に関す
る基本的な指針」の改正などを踏まえ、２度改定しています。現行の令和５年３月改定（計画期間：令
和５年度～令和９年度）計画により、さらに取組を進めていきます。 

 
 
・ウイルス性肝炎に関する正しい知識をすべての県民が持つことができるよう、普及啓発に取り組むこと
が必要です。 

・すべての県民が少なくとも１回は肝炎ウイルス検査を受けるよう体制整備や受検勧奨を強化するとと
もに、陽性と分かった方が自ら行動することができるよう促すしくみづくりが必要です。 

・肝炎医療の水準を高めるための取組を行うとともに、県民一人ひとりが肝炎患者等の人権を尊重し、肝
炎患者等が安心して暮らせる環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 肝炎対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

（１）肝炎の予防及び正しい知識の普及啓発 

県及び市町村では、肝炎に対する正しい知識の普及啓発や感染予防の注意喚起を行っ

ていますが、肝炎ウイルスの感染経路等についての知識や、肝炎ウイルス検査を受検す

る必要性の認識は、県民に十分浸透しているとはいえず、さらなる広報活動の充実に努

める必要があります。 

 

（２）肝炎ウイルス検査の受検の促進 

  県及び市町村では受検勧奨に努めていますが、受検率は依然として高いとはいえない 

ため、市町村と連携しながら取組を進めていく必要があります。また、職域における受 

検勧奨を強化する必要があります。 

 

（３）肝炎医療を提供する体制の確保 

○ 県では、肝疾患診療連携拠点病院（※３）（以下、「肝疾患医療センター」という。） 

と肝臓専門医療機関を指定し、かかりつけ医と連携することで、適切な肝炎医療を受 

けることができる体制を整備しています。 

○ 肝炎ウイルス陽性者を適切に医療につなげるための体制の構築が必要です。 

【現状】 

【課題】 

注）神奈川県の感染者数は全国推計値に 

神奈川県人口比率７％を乗じて算出 
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（４）肝炎医療や肝炎対策に携わる人材の育成 

○ 治療薬の進捗は目覚ましく、日本肝臓学会の治療ガイドラインも改定が頻回になさ 

れていることから、継続して県内の肝臓専門医療機関をはじめとする医療機関の医療 

従事者のレベルアップを図る必要があります。 

○ 地域や職域、医療機関において、ウイルス検査の受検促進や専門医療機関への受診

勧奨、正しい知識の啓発を担う肝疾患コーディネーターの更なる育成を進めるととも

に、配置の均てん化や活動しやくなるよう環境整備等の支援が必要です。 

 

（５）肝炎患者及びその家族等に対する支援の強化及び充実 

○ 県では、県内５か所の肝疾患医療センターに相談窓口を設置しており、また、地域 

や職域で肝炎患者等及びその家族等への情報提供等の支援を行う肝疾患コーディネー 

ターの養成等を行っています。 

○ 抗ウイルス療法による医療費負担は大きいため、県では、肝炎治療医療費の助成や 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業による医療費の助成を行っています。 

○ 相談先の認知度向上や医療費助成制度のより一層の周知が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）肝炎の予防及び正しい知識の普及啓発 

 ○ 県及び、政令指定都市、中核市、保健所設置市（以下、「保健所設置市等」という。）

は、全ての県民を対象に、肝炎の予防、病態及び治療に係る正しい理解が進むよう、

メディア等を活用した広報や、医療機関等に対して標準的な感染予防策の重要性につ

いての周知を行います。 

   また、肝炎患者等に対する偏見や差別の防止に向け普及啓発を行います。 

 ○ 市町村は、引き続き、Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種を着実に実施し、県は、Ｃ型肝

炎患者のインターフェロンフリー治療（※４）等を推進します。 

 

（２）肝炎ウイルス検査の受検の促進 

 ○ 県及び市町村は、すべての県民が少なくとも１回は肝炎ウイルス検査を受検するよ

う、普及啓発を強化します。 

 ○ 県は、健診機関と連携した啓発を引き続き実施します。 

○ 県及び保健所設置市等は、職域における肝炎ウイルス検査の受検の促進を図るため、 

事業主等関係者に対して検査実施や受検を働きかけます。 

 

（３）肝炎医療を提供する体制の確保 

 ○ 県は、本県の状況に応じた望ましい肝疾患診療ネットワークのあり方について引き

続き検討を行うなど、肝疾患診療ネットワークの充実強化を図ります。 

 ○ 県及び市町村は、互いに連携して、肝炎ウイルス検査陽性者に対して、受診を勧奨

し、適切な治療につなげることのできるフォローアップ体制を充実します。 

 

（４）肝炎医療や肝炎対策に携わる人材の育成 
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 ○ 県及び肝疾患医療センターは、医療従事者向けの研修会を開催するなど、肝炎対策

に従事する者のスキルアップに引き続き取り組みます。 

 ○ 県及び肝疾患医療センターは、肝疾患コーディネーターの養成に引き続き取り組む

とともに、コーディネーターを県内全市町村に配置し、コーディネーター間の情報共

有や連携がしやすい環境の整備などに取り組みます。 

 

（５）肝炎患者及びその家族等に対する支援の強化及び充実 

 ○ 県及び肝疾患医療センターは、肝疾患医療センターにおける相談事業について、引

き続き適切に実施するとともに、周知を強化します。また、身近な相談先としての肝

疾患コーディネーターを周知するとともに、肝疾患コーディネーターによる相談窓口

の案内が適切かつ効果的に行われるよう支援します。 

 ○ 県は、肝炎治療医療費助成制度等の更なる周知を図ります。 

 

 

■用語解説 

※１ Ｂ型ウイルス性肝炎 

Ｂ型肝炎はＢ型肝炎ウイルスが血液・体液を介して感染することで起きる。Ｂ型肝炎ウイルスの感染

経路は、垂直感染（出生時の母子感染）と水平感染（傷のある皮膚への血液・体液の付着、不衛生な器

具によるピアスの穴あけや入れ墨の施術、無防備な性交渉等）がある。日常生活（会話、握手、一緒に

食事をする等）において感染することはなく、空気感染もない。また、Ｂ型肝炎ウイルスはワクチンの

接種によって感染を予防することができる。2016年４月１日以降に生まれたすべての０歳児にはワクチ

ンの定期接種が行われている。 

※２ Ｃ型ウイルス性肝炎 

Ｃ型肝炎はＣ型肝炎ウイルスに感染することで起きます。Ｃ型肝炎ウイルスは、感染者の血液を介し

て感染するため、不衛生な器具によるピアスの穴あけや入れ墨の施術等で感染する可能性がある。日常

生活（会話、握手、一緒に食事をする等）において感染することはなく、空気感染もない。現在は経口

薬（直接作用型抗ウイルス剤）による抗ウイルス療法の治療効果が上がり、高い確率でＣ型肝炎ウイル

スを排除することができる。ウイルスが排除されれば肝がんが発生する頻度は低下しますが、肝がん発

生の可能性はゼロではないため、継続して定期的な検査を受ける必要がある。 

※３ 肝疾患診療連携拠点病院 

県の中で肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を果たす医療機関であり、地域の肝炎対策を担う

ものとして、専門医療機関やかかりつけ医との連携を行うとともに、肝疾患相談支援センターを設置し、

肝炎患者等への支援を行う。 

※４ インターフェロンフリー治療 

インターフェロン製剤を用いない、経口薬のみの治療。Ｃ型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス治療で

行われる。インターフェロン治療に比べて副作用が少なく、近年治療効果が高くなっている。 
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・アレルギー疾患はその原因や症状が様々であり、中には急激な症状の悪化を繰り返すものや、重症化に
より死に至るものがあり、職場、学校等のあらゆる場面で日常生活に多大な影響を及ぼしています。 

・国民の約２人に１人が何らかのアレルギー疾患があると言われており、一部の疾患で減少が見られるも
のの、食物アレルギー等は増加傾向にあります。 

・県では、平成 27 年に施行された「アレルギー疾患対策基本法」及び国が策定した「アレルギー疾患対策
基本指針(令和４年３月改正)」に即し、「県アレルギー疾患対策推進計画(令和５年３月改正)」を策定
し、総合的なアレルギー疾患対策の推進を図っています。 

 

 

・近年の医療の進歩に伴い、科学的知見に基づく適切な医療を受けることにより、症状のコントロールが
おおむね可能となってきているものの、すべての患者がその恩恵を受けているわけではないという現状
も指摘されており、診療・管理ガイドラインに即した医療のさらなる普及が望まれます。 

・県民が医学的知見に基づく適切な情報を入手でき、患者が疾患の症状に応じた適切な自己管理を行える
とともに、その家族や関係者が適切な支援を行えるよう、正しい情報を入手しやすい体制を整備してい
くことも必要です。 

第５節 アレルギー疾患対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

（１）アレルギー疾患の発症・重症化の予防や症状の軽減 

○ インターネット等には、アレルギー疾患に関する膨大な情報があふれています。そ 

のような中で、患者やその家族、支援する関係機関等がアレルギー疾患の正しい知識 

を入手できるよう、情報の提供や普及啓発を行うことが必要です。 

○ アレルギー疾患の発症や重症化を予防し、症状を軽減するためには、アレルギーの 

原因となるアレルギー物質であるアレルゲンに曝露しないようにすることが有効と言 

われています。そのためにも、自然環境や居住環境など、患者を取り巻く環境の改善 

を図ることが必要です。 

○ アレルギーの悪化要因を取り除くためには、規則正しい生活を送ることや受動喫煙 

を防ぐことなど、生活スタイルの改善を図ることが必要です。 

 

（２）アレルギー疾患医療の適切な医療を受けられる体制の整備 

○ 医療の進歩に伴い、適切な治療を受けることで、症状のコントロールがおおむね可 

能となっていますが、すべての患者が住む地域や年代に関わらず、等しく適切な治療 

を受けるためには、医療提供体制を整備していく必要があります。 

○ 患者やその家族が、住む地域や年代に関わらず、アレルギーの状態に応じた適切な 

医療を受けられるためには、身近にアレルギー疾患の専門的な知識と技能を有する医 

療関係者が必要です。そのためにも、医療関係者が知識・技能の向上に向けて、最新 

の科学的知見に基づく医療情報や研修等の情報を、入手しやすい方法で提供していく 

ことが必要です。 

 

（３）アレルギー疾患患者等を支援する環境づくり 

○ 患者に対する支援は、正しい知識に基づき適切に行われることが肝要です。そのた 

めにも、患者に関わる保健福祉関係者や学校、保育所等の施設の職員等に対し、アレ 

【現状】 

【課題】 
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ルギー疾患の必要な知識、発症予防、緊急時の対応に関する知識の習得を図る研修の 

受講機会の確保が必要です。 

○ 患者が、職場や学校等でアナフィラキシーショック（※１）を引き起こした際の緊 

急対応ができるよう、患者やその家族、職場や学校等と、医療機関や消防機関等との 

連携協力体制が必要です。 

○ 災害時に患者やその家族が適切な対応を行うことができるよう、日頃からの備えの 

周知や、避難所の運営者等が適切な支援を行えるよう、情報提供や、アナフィラキシ 

ー等の重症化を予防するための周知が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）発症・重症化の予防や症状の軽減のための取組の推進 

○ 県は、医療機関・医療関係者と連携して、アレルギー疾患に関する正しい知識、医 

療機関の情報等について、患者やその家族、支援者等にホームページや研修会等の様々 

な機会を通じて情報提供や普及啓発に取り組みます。 

○ 県は、アレルギー疾患の発症・重症化予防や症状の軽減を図るため、大気中や室内 

環境におけるアレルゲンや増悪因子の軽減や回避のための対策に取り組みます。 

○ 県は、アレルギー疾患の悪化要因の軽減を図るため、喫煙の防止や乳幼児へのスキ 

ンケアの実施等生活スタイルの改善に関する周知や普及啓発に取り組みます。 

 

（２）適切な医療を受けられる体制の整備 

 ○ 県は、アレルギー疾患対策推進協議会を通じて地域の実情を把握し、医療機関・医

療関係者と連携して、アレルギー疾患患者が居住する地域や年代に関わらず、アレル

ギーの状態に応じた適切な医療を受けることができるよう体制を整備していきます。 

 ○ 県は、患者が居住する地域や年代に関わらず、等しくそのアレルギーの状態に応じ

て適切な医療を受けることができるよう、医療関係者の知識・技術の向上に向けての

研修実施を支援するとともに、 最新の科学的知見に基づく医療情報や研修等の情報を

入手しやすい方法で提供します。 

 

（３）アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり 

 ○ 県は、医療機関・医療関係者と連携して、保健福祉関係者、学校、保育所等の施設

の職員など、アレルギー疾患患者に関わる者に対して、アレルギー疾患の必要な知識、

発症予防、乳幼児に係る保健指導、緊急時の対応に関する知識の習得を図る研修を実

施し、関係者の資質向上に取り組みます。 

 ○ 県は、患者やその家族、患者に関わる者等に対し、適切な相談窓口の案内をします。 

 ○ 県は、災害時の患者の自己管理や避難所等での対応について情報提供を行います。 

 

■用語解説 

※１ アナフィラキシーショック 

食物、薬物、ハチの毒等が原因で起こるアレルギー反応により、皮膚、呼吸器、消化器等複数の臓器

に同時又は急激に症状が現われることをアナフィラキシーと呼ぶ。アナフィラキシーに血圧の低下や意

識の低下がある場合を、アナフィラキシーショックといい、生命の危機に関わるため、直ちに適切な対

応、治療が必要となる。 
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・輸血用血液製剤や血漿分画製剤などの血液製剤は、献血により得られる血液を原料としていることか
ら、血液製剤を安定的に供給するためには、血液を十分に確保することが求められています。 

・一人あたりの献血量の増加などにより、以前と比べて少ない人数で必要な献血量を確保できているが、
今後、高齢化の進展による年齢構成の変化や人口減少により、献血可能人口の減少が見込まれます。 

 

 
・10 歳代～30 歳代は、献血者数及び全献血者数に占める割合がともに減少しています。 
・血液製剤の適正使用については、最新の知見に基づいて検討していく必要があります。 

 

 

・ 

 

第６節 血液確保対策と適正使用対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

（１）血液確保対策 

○ 輸血用血液製剤や血漿分画製剤などの血液製剤は、献血により得られる血液を原料 

としているため、医療機関に安定的に血液製剤を供給するためには、血液を十分に確 

保する必要があります。 

○ 県では、国献血推進計画に基づき、献血の受入れが円滑に実施されるよう、県、市 

町村及び県赤十字血液センター等が取り組むべき献血推進施策を、毎年度、神奈川県 

献血推進計画として定め、必要な献血量を確保しています。 

○ 厚生労働省令和４年度薬事・食品衛生審議会調査会資料によれば、近年、一人あた 

りの献血量の増加などにより、以前と比べて少ない人数で必要な献血量を確保するこ 

とができています。 

○ 一方で、10 代から 30 代の献血者数は、この 10 年で約２割減少しており、全献血 

者に占める若い世代の割合は減少しています。 

県内の年代別献血者数と献血量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）神奈川県赤十字血液センター資料より県作成 

【現状】 

【課題】 
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○ さらに、国検討会（厚生労働省令和４年度薬事・食品衛生審議会調査会）における 

資料によると、全国における今後の献血可能人口の予測については、令和２（2020） 

年の約 8,357万人から、15年後の 2035年には、約 7,198万人と、約 13.9%減少すると 

予測されています。 

献血可能人口の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ そのため、将来にわたり安定的に血液を確保するためには、若年層を中心とした 

幅広い世代への理解と協力が不可欠になっています。 

 

（２）血液製剤の適正使用対策 

○ 近年、血液製剤の安全性は格段に向上してきましたが、免疫性、感染性輸血副作用 

や合併症が生じるリスクは完全に排除できないことから、より適正な使用を推進する 

必要があります。 

○ 血液製剤の適正使用を推進するため、医療機関や採血事業者等の関係者が参加して、 

血液製剤の適正使用を推進する上での課題の認識や手法の検討、実施等の取組を行 

う神奈川県合同輸血療法委員会（※１）を設置しています。 

○ 血液製剤の適正使用にかかる様々な取組は、常に最新の知見に基づき検討していく 

必要があります。 

 

２ 施策の方向性 

（１）血液確保対策 

○ 県は、県赤十字血液センター及び市町村と緊密な連携を図り、献血者の確保に取り 

組みます。 

○ 県、市町村及び県赤十字血液センターは、広く県民が献血の意義を理解し、献血行 

動につなげるよう、効果的な普及啓発を促進します。 

○ 特に、若年層への普及啓発の強化として、献血 Web会員サービス「ラブラッド」（※ 

2020 年 
83,574,100 人 

2025 年 
77,215,545 人 

2030 年 
75,066,520 人 

2035 年 
71,981,960 人 

献
血
可
能
人
口 
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２）の活用を促すなど、献血を体験した方に、長期にわたり複数回献血に協力しても 

らえるような普及啓発を実施します。 

 

（２）血液製剤の適正使用対策 

○ 血液製剤の適正使用を進めるため、神奈川県合同輸血療法委員会（※１）において、 

血液製剤の使用状況や輸血療法にかかる最新事例や課題等を共有するなどして、血液 

製剤の適正使用を推進していきます。 

 

 

■用語解説 

※１ 神奈川県合同輸血療法委員会 

血液製剤の適正使用を推進することを目的に、各医療機関の輸血療法委員会の委員長や輸血責任医師、

輸血業務担当者等を構成員として設置。 

※２ 献血 Web会員サービス「ラブラッド」 

 日本赤十字社が運営している Web会員サービスで、会員登録を行った献血者は、献血の予約、事前問

診回答、血液検査（献血記録）の確認などを行うことができる。 
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・国内で臓器提供を待っている人は約 16,000 人である一方、移植を受けられる人は、年間約 400 人で約
３%という状況です。 

・国内で角膜提供を待っている人は約 1,900 名である一方、提供者数は年間約 600 人という状況です。 
・令和５年４月現在、全国の骨髄ドナー登録者数は 545,422 人であり、患者登録後、最初の適合検索で一
人以上のＨＬＡ適合ドナー※が見つかる確率は 95.8％となっています。 

 
 
・各移植待機者が多く、提供数の拡大が必要です。 
・造血幹細胞移植のドナー登録には 54 歳までという年齢制限があり、毎年約２．８万人の登録が抹消さ
れていることから、若い世代への啓発が必要です。 

第７節 臓器移植・骨髄等移植対策 

 

１ 現状・課題 

 

 

 

 

 

 

（１）臓器移植 

ア 臓器移植に係る県の取組  

○ 「臓器の移植に関する法律」及び「都道府県臓器移植連絡調整者設置事業の推進 

について（臓器移植対策室長通知）」に基づき、県臓器移植コーディネーターを設置 

し、臓器あっせん業務及び臓器移植の普及啓発を行っています。 

○ 本県、県臓器移植コーディネーター及び県内医療機関等が協力し、県民への普及 

啓発や医療機関の体制整備に取り組んでいます。 

イ 提供数拡大の必要 

○ 普及啓発については、運転免許証や保険証等の裏面にある臓器提供に関する意思 

表示欄への記入を促進する等の取組を進めているものの、国内で臓器提供を待って 

いる人は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークによると、約 16,000人である一 

方、移植を受けられる人は、年間約 400人で約３%という状況であり、提供数の拡大 

が必要です。 

 

（２）角膜移植 

 ア 角膜移植に係る県の取組 

○ 角膜提供・移植等に関し、角膜あっせん業務及び角膜移植の普及啓発を行う角膜  

移植コーディネーターを設置しています。 

イ 提供数拡大の必要  

○ 厚生労働省「臓器移植の実施状況等に関する報告書（令和５年６月８日）」による 

と、令和５年３月時点で、全国で移植を待機している患者は 約 1,900 名である一方、 

提供者数は年間約 600人という状況であり、提供数の拡大が必要です。 

 

（３）造血幹細胞移植 

 ア 造血幹細胞移植に係る県の取組 

○ 令和５年４月現在、全国の骨髄ドナー登録者数は 545,422人であり、患者登録後、 

最初の適合検索で一人以上のＨＬＡ適合ドナー※が見つかる確率は 95.8％となって 

います。 

【現状】 

【課題】 
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○ 現在、県内の骨髄ドナー登録受付窓口は、日本赤十字社の献血ルーム８箇所、県  

保健福祉事務所等２箇所及び横須賀市保健所に設置されており、また常設の登録窓 

口の他に、県や日本骨髄バンク、日本赤十字社等が連携し、ドナー登録会を随時実 

施しています。 

  ○ 全国で事業を行っているさい帯血バンク（日本赤十字社関東甲信越さい帯血バン

ク、東海大学さい帯血バンク等）がそれぞれの提供施設（産科病院）で採取された、

さい帯血の検査、分離、保存及び公開を行っています。 

イ 提供数拡大の必要  

○ 令和５年４月末で骨髄移植を希望されている患者が全国で 1,723 人おり、移植を 

受けられない患者が多いことから、ドナー登録者の拡大が必要です。 

○ 骨髄移植のドナーには 54歳までという年齢制限があり、毎年約 2.8万人の登録が 

抹消されていることから、若い世代への啓発が必要です。 

 

２ 施策の方向性 

（１）臓器移植 

○ 移植待機者の減少及び待機期間の短縮化を図るため、引き続き、県臓器移植コーデ 

ィネーター及び県内医療機関と協力し、県民への普及啓発や医療機関の体制整備への 

取組を強化します。 

○ 各医療機関で臓器移植の窓口となる院内コーディネーターを養成し、臓器提供発生 

時の連絡調整が円滑に進むよう取り組みます。 

 

（２）角膜移植 

○ 移植待機者の減少及び待機期間の短縮化を図るため、普及啓発を強化することによ

り、角膜提供に関する意思表示の理解・促進を図ります。 

 

（３）造血幹細胞移植 

○ 引き続き、常設のドナー登録受付窓口を設置するとともに、ドナー登録会を適宜実 

施し、ドナー登録の拡充を図ります。 

○ 若い世代のドナー登録者数を増やすため、県内大学でのドナー登録会の実施や普及 

啓発を実施します。 

○ 「神奈川県造血幹細胞移植推進協議会」において、骨髄・さい帯血移植の登録者数  

の増加について協議していきます。 

 

 

■用語解説 

※１ ＨＬＡ適合ドナー 

赤血球にＡ・Ｂ・Ｏ・ＡＢの血液型があるように、白血球にも型があり、ＨＬＡ型といわれるこの型

は、ヒト白血球抗原（Human Leukocyte Antigen）の略で、その組合せには数万通りがある。骨髄または

末梢血幹細胞移植のためには、骨髄等提供者（ドナー）と患者のＨＬＡが適合することが必要。 
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〇 平成 26 年６月に「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に 
関する法律」が制定され、同法により改正された医療法（昭和 23 年法律第 205号）の規定により、 
都道府県には、地域の医療提供体制の将来あるべき姿を示す「地域医療構想」の策定が義務付けら 
れました。 

〇 県では、平成 28 年 10月に 2025 年までを対象期間とする「神奈川県地域医療構想」を策定しました。 
〇 国は、「2025 年以降についても、今後、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる 2040 年頃を視野
に入れつつ、新型コロナ禍で顕在化した課題を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構
想を策定する必要がある」として、スケジュールを示しています。 

○ 今後、国が行う新たな地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の結果を踏まえて、本県でも 2025
年に新たな地域医療構想を策定する予定です。 

第３部 地域医療構想 

 

 

 

 

 

 

 

 
【基本的事項】                

○ 地域医療構想は、高齢化の進展に伴い、医療ニーズが増大する中において、地域の限 

られた資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療提供体制を構築することを目的とし 

て、2025年のあるべき医療提供体制の構築に向けた長期的な取組の方向性を示すもの 

です。 

 

＜策定根拠＞ 

医療法第 30条の４第２項第７号及び第８号 

 

＜記載事項＞ 

１ 構想区域ごとに厚生労働省令で定める計算式により算定された以下の数値 

  ア 病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量 

  イ 将来の居宅等における医療（在宅医療等）の必要量 

２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化及び連携の推進に関する事項 

 

【地域医療構想の基本方針】 

○ 神奈川県地域医療構想では、県全体や県内の９つの地域における2025年に向けた取組

の方向性を示しています。県や各地域では、地域の病院・診療所関係者や医療保険者な

どと話し合いながら、それぞれの地域で必要な病床機能の確保、在宅医療の充実、医療

従事者の確保に向けた取組などを推進します。また、未病を改善する取組など、健康寿

命を延ばす取組とも連携し、医療・介護ニーズの伸びの抑制を図ります。 

 

＜施策の方向性＞ 

１ 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制構築に向けた取組 

２ 地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実に係る取組 

３ 将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成に向けた取組 

 

＜神奈川の将来のめざすすがた＞ 

 誰もが元気でいきいきとくらしながら、必要なときに身近な地域で質の高い医療・介

護を安心して受けられる神奈川をめざします。 
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＜各構想区域における将来の医療提供体制に関する構想＞ 

本県では、９の構想区域（＝二次保健医療圏）を設定しており、各地域の特性、課題等

に応じた施策を進めています。 

 

なお、横浜市では「よこはま保健医療プラン2018」、川崎市では「かわさき保健医療プラ

ン」、相模原市では「相模原市保健医療計画」を独自に作成し、詳細を記載していますので、

参照してください。 

  

令和７年（2025年）の入院医療需要及び必要病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年（2025年）の在宅医療等の必要量 

【神奈川県地域医療構想 構想区域】 

・横浜構想区域・川崎北部構想区域・川崎南部構想区域・相模原構想区域 

・横須賀・三浦構想区域・湘南東部構想区域・湘南西部構想区域 

・県央構想区域・県西構想区域 

※推計された必要病床数については、次のことに留意する必要があります。 

・「令和７（2025）年の必要病床数」は、医療法施行規則に基づき算出した令和７（2025）年の入

院医療需要に対して、全国一律の病床稼働率（高度急性期、：75％、急性期：78％、回復期：90％、

慢性期：92％）で除して算出した、2025 年の医療需要の将来推計に基づく推計値であり、必ずし

も将来の医療提供体制の変動要素（例：交通網の発達、医療技術の進歩等）をすべて勘案して算出

したものではないこと 

・必要病床数は、病床を整備する目標である基準病床数とは位置づけが異なること。 
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第４部 計画の推進 

第１章 計画の推進体制等 

第１節 計画策定の検討経緯 

 

○ 医療法では、医療計画の作成に当たっては、診療又は調剤に関する学識経験者の団体

や医療審議会、市町村及び保険者協議会の意見を聴かなければならないとされています。 

○ ８次計画の策定に当たり、医療を提供する立場の者、医療を受ける立場の者、学識経

験者、保健者協議会などの関係者からなる「神奈川県保健医療計画推進会議」を中心に

検討を進めました。 

 

年 月 日 会議名 

令和５年 ５月30日 第１回保健医療計画推進会議 

７月28日 第２回保健医療計画推進会議 

７～８月 地域医療構想調整会議（県内８地域） 

10月＿日 第３回保健医療計画推進会議 

10月 地域医療構想調整会議（県内８地域） 

10月＿日 医療審議会 

11月＿日 第４回保健医療計画推進会議 

12月＿日 第５回保健医療計画推進会議 

12月＿日～ 
パブリック・コメント（意見募集） 

令和６年 １月＿日 

１～２月 地域医療構想調整会議（県内８地域） 

２月＿日 保健医療計画推進会議 

３月＿日 医療審議会 

 

 

 

 

【神奈川県保健医療計画推進会議】 

〔所掌事項〕 

・保健医療計画の再検討 

・保健医療計画達成の推進 

・その他計画の再検討及び推進に必要な事項 

〔構成員〕 

・医療を提供する立場にある者 

・医療を受ける立場にある者 

・学識経験者 

・医療保険者 

・保健医療行政に携わる者 
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第２節 計画の推進体制 

 

１ 全県の推進体制 

○ 県では、医療を提供する立場の者、医療を受ける立場の者、学識経験者、医療保険 

者などの関係者からなる「神奈川県保健医療計画推進会議」を設けており、引き続き、 

同会議により計画の円滑な推進を図ります。 

○ また、医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため「神奈川県 

医療審議会」を、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保に関する事項等を協議 

するため「神奈川県医療対策協議会」を設けています。 

○ 今後も、神奈川県保健医療計画推進会議を中心として、個別課題については各分野 

の協議会、部会等を活用しながら、計画の円滑な推進に努めます。 

 

２ 各地域の推進体制 

○ 各二次保健医療圏については、政令指定都市を除く圏域では、各地区保健医療福祉 

推進会議等により、保健福祉事務所等が中心となって地域の特性に応じた課題等につ 

いて検討や調整を行い、「各構想区域における将来の医療提供に関する構想」に基づく 

施策を推進します。 

○ 各政令指定都市においても、地域医療構想調整会議等を通じた地域の特性に応じた 

課題等について検討や調整を行い、「各構想区域における将来の医療提供に関する構想」 

及び各市の計画に基づく施策を推進します。 
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第３節 計画の進行管理 

○ ５疾病・６事業及び在宅医療の医療体制を構築するにあたっては、住民の健康状態や

患者の状態（成果（アウトカム））などで施策の評価を行うことが必要なため、これらを

用いた評価を行うことが重要です。 

○ 施策や事業を実施したことにより生じた結果（アウトプット）が、成果（アウトカム）

に対してどれだけの影響（インパクト）をもたらしたかという関連性を念頭に置きつつ、

施策や事業の評価を１年ごとに行い、ＰＤＣＡサイクルを通じた見直しを含めた改善を

行います。 

○ 評価にあたっては、施策が目標とする成果を達成するに至るまでの論理的な関係を体

系的に図式化したものであるロジックモデルを導入し、ＰＤＣＡの管理を行います。 

○ 医療体制の構築に当たっては、地域の現状をできる限り構造化しながら整理する必要

があるため、指標をストラクチャー、プロセス、アウトカムに分類し、活用することが

有効とされています。 

○ 保健医療計画の進捗状況については、設定した数値目標の達成度等について、ロジッ

クモデルも用いながら、県が定期的に把握します。 

○ 計画の評価にあたっては、神奈川県保健医療計画推進会議、あるいは個別分野に関し

て設置されている協議会等の意見を聴きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行う

などにより、計画を推進していきます。また、評価結果については、県ホームページに

より公表します。 

○ なお、在宅医療その他必要な事項については、３年ごとに調査、分析及び評価を行い、

必要がある場合は変更することとされています（法第30条の６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５部 別冊 

・ストラクチャー指標（Ｓ） 

医療サービスを提供する物的資源、人的資源及び組織体制、外部環境並びに対象となる 

母集団を測る指標 

・プロセス指標（Ｐ） 

  実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

・アウトカム指標（Ｏ） 

  住民の健康状態や患者の状態を測る指標 


